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東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 44 条：緊急停止失敗時に発電用原子炉を

未臨界にするための設備 

ＡＴＷＳ緩和設備 

代替制御棒挿入機能 
類型化区分 

第
４
３
条

第
１
項

第
１
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度･環境圧力・湿度

／屋外の天候／放射線／

荷重 

原子炉建屋原子炉棟内 

その他建屋内
Ｂ，Ｃ 

海水 海水を通水しない 対象外 

周辺機器等からの悪影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失

うおそれがない） 
－ 

電磁的障害 （電磁波により機能が損なわれない） － 

関連資料 44-3 配置図

第
２
号

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 44-3 配置図  

第
３
号

試験･検査 

（検査性，系統構成･外部入力） 
計測制御設備 Ｊ 

関連資料 44-5 試験検査  

第
４
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 44-4 系統図  

第
５
号

悪
影
響
防
止

系統設計 その他 Ａｅ 

その他（飛散物） その他設備 対象外 

関連資料 44-8 ＡＴＷＳ緩和設備について  

第
６
号

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 44-3 配置図  

第
２
項

第
１
号

常設 SA の容量 
重大事故等への対処を本来の目的として設

置するもの 
Ａ 

関連資料 44-6 容量設定根拠  

第
２
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 －  

第
３
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件,自然現象,外部

人為事象,溢水,火災 
屋内 Ａａ 

サポート系要因 別の手段 Ｂｂ 

関連資料 44-8 ＡＴＷＳ緩和設備について  



44-1-3 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 44 条：緊急停止失敗時に発電用原子炉を

未臨界にするための設備 
制御棒 類型化区分 

第
４
３
条

第
１
項

第
１
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度･環境圧力・湿度

／屋外の天候／放射線／

荷重 

原子炉格納容器内 Ａ 

海水 海水を通水しない 対象外 

周辺機器等からの悪影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれ

がない） 
－ 

電磁的障害 （電磁波の影響を受けない） － 

関連資料 44-3 配置図  

第
２
号

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 44-3 配置図  

第
３
号

試験･検査 

（検査性，系統構成･外部入力） 
その他 Ｍ 

関連資料 44-5 試験検査  

第
４
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 44-4 系統図  

第
５
号

悪
影
響
防
止

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他（飛散物） その他設備 対象外 

関連資料 44-3 配置図，44-4 系統図  

第
６
号

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 44-3 配置図  

第
２
項

第
１
号

常設 SA の容量 
設計基準対象施設の系統および機器を使用するもの 

必要な容量等に対して十分であるもの 
Ｂ 

関連資料 44-6 容量設定根拠  

第
２
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 －  

第
３
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件,自然現象,外部

人為事象,溢水,火災 
（対象外） － 

サポート系要因 別の手段 Ｂｂ 

関連資料 44-4 系統図  
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東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 44 条：緊急停止失敗時に発電用原子炉を

未臨界にするための設備 
制御棒駆動機構 類型化区分 

第
４
３
条

第
１
項

第
１
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度･環境圧力・湿度

／屋外の天候／放射線／

荷重 

原子炉格納容器内 Ａ 

海水 海水を通水しない 対象外 

周辺機器等からの悪影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれ

がない） 
－ 

電磁的障害 （電磁波の影響を受けない） － 

関連資料 44-3 配置図  

第
２
号

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 44-3 配置図  

第
３
号

試験･検査 

（検査性，系統構成･外部入力） 
その他 Ｍ 

関連資料 44-5 試験検査  

第
４
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 44-4 系統図  

第
５
号

悪
影
響
防
止

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他（飛散物） その他設備 対象外 

関連資料 44-3 配置図，44-4 系統図  

第
６
号

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 44-3 配置図  

第
２
項

第
１
号

常設 SA の容量 
設計基準対象施設の系統および機器を使用するもの 

必要な容量等に対して十分であるもの 
Ｂ 

関連資料 44-6 容量設定根拠  

第
２
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 －  

第
３
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件,自然現象,外部

人為事象,溢水,火災 
（対象外） － 

サポート系要因 別の手段 Ｂｂ

関連資料 44-4 系統図  
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東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 44 条：緊急停止失敗時に発電用原子炉を

未臨界にするための設備 
制御棒駆動系水圧制御ユニット 類型化区分 

第
４
３
条

第
１
項

第
１
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度･環境圧力・湿度

／屋外の天候／放射線／

荷重 

原子炉建屋原子炉棟内 Ｂ 

海水 海水を通水しない 対象外 

周辺機器等からの悪影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれ

がない） 
－ 

電磁的障害 （電磁波の影響を受けない） － 

関連資料 44-3 配置図  

第
２
号

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 44-3 配置図  

第
３
号

試験･検査 

（検査性，系統構成･外部入力） 
その他 Ｍ 

関連資料 44-5 試験検査  

第
４
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 44-4 系統図  

第
５
号

悪
影
響
防
止

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他（飛散物） その他設備 対象外 

関連資料 44-3 配置図，44-4 系統図  

第
６
号

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 44-3 配置図  

第
２
項

第
１
号

常設 SA の容量 
設計基準対象施設の系統および機器を使用するもの 

必要な容量等に対して十分であるもの 
Ｂ 

関連資料 44-6 容量設定根拠  

第
２
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 －  

第
３
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件,自然現象,外部

人為事象,溢水,火災 
（対象外） － 

サポート系要因 別の手段 Ｂｂ 

関連資料 44-4 系統図  



44-1-6 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 44 条：緊急停止失敗時に発電用原子炉を

未臨界にするための設備 

ＡＴＷＳ緩和設備 

代替原子炉再循環ポンプトリップ機能 
類型化区分 

第
４
３
条

第
１
項

第
１
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度･環境圧力・湿度

／屋外の天候／放射線／

荷重 

原子炉建屋原子炉棟内 

その他建屋内 
Ｂ，Ｃ 

海水 海水を通水しない 対象外 

周辺機器等からの悪影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失

うおそれがない） 
－ 

電磁的障害 （電磁波により機能が損なわれない） － 

関連資料 44-3 配置図  

第
２
号

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 44-3 配置図  

第
３
号

試験･検査 

（検査性，系統構成･外部入力） 
計測制御設備 Ｊ 

関連資料 44-5 試験検査  

第
４
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 44-4 系統図  

第
５
号

悪
影
響
防
止

系統設計 その他 Ａｅ 

その他（飛散物） その他設備 対象外 

関連資料 44-8 ATWS 緩和設備について  

第
６
号

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 44-3 配置図  

第
２
項

第
１
号

常設 SA の容量 
重大事故等への対処を本来の目的として設

置するもの 
Ａ 

関連資料 44-6 容量設定根拠  

第
２
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 －  

第
３
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件,自然現象,外部

人為事象,溢水,火災 
屋内 Ａａ 

サポート系要因 別の手段 Ｂｂ 

関連資料 44-8 ＡＴＷＳ緩和設備について  



44-1-7 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 44 条：緊急停止失敗時に発電用原子炉を

未臨界にするための設備 
ほう酸水注入ポンプ 類型化区分 

第
４
３
条

第
１
項

第
１
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度･環境圧力・湿度

／屋外の天候／放射線／

荷重 

原子炉建屋原子炉棟内 Ｂ 

海水 海水を通水しない 対象外 

周辺機器等からの悪影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれ

がない） 
－ 

電磁的障害 （電磁波の影響を受けない） － 

関連資料 44-3 配置図  

第
２
号

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 44-3 配置図，44-4 系統図  

第
３
号

試験･検査 

（検査性，系統構成･外部入力） 
ポンプ Ａ 

関連資料 44-5 試験検査  

第
４
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 44-4 系統図  

第
５
号

悪
影
響
防
止

系統設計 DB 施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他（飛散物） その他設備 対象外 

関連資料 44-3 配置図，44-4 系統図  

第
６
号

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 44-3 配置図  

第
２
項

第
１
号

常設 SA の容量 
設計基準対象施設の系統および機器を使用するもの 

必要な容量等に対して十分であるもの 
Ｂ 

関連資料 44-6 容量設定根拠  

第
２
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 －  

第
３
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件,自然現象,外部

人為事象,溢水,火災 
（対象外） － 

サポート系要因 別の手段 Ｂｂ 

関連資料 44-3 配置図，44-4 系統図



44-1-8 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 44 条：緊急停止失敗時に発電用原子炉を

未臨界にするための設備 
ほう酸水貯蔵タンク 類型化区分 

第
４
３
条

第
１
項

第
１
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度･環境圧力・湿度／

屋外の天候／放射線／荷重 
原子炉建屋原子炉棟内 Ｂ 

海水 海水を通水しない 対象外 

周辺機器等からの悪影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれ

がない 
－ 

電磁的障害 （電磁波の影響を受けない） － 

関連資料 44-3 配置図  

第
２
号

操作性 操作不要 対象外 

関連資料 －  

第
３
号

試験･検査 

（検査性，系統構成･外部入力） 
容器 Ｃ 

関連資料 44-5 試験検査  

第
４
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 44-4 系統図  

第
５
号

悪
影
響
防
止

系統設計 DB 施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他（飛散物） その他設備 対象外 

関連資料 44-3 配置図，44-4 系統図  

第
６
号

設置場所 操作不要 対象外 

関連資料 －  

第
２
項

第
１
号

常設 SA の容量 
設計基準対象施設の系統および機器を使用するもの 

必要な容量等に対して十分であるもの 
Ｂ 

関連資料 44-6 容量設定根拠  

第
２
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 －  

第
３
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件,自然現象,外部人

為事象,溢水,火災 
（対象外） － 

サポート系要因 別の手段 Ｂｂ 

関連資料 44-3 配置図，44-4 系統図



44-1-9 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 44 条：緊急停止失敗時に発電用原子炉を

未臨界にするための設備 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）手動スイ

ッチ 
類型化区分 

第
４
３
条

第
１
項

第
１
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度･環境圧力・湿度／

屋外の天候／放射線／荷重 
その他の建屋内 Ｃ 

海水 海水を通水しない 対象外 

周辺機器等からの悪影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれ

がない 
－ 

電磁的障害 （電磁波により機能が損なわれない） － 

関連資料 44-3 配置図  

第
２
号

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 44-3 配置図  

第
３
号

試験･検査 

（検査性，系統構成･外部入力） 
計測制御設備 Ｊ 

関連資料 44-5 試験検査  

第
４
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 －  

第
５
号

悪
影
響
防
止

系統設計 DB 施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他（飛散物） その他設備 対象外 

関連資料 44-3 配置図，44-4 系統図  

第
６
号

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 44-3 配置図  

第
２
項

第
１
号

常設 SA の容量 
設計基準対象施設の系統および機器を使用するもの 

必要な容量等に対して十分であるもの 
Ｂ 

関連資料 －  

第
２
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 －  

第
３
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件,自然現象,外部人

為事象,溢水,火災 
屋内 Ａａ 

サポート系要因 別の手段 Ｂｂ 

関連資料 44-3 配置図，44-4 系統図



44-1-10 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 44 条：緊急停止失敗時に発電用原子炉を

未臨界にするための設備 
原子炉再循環ポンプ遮断器手動スイッチ 類型化区分 

第
４
３
条

第
１
項

第
１
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度･環境圧力・湿度／

屋外の天候／放射線／荷重 
その他の建屋内 Ｃ 

海水 海水を通水しない 対象外 

周辺機器等からの悪影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれ

がない 
－ 

電磁的障害 （電磁波により機能が損なわれない） － 

関連資料 44-3 配置図  

第
２
号

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 44-3 配置図  

第
３
号

試験･検査 

（検査性，系統構成･外部入力） 
計測制御設備 Ｊ 

関連資料 44-5 試験検査  

第
４
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 －  

第
５
号

悪
影
響
防
止

系統設計 DB 施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他（飛散物） その他設備 対象外 

関連資料 44-3 配置図，44-4 系統図  

第
６
号

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 44-3 配置図  

第
２
項

第
１
号

常設 SA の容量 
設計基準対象施設の系統および機器を使用するもの 

必要な容量等に対して十分であるもの 
Ｂ 

関連資料 －  

第
２
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 －  

第
３
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件,自然現象,外部人

為事象,溢水,火災 
屋内 Ａａ 

サポート系要因 別の手段 Ｂｂ 

関連資料 44-3 配置図，44-4 系統図



44-1-11 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 44 条：緊急停止失敗時に発電用原子炉を

未臨界にするための設備 
低速度用電源装置遮断器手動スイッチ 類型化区分 

第
４
３
条

第
１
項

第
１
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度･環境圧力・湿度／

屋外の天候／放射線／荷重 
その他の建屋内 Ｃ 

海水 海水を通水しない 対象外 

周辺機器等からの悪影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれ

がない 
－ 

電磁的障害 （電磁波により機能が損なわれない） － 

関連資料 44-3 配置図  

第
２
号

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 44-3 配置図  

第
３
号

試験･検査 

（検査性，系統構成･外部入力） 
計測制御設備 Ｊ 

関連資料 44-5 試験検査  

第
４
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 －  

第
５
号

悪
影
響
防
止

系統設計 DB 施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他（飛散物） その他設備 対象外 

関連資料 44-3 配置図，44-4 系統図  

第
６
号

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 44-3 配置図  

第
２
項

第
１
号

常設 SA の容量 
設計基準対象施設の系統および機器を使用するもの 

必要な容量等に対して十分であるもの 
Ｂ 

関連資料 －  

第
２
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 －  

第
３
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件,自然現象,外部人

為事象,溢水,火災 
屋内 Ａａ 

サポート系要因 別の手段 Ｂｂ 

関連資料 44-3 配置図，44-4 系統図



44-1-12 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 44 条：緊急停止失敗時に発電用原子炉を

未臨界にするための設備 
自動減圧系の起動阻止スイッチ 類型化区分 

第
４
３
条

第
１
項

第
１
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度･環境圧力・湿度／

屋外の天候／放射線／荷重 
その他の建屋内 Ｃ 

海水 海水を通水しない 対象外 

周辺機器等からの悪影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれ

がない 
－ 

電磁的障害 （電磁波により機能が損なわれない） － 

関連資料 44-3 配置図  

第
２
号

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 44-3 配置図  

第
３
号

試験･検査 

（検査性，系統構成･外部入力） 
計測制御設備 Ｊ 

関連資料 44-5 試験検査  

第
４
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 －  

第
５
号

悪
影
響
防
止

系統設計 DB 施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他（飛散物） その他設備 対象外 

関連資料 44-3 配置図，44-4 系統図  

第
６
号

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 44-3 配置図  

第
２
項

第
１
号

常設 SA の容量 
設計基準対象施設の系統および機器を使用するもの 

必要な容量等に対して十分であるもの 
Ｂ 

関連資料 －  

第
２
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 －  

第
３
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件,自然現象,外部人

為事象,溢水,火災 
屋内 Ａａ 

サポート系要因 別の手段 Ｂｂ 

関連資料 44-3 配置図，44-4 系統図



44-2-1 

44-2  単線結線図
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第 44-2-1 図 直流電源単線結線図 
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第 44-2-2 図 交流電源単線結線図 



44-3-1 

44-3  配置図

：設計基準対象施設を示す。

：重大事故等対処設備を示す。



44-3-2

第44-3-1図 ＡＴＷＳ緩和設備（計器）配置図 

（原子炉建屋原子炉棟 3階） 



44-3-3

第44-3-2図 ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能用電磁弁）配置図 

（原子炉建屋原子炉棟 3階） 



44-3-4

第44-3-3図 ほう酸水注入系に係る機器（ポンプ,タンク）の配置図 

（原子炉建屋原子炉棟 5階） 



44-3-5

第44-3-4図 ほう酸水注入系に係る中央制御室操作盤の配置図 

（原子炉建屋付属棟 3階） 



44-3-6

第44-3-5図 ほう酸水注入系に係る機器（弁）の配置図 

（原子炉建屋原子炉棟 5階） 



44-3-7

第 44-3-6 図 ＡＴＷＳ緩和設備（中央制御室）の配置図 

 （原子炉建屋付属棟 3階） 



44-3-8

第44-3-7図 制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御 

ユニットの配置図

（原子炉建屋原子炉棟 3階，格納容器内）



44-3-9

第44-3-8図 自動減圧系の起動阻止スイッチの配置図 

（原子炉建屋原子炉棟 3階）



44-4-1

44-4 系統図



44-4-2
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原子炉水位異常低下（レベル２）Ｂ 

原子炉圧力高Ｃ

原子炉水位異常低下（レベル２）Ｃ

原子炉圧力高Ｄ

原子炉水位異常低下（レベル２）Ｄ

･

･

･

･

･

･

･
･

･

･
･

･

①

③

※

②

④

原子炉再循環ポンプ

（Ａ）電動機

原子炉再循環ポンプ

（Ｂ）電動機

Ｍ／Ｃ ２Ａ 

Ｍ／Ｃ ２Ｂ 

遮断器Ｐ／Ｃ ２Ａ 

Ｐ／Ｃ ２Ｂ 

遮断器

遮断器

遮断器

遮断器

遮断器

遮断器

遮断器

①，※ ③，※

②，※
④，※

①，③，※ 

②，④，※

Ｇ

Ｍ

Ｇ

凡例

：AND 回路

：OR回路 

：低速度用電源装置電動機

：低速度用電源装置発電機

Ｍ

Ｇ

原子炉再循環ポンプ遮断器スイッチ及び低速

度用電源装置遮断器手動スイッチ

第 44-4-2 図 代替原子炉再循環ポンプトリップ機能概略図

原子炉圧力高Ａ

原子炉水位異常低下（レベル２）Ａ

原子炉圧力高Ｂ

Ｍ
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第44-4-3図 ほう酸水注入系 系統概略図 

第44-4-1表 操作対象機器リスト 

No. 機器名称 操作方法 操作箇所 

A系 

1 ほう酸水注入ポンプ（A） 

キー・スイッチ操作 中央制御室 
2 ほう酸水貯蔵タンク出口弁

（A） 

3 ほう酸水注入系爆破弁（A） 

B系 

4 ほう酸水注入ポンプ（B） 

キー・スイッチ操作 中央制御室 
5 ほう酸水貯蔵タンク出口弁

（B） 

6 ほう酸水注入系爆破弁（B） 

攪拌用空気

原子炉
圧力容器

格納容器 原子炉建屋
原子炉棟

ほう酸水注入系ポンプ(A)

ほう酸水注入系
テストタンク

ほう酸水注入系
貯蔵タンク

電気ヒータ

：重大事故等対処設備

：切り替え操作対象弁
(中央制御室から操作可能)  

脱塩水

RO

T

T

電気ヒータ

MO

MO

P

補助油ポンプ

ほう酸水注入系ポンプ(B)

補助油ポンプ

AO

L

：区分Ⅰより電源供給

：区分Ⅱより電源供給

ほう酸水注水系
爆破弁(A)

ほう酸水注水系
貯蔵タンク出口弁(A)

ほう酸水注水系
爆破弁(B)

ほう酸水注水系
貯蔵タンク出口弁(B)
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第 44-4-4 図 自動減圧系，過渡時自動減圧機能作動回路図
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44-5 試験検査

ほう酸水注入系の定期事業者検査対象設備について

は，検査の実績もあることから，定期事業者検査要領

書の表紙，点検計画，関連図面の添付としている。
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原子炉の状態 項目 内容 

停止中 機能・性能検査 校正及び設定値確認 

論理回路確認 

電磁弁の開閉動作確認 

第 44-5-1 図 代替制御棒挿入機能及びＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒 

挿入機能）手動スイッチの試験検査 
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原子炉の状態 項目 内容

停止中 機能・性能検査 校正及び設定値確認

論理回路確認

遮断器の動作確認

第 44-5-2 図 代替原子炉再循環ポンプトリップ機能，原子炉再循環ポ 

ンプ遮断器手動スイッチ及び低速度用電源装置遮断器手

動スイッチの試験検査 
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原子炉の状態 項目 内容 

停止中 機能・性能検査 論理回路確認（自動減

圧系の起動阻止スイ

ッチの機能確認を含

む） 

第 44-5-3 図 自動減圧系の起動阻止スイッチの試験検査 
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ＡＴＷＳ緩和設備の試験に対する考え方について 

1. 概要

重大事故等対処設備の試験・検査については，第四十三条（重大事故等

対処設備）第1項第三号に要求されており，解釈には，第十二条（安全施設）

第4項の解釈に準ずるものと規定されている。 

このうち，ＡＴＷＳ緩和設備については，代替制御棒挿入機能や代替原

子炉再循環ポンプトリップ機能の作動信号を発信する設備であり，運転中

に試験又は検査を実施する場合には，誤操作等によりプラントに外乱を与

える可能性があり，かつ，試験中又は検査中は機能自体が維持できない状

態となるため，停止中（施設定期検査時）に試験又は検査を行う設計とす

る。 

2. 第十二条第4項の要求に対する適合性の整理

第十二条第4項の要求

「安全施設は，その健全性及び能力を確認するため，その安全機能の

重要度に応じ，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができ

るものでなければならない。」 
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第44-5-3表 第十二条第4項の解釈の要求事項 

第十二

条解釈 
要求事項 適合性整理 

7 第4項に規定する「発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができる」と

は，実系統を用いた試験又は検査が不適当

な場合には，試験用のバイパス系を用いる

こと等を許容することを意味する。 

使用前検査及び停止中（施設定期検査

時）は，実系統を用いた試験又は検査

を実施する。 

８－一 発電用原子炉の運転中に待機状態にある

安全施設は，運転中に定期的に試験又は検

査ができること。ただし，運転中の試験又

は検査によって発電用原子炉の運転に大

きな影響を及ぼす場合は，この限りでな

い。また，多重性又は多様性を備えた系統

及び機器にあっては，各々が独立して試験

又は検査ができること。 

使用前検査及び停止中（施設定期検査

時）は，実系統を用いた試験又は検査

を実施する。 

なお，ＡＴＷＳ緩和設備は，代替制御

棒挿入及び代替原子炉再循環ポンプト

リップ信号を発信するため，誤操作等

によりプラントに外乱を与える可能性

がある。 

８－二 運転中における安全保護系の各チャンネ

ルの機能確認試験にあっては，その実施中

においても，その機能自体が維持されてい

ると同時に，原子炉停止系及び非常用炉心

冷却系等の不必要な動作が発生しないこ

と。 

ＡＴＷＳ緩和設備は，多重性を有して

おり，その試験の実施中においても，

機能自体は維持される設計とする。 

但し，誤操作等によりプラントに外乱

を与える可能性があり，運転中に試験

又は検査を行わないため，原子炉緊急

停止系及び非常用炉心冷却系等の不必

要な動作は発生しない。 

８－三 発電用原子炉の停止中に定期的に行う試

験又は検査は，原子炉等規制法及び技術基

準規則に規定される試験又は検査を含む。 

停止中（施設定期検査時）に，定期事

業者検査にて試験又は検査を実施す

る。 

９ 第４項について，下表の左欄に掲げる施設

に対しては右欄に示す要求事項を満たさ

なければならない。 

「安全保護系」 

原則として原子炉の運転中に，定期的に試

験ができるとともに，その健全性及び多重

性の維持を確認するため，各チャンネルが

独立に試験できる設計であること。 

ＡＴＷＳ緩和設備は，重大事故等対処

設備であることから，多重性を有して

いない。 

2. ＡＴＷＳ緩和設備の試験間隔の検討 

  ＡＴＷＳ緩和設備は，安全保護系設備による原子炉緊急停止機能が喪

失したときに期待される設備である。ＡＴＷＳ緩和設備に関する信頼性

評価においては，試験頻度を施設定期検査毎として評価し，ＡＴＷＳが

発生し，かつＡＴＷＳ緩和設備の故障により緩和機能が動作しない状態
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が発生する頻度※は誤動作確率 ／炉年又は，誤不動作の発生頻

度 ／炉年と十分に低いことを確認しており，施設定期検査毎

の試験頻度としても信頼性は十分確保できる。 

※44-9 参考資料参照

以上のことから，ＡＴＷＳ緩和設備は，停止中（施設定期検査時）に

試験を実施することをもって対応するものとする。 
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第 44-5-4 表 東海第二発電所 点検計画 
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原子炉の状態 項目 内容 

停止中 機能・性能検査 スクラム性能の確認

分解検査 制御棒駆動機構，制御

棒駆動系水圧制御ユニ

ット部品の表面状態

を，試験及び目視によ

り確認 

外観検査 制御棒外観 

第 44-5-1 図 制御棒駆動機構 構造図
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原子炉の状態 項目 内容

停止中 機能・性能検査 運転性能の確認

漏えいの確認

ほう酸質量の確認

弁動作試験 弁開閉動作の確認

分解検査 ポンプ部品の表面状態を試験及

び目視により確認

外観検査 タンク外観

運転中 機能・性能検査 運転性能の確認

漏えいの確認

ほう酸質量の確認

第44-5-2図 ほう酸水注入ポンプ 
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第44-5-5表 東海第二発電所 点検計画 
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原子炉の状態 項目 内容 

停止中 機能・性能検査 スクラム性能の確認

分解検査 制御棒駆動機構，制御

棒駆動系水圧制御ユニ

ット部品の表面状態

を，試験及び目視によ

り確認 

外観検査 制御棒外観 

第 44-5-3 図 制御棒構造図 
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原子炉の状態 項目 内容 

停止中 機能・性能検査 スクラム性能の確認

分解検査 制御棒駆動機構，制御

棒駆動系水圧制御ユニ

ット部品の表面状態

を，試験及び目視によ

り確認 

第 44-5-4 図 制御棒駆動系水圧制御ユニット 構造図
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原子炉の状態 項目 内容

停止中 機能・性能検査 運転性能の確認

漏えいの確認

ほう酸質量の確認

弁動作試験 弁開閉動作の確認

分解検査 ポンプ部品の表面状態を試験及

び目視により確認

外観検査 タンク外観

運転中 機能・性能検査 運転性能の確認

漏えいの確認

ほう酸質量の確認

第 44-5-5 図 ほう酸水貯蔵タンク
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攪拌用空気

原子炉
圧力容器

格納容器

ほう酸水注入系ポンプ(A)

ほう酸水注入
テストタンク

ほう酸水
貯蔵タンク

電気ヒータ

：運転性能検査系統

補給水

RO

T

T

電気ヒータ

MO

MO

P

補助油ポンプ

ほう酸水注入系ポンプ(B)

補助油ポンプ

AO

L

：使用時系統

凡 例

：爆破弁

：電動弁

：空気作動弁

：逆止弁

：水位計

：温度計

：圧力計

：流量制限器

：安全弁

MO

AO

L

T

P

RO

原子炉建屋
原子炉棟 ほう酸水注水系

爆破弁(A)

ほう酸水注水系
爆破弁(B)

ほう酸水注水系
貯蔵タンク出口弁(A)

ほう酸水注水系
貯蔵タンク出口弁(B)

：検査対象弁

原子炉
圧力容器

原子炉の状態 項目 内容

停止中 機能・性能検査 運転性能の確認

漏えいの確認

ほう酸質量の確認

弁動作試験 弁開閉動作の確認

分解検査 ポンプ部品の表面状態を試験及

び目視により確認

外観検査 タンク外観

運転中 機能・性能検査 運転性能の確認

漏えいの確認

ほう酸質量の確認

第44-5-6図 ほう酸水注入系運転性能検査系統図 
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44-6 容量設定根拠
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・代替制御棒挿入機能

名称 原子炉圧力高 

保護目的／機能 

運転時の異常な過渡変化時において，原子炉を緊急に停止

することができない事象が発生した場合において，炉心の

著しい損傷を防止し，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び格

納容器の健全性を維持するため，制御棒挿入を行う。 

設 定 値 7.39MPa[gage]以下 

【設定根拠】 

設定値は，次の事項を考慮して決定する。 

（1)スクラム不作動時に作動するシステムであることを考慮し，原子炉圧力

高スクラム設定値（7.25MPa[gage]以下)より高い設定とする。

（2)主蒸気逃がし安全弁からの蒸気によるサプレッション・プールへの負荷

を考慮し，極力低い値で動作させるような設定とする。

＜補足＞ 

 原子炉圧力が上昇し，原子炉圧力高による原子炉スクラムに失敗した場合，

代替制御棒挿入機能により原子炉を未臨界に移行させる。 

7.39MPa[gage] 

7.32MPa[gage] 

7.25MPa[gage] 

原子炉圧力高設定値 

(ＡＲＩ） 

セット値

(ＡＲＩ）

計器誤差 0.07MPa[gage] 

ＡＲＩ ：代替制御棒挿入機能 

セット値 ：実機の計装設備にセットする値

計器誤差 ：検出器などの計器誤差に余裕を

加算したもの 

7.25MPa[gage] 

7.18MPa[gage] 

7.11MPa[gage] 

原子炉圧力高設定値 

(スクラム）

セット値

(スクラム）

計器誤差 0.07MPa[gage] 

計器誤差 0.07MPa[gage] 

計器誤差 0.07MPa[gage] 

第 44－6－1図 原子炉圧力高設定値の概要図 
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名称 原子炉水位異常低下（レベル２） 

保護目的／機能 

運転時の異常な過渡変化時において，原子炉を緊急に停止

することができない事象が発生した場合において，炉心の

著しい損傷を防止し，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び格

納容器の健全性を維持するため，制御棒挿入を行う。 

設 定 値 原子炉圧力容器ゼロレベル※より1,245cm以上 

【設定根拠】 

設定値は，次の事項を考慮して決定する。 

原子炉水位低（レベル３）スクラム発生時の制御棒挿入失敗時において，事

象緩和に有効な値として原子炉水位異常低下（レベル２）を設定値とする。

注記※：原子炉圧力容器ゼロレベルは，原子炉圧力容器基準点を示す。 

＜補足＞ 

原子炉水位が低下して，原子炉水位低（レベル３）による原子炉スクラムに

失敗した場合，代替制御棒挿入機能により原子炉を未臨界に移行させる。 

1,386cm 

1,378cm 

1,370cm 

原子炉水位異常低下（レベル 2） 

(ＡＲＩ） 

セット値

(ＡＲＩ）

計器誤差 8cm 

ＡＲＩ ：代替制御棒挿入機能 

セット値 ：実機の計装設備にセットする値

計器誤差 ：検出器などの計器誤差に余裕を

加算したもの 

1,249cm 

1,245cm 

原子炉水位低（レベル 3） 

(スクラム）

セット値

(スクラム）
計器誤差 8cm 

計器誤差 4cm 

計器誤差 4cm 

第 44－6－2 図 原子炉水位異常低下（レベル２）設定値の概要図 

1,253cm 



44-6-4 

・代替原子炉再循環ポンプトリップ機能 

名称 原子炉圧力高 

保護目的／機能 

運転時の異常な過渡変化時において，原子炉を緊急に停止

することができない事象が発生した場合において，炉心の

著しい損傷を防止し，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び格

納容器の健全性を維持するため，原子炉再循環ポンプトリ

ップを行う。 

設 定 値 7.39MPa[gage]以下 

【設定根拠】 

 設定値は，次の事項を考慮して決定する。 

（1）スクラム不作動時に作動するシステムであることを考慮し，原子炉圧力

高スクラム設定値（7.25MPa[gage]以下）より高い設定とする。 

（2）主蒸気逃がし安全弁からの蒸気によるサプレッション・プールへの負荷

を考慮し，極力低い値で動作させるような設定とする。 

＜補足＞ 

 原子炉圧力が上昇し，原子炉圧力高による原子炉スクラムに失敗した場合，

代替原子炉再循環ポンプトリップ機能により原子炉出力を低下させる。

7.39MPa[gage] 

7.32MPa[gage] 

7.25MPa[gage] 

原子炉圧力高設定値 

(ＡＴＷＳ－ＲＰＴ) 

セット値 

(ＡＴＷＳ－ＲＰＴ) 

計器誤差 0.07MPa[gage] 

ＡＴＷＳ－ＲＰＴ：代替再循環ポンプトリップ機能 

セット値 ：実機の計装設備にセットする値 

計器誤差 ：検出器などの計器誤差に余裕を 

加算したもの 

7.25MPa[gage] 

7.18MPa[gage] 

7.11MPa[gage] 

原子炉圧力高設定値 

(スクラム) 

セット値 

(スクラム) 

計器誤差 0.07MPa[gage] 

計器誤差 0.07MPa[gage] 

計器誤差 0.07MPa[gage] 

第 44－6－3 図 原子炉圧力高設定値の概要図 
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名称 原子炉水位異常低下（レベル２） 

保護目的／機能 

運転時の異常な過渡変化時において，原子炉を緊急に停止

することができない事象が発生した場合において，炉心の

著しい損傷を防止し，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び格

納容器の健全性を維持するため，原子炉再循環ポンプトリ

ップを行う。 

設 定 値 原子炉圧力容器ゼロレベル※より1,245cm以上 

【設定根拠】 

設定値は，次の事項を考慮して決定する。 

原子炉水位低（レベル3）スクラム発生時の制御棒挿入失敗時において，事象

緩和に有効な値として原子炉水位異常低下（レベル2）を設定値とする。 

注記※：原子炉圧力容器ゼロレベルは，原子炉圧力容器基準点を示す。 

＜補足＞ 

原子炉水位が低下して，原子炉水位低（レベル２）による原子炉スクラムに

失敗した場合，代替原子炉再循環ポンプトリップ機能により原子炉出力を低下

させる。

1,386cm 

1,378cm 

1,370cm 

セット値

(ＡＴＷＳ－ＲＰＴ)

計器誤差 8cm 

ＡＴＷＳ－ＲＰＴ ：代替再循環ポンプトリップ機能 

セット値 ：実機の計装設備にセットする値

計器誤差 ：検出器などの計器誤差に余裕を

加算したもの 

1,249cm 

1,245cm 

セット値

(スクラム)
計器誤差 8cm 

計器誤差 4cm 

計器誤差 4cm 

第 44－6－4 図 原子炉水位異常低下（レベル２）設定値の概要図 

1,253cm 

原子炉水位異常低下（レベル 2） 

(ＡＴＷＳ－ＲＰＴ) 

原子炉水位低（レベル 3） 

(スクラム)
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・制御棒駆動系水圧制御ユニット

名 称 制御棒駆動系水圧制御ユニット アキュムレータ 

容量  /個 18 

最高使用圧力 MPa[gage] 12.06 

最高使用温度 ℃ 66 

【設定根拠】 

 水圧制御ユニットアキュムレータは，制御棒駆動機構のスクラム時の駆動源

として，加圧された駆動水を共有するための設備として設置し，容量として，

スクラム時，制御棒を炉心内に挿入するために制御棒駆動機構が全ストローク

スクラム可能なアキュムレータ水容量を確保する設計とする。

制御棒駆動系水圧制御ユニットは185個設置する。

1. 容量の設定根拠

設計基準対象施設として設置する制御棒駆動水圧設備アキュムレータ容量

は，制御棒駆動機構が全ストロークスクラム可能な容量として下記を考慮す

る。 

全ストロークスクラムに必要な容量 

＝（挿入有効断面積）×（全挿入までのストローク） 

＝（26.2×365.8）／1000 

＝9.58≒10 

ここで，挿入有効断面積    ：26.2cm2

全挿入までのストローク：365.8cm 

制御棒駆動水圧設備アキュムレータ容量は，上記全ストロークスクラムに

必要な容量 10 /個に余裕を見込み，これを上回る容量として，18 /個とする。

重大事故等時に使用する制御棒駆動水圧設備アキュムレータ容量は，設計

基準対象施設として使用する場合と同様の使用方法であることから，設計基

準対象施設と同仕様として，18 /個とする。 

2. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用する当該アキュムレータの最高使用圧力は，
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主配管「駆動水ポンプ吐出管」の最高使用圧力に合わせ，12.06MPa とする。

当該アキュムレータを重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計

基準対象施設として使用する場合と同様の使用方法であることから，設計基

準対象施設と同仕様として，12.06MPa とする。 

3. 最高使用温度の設定根拠

設計基準施設として使用する当該アキュムレータの最高使用温度は，主配

管「駆動水ポンプ吐出管」の最高使用温度に合わせ，66℃とする。 

 当該アキュムレータを重大事故等時において使用する場合の温度は，設計

基準対象施設として使用する場合と同様の使用方法であることから，設計基

準対象施設と同仕様として，66℃とする。 
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・ほう酸水注入ポンプ

名 称 ほう酸水注入ポンプ 

容量 m３/h 9.36（注１），9.78（注２） 

全揚程 

（吐出圧力）

m 

（MPa[gage]）

約870 

(8.50) 

最高使用圧力 MPa[gage] 吸込側1.04／吐出側9.66 

最高使用温度 ℃ 66 

原動機出力 kW／個 37 

機器仕様に関する注記 注１：要求値を示す 

注２：公称値を示す 

【設定根拠】 

 ほう酸水注入ポンプは，運転時の異常な過渡変化発生後，原子炉停止機能 

が喪失した場合に，炉心へのほう酸水注入によって原子炉を停止するための設

備として設置する。 

ほう酸水注入系ポンプは2個（内1個予備）設置する。 

1. 容量

 設計基準事故対象設備として使用するほう酸水注入系ポンプの容量は，

原子炉圧力容器の通常水位までの炉水量を基準として，炉水中のボロン濃

度変化が約 8～20ppm/min の範囲内にあるものとし，この許容注入速度範囲

を維持する必要がある。各ポンプ容量は，タンク液位に関係なく，50 分以

上 125 分以内でタンクの有効容積を原子炉に注入する必要があることか

ら，9.36m3/h を上回るものとし，9.78m3/h とする。 

 ほう酸水注入系ポンプを重大事故等時において使用する場合の容量は，

設計基準事故対処設備と同様の使用方法であるため，9.78m3/hとする。 
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2. 全揚程 

設計基準事故対処設備として使用するほう酸水注入系ポンプの吐出圧力

は，0Pa からほう酸水注入系を必要とする最大運転圧力にいたるまでの全

圧力範囲で原子炉に定格流量を注入できるものとする。すなわち，原子炉

圧力容器内の圧力が逃し安全弁の安全弁機能の第一段圧力である 7.78MPa

の時にも注入できるよう，8.50MPa とする。 

   ほう酸水注入系ポンプを重大事故等時において使用する場合の吐出圧力

は，設計基準事故対処設備と同様の使用方法であるため，8.50MPa とする。

3. 最高使用圧力 

   設計基準事故対処設備として使用するほう酸水注入系ポンプの最高使用

圧力は，ほう酸水注入ポンプの吐出圧力を上回る圧力とし，9.66MPa とす

る。 

   ほう酸水注入系ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，

設計基準事故対処設備と同様の使用方法であるため，設計基準事故対処設

備と同設計条件で設計し，9.66MPa とする。 

4. 最高使用温度 

   設計基準対象施設として使用するほう酸水注入系ポンプの最高使用温度

は，ほう酸水注入系貯蔵タンクの最高使用温度と同じ 66℃とする。 

   ほう酸水注入ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は，ほ

う酸水注入系貯蔵タンクの重大事故時における使用温度と同じ 66℃とす

る。 

5. 原動機出力 

設計基準事故対処設備として使用するほう酸水注入系ポンプの原動機出力

は，下記の式を用いて，容量及び吐出圧力を考慮して決定する。

ｐＱ
60

10
Ｐu＝

3
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100
Ｐ

Ｐu
η＝

100／η60

ｐＱ10
Ｐ＝

3

（引用文献：日本工業規格 ＪＩＳ Ｂ ８３１１(2002)「往復ポンプ－試験方法」） 

Ｐ ：軸動力（kW） 

Ｐu ：水動力（kW） 

Ｑ ：容量（m3/min） ＝0.163 (163 /min) 

ｐ ：吐出圧力（MPa） ＝8.5 

η ：ポンプ効率（％） 

η＝ηm×ηg×ηv×10-4  ＝69.9 ≒69 

ηm：ポンプ機械効率（％） ＝85 

ηg：減速機効率（％）  ＝91.5 

ηv：ポンプ容積効率（％） ＝90 

34kW≒＝33.5
100／6960

8.50.16310
Ｐ＝

3

上記から，ほう酸水注入系ポンプの原動機出力は，軸動力を上回る出力とし，37kW

とする。 

ほう酸水注入系ポンプを重大事故等時において使用する場合の原動機出

力は，設計基準事故対処設備と同様の使用方法であるため，設計基準事故

対処設備として使用する場合の原動機出力と変わらない。 

以上より，設計基準事故対処設備と同設計条件で設計し，37kW/個とする。
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・ほう酸水注入系貯蔵タンク 

名  称 ほう酸水貯蔵タンク 

容量 m３/基 16.4（注１），19.5（注２） 

最高使用圧力 MPa[gage] 静水頭 

最高使用温度 ℃ 66 

機器仕様に関する注記 注１：要求値を示す 注２：公称値を示す 

【設定根拠】 

 ほう酸水貯蔵タンクは，制御棒の挿入不能の場合に原子炉に注入するほう酸

水を貯蔵するために設置する。 

 ほう酸水注入ポンプは1基設置する。 

1. 容量の設定根拠 

  設計基準対象施設として使用するほう酸水貯蔵タンクの容量（設計確認値）は，ほう

酸水の最小貯蔵量 15.4m3＊を上回る容量として，タンク内有効容積 15.4m3とタンク内無

効容積 1.0m3を考慮し，16.4m3とする。また，容量（公称値）については，容量（設計

確認値）を上回るものとして，19.5 m3とする。 

ほう酸水貯蔵タンクを重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準対象施

設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，16.4m3（設計確

認値）と 19.5m3（公称値）とする。 

注記＊：ほう酸水の貯蔵量について 

ほう酸水の貯蔵量は，ほう酸水を注入して原子炉を低温停止に至らせ，その状

態を余裕を持って維持するのに必要な冷却材中のボロン濃度を考慮する。 

必要ボロン濃度は，停止余裕を 0.05 以上にするのに必要なボロン濃度 600ppm

に，不完全混合に対する余裕等をとって 1000ppm とする。 

ここで，必要ボロン濃度に対するボロン量は，原子炉冷却材水量が 416×103kg

であるため， 

416×103×1000×10-6＝416kg 

となる。そしてボロン含有率を 18.31wt％として，五ほう酸ナトリウムの量に

換算すると，必要五ほう酸ナトリウム量は，

必要五ほう酸ナトリウム量＝
18.31

100
416

    ＝2271.98≒2272 kg となる。 



44-6-12

また，五ほう酸ナトリウムの設計飽和温度 15℃における溶解度は 13.4wt％で，

溶液の比重約 1.1 である。したがって，ほう酸水の貯蔵量は，

貯蔵量＝
)密度(kg/m和溶解度五ほう酸ナトリウム飽

ム量(kg)必要五ほう酸ナトリウ
3

＝
3101.10.134

2227

 ＝15.4m3

上記から，ほう酸水の貯蔵量は15.4m3（最小）とする。 

2. 最高使用圧力の設定根拠

 設計基準対象施設として使用するほう酸水注入系貯蔵タンクの最高使用

圧力は，ほう酸水注入系貯蔵タンクが大気開放であることから，静水頭圧

とする。

 ほう酸水注入系貯蔵タンクを重大事故等時において使用する場合の圧力

は，ほう酸水注入系貯蔵タンクが大気開放であることから，設計基準対象

施設と同設計条件で設計し，静水頭圧とする。

3. 最高使用温度の設定根拠

 設計基準対象施設として使用するほう酸水注入系貯蔵タンクの最高使用

温度は，ほう酸の析出防止のため保温用電気ヒータによりほう酸水を 27±

3℃に維持しているため，これを上回る 66℃とする。

 ほう酸水注入系貯蔵タンクを重大事故等時において使用する場合の温度

は，設計基準対象施設と同設計条件で設計し，66℃とする。 
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44-7 その他設備
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以下に，原子炉を未臨界に移行するための自主対策設備の概要を示す。 

緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするために寄与する自主対策設備

は以下のとおりである。 

  （1）手動スクラム・スイッチ 

手動スクラム・スイッチを操作することで，制御棒のスクラム動作

が可能であることから，手動スクラム・スイッチを整備している。 

（2）原子炉モード・スイッチ 

原子炉モード・スイッチを操作することで，制御棒のスクラム動作

が可能であることから，原子炉モード・スイッチを整備している。 

  （3）スクラム・パイロット弁継電器用ヒューズ 

安全保護系盤に設置してあるスクラム・パイロット弁継電器用ヒュ

ーズを引き抜くことでスクラム・パイロット弁電磁コイルの電源を遮

断し，制御棒のスクラム動作が可能であることから，スクラム・パイ

ロット弁継電器用ヒューズを整備している。 
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第44-7-1図 配置図（自主対策設備） 

（原子炉建屋付属棟 3階） 
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（4）計器用空気系配管・弁

全制御棒全挿入完了までには時間を要するものの，現場に設置して

ある計器用空気系配管内の計器用空気を排出し，スクラム弁ダイアフ

ラムの空気圧がなくなりスクラム弁を開とすることが可能であるこ

とから，計装用空気配管・弁を整備している。 

（5）スクラム個別スイッチ

スクラム個別スイッチは，現場での操作であり，全制御棒全挿入完

了までには時間を要するが，スクラム個別スイッチを操作することで

制御棒のスクラム動作が可能であり，制御棒を挿入する手段として有

効であることからスクラム個別スイッチを整備している。 
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第44-7-2図 配置図（自主対策設備） 

（原子炉建屋原子炉棟 3階） 
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（6）制御棒手動操作系，制御棒駆動系，選択制御棒挿入機構

 制御棒駆動系は，原子炉圧力容器下部の制御棒駆動機構ハウジン

グ内に据え付けられており，手動スクラム・スイッチ，原子炉モー

ド・スイッチ又はスクラム・パイロット弁継電器用ヒューズの操作

完了までの間，若しくはこれらの操作が実施できない場合に，制御

棒を挿入する手段として整備している。 

 制御棒挿入及び引き抜きの概要について，第44-7-4図に示す。 

選択制御棒挿入機構は，低炉心流量高出力領域に入った場合に出

力を制御し，安定性の余裕を確保するために，あらかじめ選択され

た制御棒を自動的に挿入する機能である。本機能は手動挿入操作が

可能であり，制御棒を挿入する手段として整備している。 
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第44-7-3図 制御棒駆動機構 概要図 
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第44-7-4図 原子炉緊急停止系及び制御棒駆動系水圧制御ユニット 

概要図 
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第44-7-5図 選択制御棒挿入機構配置図（自主設備） 

（原子炉建屋付属棟 3階） 
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第 44-7-6 図 選択制御棒挿入機構配置図（自主設備） 

（原子炉建屋原子炉棟 4階） 
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第 44-7-7 図 選択制御棒挿入機構論理回路図（自主設備）

Ａ１トリップ 

論理回路 

Ａ系手動挿入 

選択制御棒

挿入 

Ａ２トリップ 

論理回路 

Ｂ１トリップ 

論理回路 

Ｂ系手動挿入 

Ｂ２トリップ 

論理回路 

：ＯＲ回路

：ＡＮＤ回路

凡例
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（7） 給水系，原子炉給水制御系

 給水系，給水制御系による原子炉への給水量の調整により，原子

炉水位を低下でき，原子炉の出力抑制を行えることから，給水系，

原子炉給水制御系を整備している。 

タービン駆動原子炉給水ポンプの原子炉への給水流量制御は，タ

ービン回転数を制御することにより行う。 

 電動駆動原子炉給水ポンプの原子炉への給水流量制御は，ポンプ

出口側に設置している流量調節弁の開度を制御することにより行

う。 

第44-7-8図 配置図（自主対策設備） 

（タービン建屋2階）
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第44-7-9図 配置図（自主対策設備） 

（タービン建屋 1階）
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第44-7-10図 配置図（自主対策設備） 

（原子炉建屋付属棟 3階） 
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44-8  ＡＴＷＳ緩和設備について
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1. 概要

本資料は，運転時の異常な過渡変化時における原子炉を緊急に停止す

ることができない事象（ＡＴＷＳ）が発生するおそれがある場合又は当

該事象が発生した場合において，炉心の著しい損傷を防止するため，原

子炉冷却材圧力バウンダリ及び格納容器の健全性を維持するとともに，

原子炉を未臨界に移行するために必要な設備について説明する。 

2. 基本方針

ＡＴＷＳが発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合に

おいて，自動又は手動により代替制御棒挿入機能にて制御棒を自動挿入

させることにより原子炉を未臨界に移行させるとともに，原子炉再循環

ポンプを自動又は手動で停止させる代替原子炉再循環ポンプトリップ機

能にて，原子炉出力を抑制し，原子炉圧力の上昇を緩和することで，原

子炉冷却材圧力バウンダリ及び格納容器の健全性を維持し，炉心の著し

い損傷を防止するための設備（以下「ＡＴＷＳ緩和設備」という。）を

設置する。 

また，ＡＴＷＳ緩和設備のうち，代替制御棒挿入機能による制御棒挿

入が失敗した場合には，手動でほう酸水注入系（ＳＬＣ）を起動し，反

応度を制御するために十分な量のほう酸水を原子炉に注入することで原

子炉を未臨界に移行させる。 

3. ＡＴＷＳ緩和設備の設計方針

ＡＴＷＳ緩和設備の設計方針を以下に示す。

（1）環境条件

ＡＴＷＳ緩和設備は，中央制御室，原子炉建屋付属棟及び原子炉建

屋原子炉棟内に設置される設備であることから，その機能を期待され
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る重大事故等時における中央制御室，原子炉建屋付属棟及び原子炉建

屋原子炉棟内の環境条件（温度・圧力・湿度・放射線，屋外の天候に

よる影響，海水通水の影響，地震，竜巻，風（台風）・積雪・火山の

影響及び電磁的障害）を考慮し，その機能を有効に発揮できる設計と

する。 

（2）操作性

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，原子炉圧力高及び原

子炉水位異常低下（レベル２）の検出器を多重化し，2チャンネルを設

け，チャンネル毎に原子炉圧力高論理を「mixed 1 out of 2」論理及

び原子炉水位異常低下（レベル２）を「mixed 1 out of 2」論理で自

動的に作動する設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は，原

子炉圧力高及び原子炉水位異常低下（レベル２）の検出器を多重化し，

二重の「mixed 1 out of 2」論理で自動的に作動する設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備の手動スイッチは，中央制御室のスイッチでの操

作が可能な設計とする。 

（3）悪影響防止

ＡＴＷＳ緩和設備の代替制御棒挿入機能は，検出器から代替制御棒

挿入機能用電磁弁まで，原子炉緊急停止系の検出器からスクラム・パ

イロット弁に対して独立した構成とし，配線用遮断器及びヒューズで

電気的に分離することで，原子炉緊急停止系に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は，検

出器から原子炉再循環ポンプ遮断器及び低速度用電源装置遮断器まで，
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原子炉緊急停止系の検出器からスクラム・パイロット弁に対して独立

した構成とし，配線用遮断器及びヒューズで電気的に分離することで，

原子炉緊急停止系に悪影響を及ぼさない設計する。 

また，原子炉緊急停止系の電源と電気的に分離することで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

原子炉緊急停止系とＡＴＷＳ緩和設備の論理回路の電源は，配線用

遮断器又はヒューズによる電気的な分離をすることで，原子炉緊急停

止系に悪影響を与えない設計とする。 

（4）耐震性

ＡＴＷＳ緩和設備は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，必要

な機能を維持する設計とする。 

（5）多様性

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）の論理回路を使用した自

動による制御棒挿入は，手動による原子炉緊急停止系に対して多様性

を有する設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）手動スイッチを使用した

手動による制御棒挿入は，自動による原子炉緊急停止系に対して多様

性を有する設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）の論理

回路を使用した自動による原子炉出力抑制は，手動による原子炉緊急

停止系に対して多様性を有する設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備は，多重化された原子炉緊急停止系の制御盤とは

位置的分散を図ることで，地震，火災，溢水の主要な共通要因故障に

よって同時に機能を損なわれない設計とする。 



44-8-5

代替制御棒挿入機能と原子炉緊急停止系の論理回路の電源は，配線

用遮断器又はヒューズによる電気的な分離をすることで原子炉緊急停

止系と同時に機能が損なわれない設計とする。 

4. ほう酸水注入系【重大事故等対処設備】

ほう酸水注入系より，反応度を制御するために十分な量のほう酸水を

原子炉に注入することで原子炉を未臨界にする。 

ほう酸水注入系には2台のほう酸水注入系ポンプが設置され，このうち

1台のポンプを手動起動することにより，ほう酸水注入系貯蔵タンクのほ

う酸水をほう酸水注入ノズルより炉心に注入する。 

ほう酸水注入系は，想定する重大事故等（ＡＴＷＳ）が発生した場合

における原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を考慮した設計とする。操作

は中央制御室から可能な設計とする。 

ほう酸水注入系は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，必要な機

能を維持するものとする。 

5. ＡＴＷＳ緩和設備の不具合による安全保護系への影響防止対策

原子炉緊急停止系と代替制御棒挿入機能の論理回路は第44-8-1図のと

おり，検出器から論理回路まで，原子炉緊急停止系とＡＴＷＳ緩和設備

は独立した構成とし，原子炉緊急停止系に悪影響を与えない設計とする。

また，電源についても配線用遮断器又はヒューズによる電気的な分離を

することで，原子炉緊急停止系に悪影響を与えない設計とする。 

第44-8-2図のとおり原子炉緊急停止系の作動電磁弁と独立した構成と

し，悪影響を与えない設計とする。 

原子炉緊急停止系及び代替制御棒挿入機能（ＡＲＩ）用の作動電磁弁

は，第44-8-3図のとおり位置的分散を考慮した構成とする。 
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第44-8-1図 原子炉緊急停止系及びＡＴＷＳ緩和設備論理回路図 

原子炉圧力高Ａ

原子炉水位低（レベル３）Ａ

原子炉圧力高Ａ

原子 炉 水位 異 常 低下 （ レベ ル ２） Ａ

原子炉スクラム

原子炉圧力高Ｃ

原子炉水位低（レベル３）Ｃ

原子炉圧力高Ｂ

原子炉水位低（レベル３）Ｂ

原子炉圧力高Ｄ

原子炉水位低（レベル３）Ｄ

原子炉圧力高Ｃ

原子 炉 水位 異 常 低下 （ レベ ル ２） Ｃ

原子炉圧力高Ｂ

原子 炉 水位 異 常 低下 （ レベ ル ２） Ｂ

原子炉圧力高Ｄ

原子 炉 水位 異 常 低下 （ レベ ル ２） Ｄ

代替制御棒

挿入機能

代替原子炉再循環

ポンプトリップ機能：ＯＲ回路

：ＡＮＤ回路

凡例

原子炉緊急停止系論理回路

ＡＴＷＳ緩和設備論理回路 

原子炉再循環ポンプ及び低速度

用電源装置停止操作（手動操作）



4
4
-
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-
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第 44-8-2 図 代替制御棒挿入機能用電磁弁及びスクラム電磁弁の分離について 
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第44-8-3図 代替制御棒挿入機能用電磁弁及びスクラム電磁弁の設置場所 

（原子炉建屋原子炉棟 3階） 
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6．共通要因による影響防止対策 

ＡＴＷＳ緩和設備のプロセス計装盤は，共通要因によって安全保護系盤

と同時に機能が損なわれないよう以下の措置を講じる設計とする。 

・ＡＴＷＳ緩和設備論理回路及び原子炉緊急停止系の論理回路は，金

属製筐体の異なる制御盤に収納するとともに，位置的分散を図り，

火災により同時に機能が損なわれることがない設計とする。

・ＡＴＷＳ緩和設備のプロセス計装盤及び安全保護系の制御盤は，耐

震性を有した設計とし，地震により同時に機能が損なわれることが

ない設計とする。

・ＡＴＷＳ緩和設備論理回路及び原子炉緊急停止系の論理回路は，溢

水源のない中央制御室に設置し，溢水により同時に機能が損なわれ

ることがない設計とする。
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第44-8-4図 プロセス計装盤及び安全保護系盤の設置場所 



44-9-1 

44-9  ＡＴＷＳ緩和設備に関する健全性について
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1. 設計方針

（1）設置目的

ＡＴＷＳ緩和設備は，ＡＴＷＳが発生するおそれがある場合又は当

該事象が発生した場合に，炉心の著しい損傷を防止し，原子炉冷却材

圧力バウンダリ及び格納容器の健全性を維持するとともに，原子炉を

未臨界に移行させることを目的とする。 

（2）ＡＴＷＳの発生要因

ＡＴＷＳの発生要因としては，安全保護系（原子炉緊急停止系）の

故障により, 原子炉緊急停止系作動回路によるトリップ信号が発信せ

ず，原子炉スクラムに失敗することを想定する。 

（3）ＡＴＷＳ緩和設備に要求される機能

ＡＴＷＳ緩和設備には，①原子炉を未臨界に移行する,②原子炉の過

圧を防止することが求められており，「実用発電用原子炉及びその附

属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈」の第四十四

条2（1）に従い，以下の機能を設ける設計とする。

a）代替制御棒挿入機能

検出器信号から最終的な作動装置の入力までを原子炉緊急停止

系から独立した回路にて，制御棒を挿入させる。本設備により，原

子炉緊急停止系の故障によるＡＴＷＳ事象発生時にも原子炉を未

臨界に移行させる。 

b）代替原子炉再循環ポンプトリップ機能

検出器信号から最終的な作動装置の入力までを原子炉緊急停止

系から独立した回路にて，原子炉再循環ポンプを自動で停止させる。
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本設備により，急速に負の反応度が投入されるため，原子炉出力を

抑制し，原子炉圧力の上昇を緩和する。 

また，ＡＴＷＳ緩和設備のうち，代替制御棒挿入機能による制御棒

挿入が失敗した場合に，ほう酸水を原子炉に注入することで原子炉を

未臨界に移行させるためのほう酸水注入系を第四十四条2（1）に従い

設けている。 

c）ほう酸水注入系

代替制御棒挿入機能による制御棒挿入が失敗した場合に，手動で

ほう酸水注入設備を起動し，反応度を制御するために十分な量のほ

う酸水を原子炉に注入することで，原子炉を未臨界に移行させる。 

（4）ＡＴＷＳ緩和設備の作動論理回路

主蒸気隔離弁の閉止等により原子炉圧力が上昇すると正の反応度印

加により原子炉出力が上昇するため，原子炉スクラムが必要になる。

また，給水喪失等により原子炉水位が低下する場合にも，原子炉水位

低下を抑制するために原子炉スクラムが必要になる。 

このため，ＡＴＷＳ発生時には原子炉圧力の上昇又は原子炉水位の

低下を検知することによりＡＴＷＳ緩和設備を作動させるものとする。 

ＡＴＷＳ緩和設備の作動論理回路としては，運転中の検出器故障に

よる不動作を考慮してＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，

原子炉圧力高及び原子炉水位異常低下（レベル２）の検出器各4個，論

理回路2チャンネルで構成し，論理回路の各チャンネルは原子炉圧力高

の「1 out of 2 twice」論理，又は原子炉水位異常低下（レベル２）

の「1 out of 2 twice」論理の成立で自動的に作動する設計とする。 
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ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は，原

子炉圧力高及び原子炉水位異常低下（レベル２）の検出器各4個，論理

回路4チャンネルで構成し，論理回路の各チャンネルは原子炉圧力高の

「1 out of 2 twice」論理，又は原子炉水位異常低下（レベル２）の

「1 out of 2 twice」論理の成立で自動的に作動する設計とする。 

代替制御棒挿入機能については，中央制御室の制御盤で作動させる

ことが可能な設計とする。 

（5）ＡＴＷＳ緩和設備の不具合による安全保護系への影響防止対策

ＡＴＷＳ緩和設備故障による安全保護系の誤動作を防止するため,

以下の対策を考慮した設計とする。 

a. ＡＴＷＳ緩和設備の内部構成を多重化し，単一故障により誤動作

しない設計とする。

b. ＡＴＷＳ緩和設備は論理成立時に作動信号を励磁出力する設計

とし，駆動源である電源の喪失が生じた場合に誤信号を発信しな

い設計とする。また，ＡＴＷＳ緩和設備が電源喪失した場合は，

中央制御室に警報を発信させることにより，故障を早期に把握し，

復旧対応を行うことが可能な設計とする。

c. ＡＴＷＳ緩和設備は，安全保護系に対して電気的，物理的分離を

図ることにより，不具合の波及を防止する設計とする。

（6）ＡＴＷＳ緩和設備の信頼性評価

ＡＴＷＳ緩和設備の信頼性評価結果として，プラント稼働性に影響

を与えるような誤動作率，及び不動作となる発生頻度を第44-9-1表に

示す。第44-9-1表より，本設備の誤動作によりプラント外乱が発生す

る頻度及び不動作の発生頻度も十分小さいことから，高い信頼性を有
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している。 

なお，誤動作率，不動作の発生頻度の評価の詳細は，参考資料に示

す。 

第44-9-1表 ＡＴＷＳ緩和設備の信頼性評価結果 

ＡＴＷＳ緩和設備 

誤動作率 ／炉年 ※1 

不動作の発生頻度 ／炉年 ※2 

※1：代替制御棒挿入機能，代替原子炉再循環ポンプトリップ機能のい

ずれかが誤動作する頻度 

※2：ＡＴＷＳが発生し，かつＡＴＷＳ緩和機能が不動作である事象が

発生する頻度 

2. 設備概要

（1）機器仕様

ａ．ＡＴＷＳ緩和設備 

取付箇所:中央制御室 

設備概要:原子炉緊急停止系に対し，多様性を備えた設備として設置す

るものであり，原子炉緊急停止機能喪失時に原子炉出力を抑

制するための設備の作動信号を発信する設備である。ＡＴＷ

Ｓ緩和設備の機能は以下のとおり。 

①原子炉圧力高による代替制御棒挿入機能

②原子炉水位異常低下（レベル2）による代替制御棒挿入機能

③原子炉圧力高による代替原子炉再循環ポンプトリップ機能

④原子炉水位異常低下（レベル2）による代替原子炉再循環ポンプ

トリップ機能

⑤手動操作による代替制御棒挿入機能
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ｂ．ＡＴＷＳ緩和設備作動信号 

作動に要する信号一覧 

要素 論理回路 

原子炉圧力高 
1 out of 2 twice

原子炉水位異常低下（レベル2） 

設定値一覧 

要素 設定値 作動信号 

原子炉圧力高 
7.39MPa[gage]

以下 
・代替制御棒挿入信号

・代替原子炉再循環ポンプ

トリップ信号
原子炉水位異常低下

（レベル2）
1,245cm以上※1

※1：原子炉圧力容器ゼロレベルは，原子炉圧力容器基準点を示す。

（2）設定根拠

ＡＴＷＳ緩和設備作動信号の設定値は以下の事項を考慮して決定す

る。 

【代替制御棒挿入機能（ＡＲＩ）】 

○原子炉圧力高

・スクラム不作動時に作動するシステムであることを考慮し，原子

炉圧力高スクラム設定値（7.25MPa[gage]以下）より高い設定と

する。

・主蒸気逃がし安全弁からの蒸気によるサプレッション・プールへ
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の負荷を考慮し，極力低い値で動作させるような設定とする。 

○原子炉水位異常低下（レベル2）

・原子炉水位低（レベル3）スクラム発生時の制御棒挿入失敗時に

おいて，事象緩和に有効な値として原子炉水位異常低下（レベル

2）を設定値とする。

なお,重大事故等時の有効性評価「原子炉停止機能喪失」において，

主蒸気隔離弁の誤閉止+スクラム失敗+ＡＲＩ不作動を仮定した評価

を実施している。ＡＲＩ機能を仮定した場合，主蒸気隔離弁の誤閉止

により原子炉圧力が上昇することで，ＡＲＩが作動するため，事象発

生後1分程度で原子炉を未臨界へ移行させる※。（ＳＬＣ注入は事象

発生から約9分後であり，それよりも十分早く未臨界状態へ移行させ

る） 

※44-9 参考資料2参照

【代替原子炉再循環ポンプトリップ機能】

○原子炉圧力高

・スクラム不作動時に作動するシステムであることを考慮し原子炉

圧力高スクラム設定値（7.25MPa[gage]以下）より高い設定とする。 

・主蒸気逃がし安全弁からの蒸気によるサプレッション・プールへの

負荷を考慮し，極力低い値で動作させるような設定とする。

なお，重大事故等時の有効性評価「原子炉停止機能喪失」において，

主蒸気隔離弁の誤閉止+スクラム失敗+ＡＲＩ不作動を仮定した評価を

実施している。本設定値で原子炉再循環ポンプ2台がトリップすれば，
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原子炉圧力のピークが圧力容器設計圧力の1.2倍（10.35MPa[gage]）を

超えないことを確認している。 

○原子炉水位異常低下（レベル2）

・原子炉水位低（レベル3）スクラム発生時の制御棒挿入失敗時にお

いて，事象緩和に有効な値として原子炉水位異常低下（レベル2）

を設定値とする。

なお，重大事故等時の有効性評価「原子炉停止機能喪失」においては，

上記の原子炉再循環ポンプトリップの設定値（原子炉圧力高又は原子炉

水位異常低下（レベル2）で動作することで，高圧炉心スプレイ系又は

原子炉隔離時冷却系を用いた原子炉水位の維持，ほう酸水注入系を用い

た炉心へのほう酸水の注入，残留熱除去系を用いたサプレッション・プ

ール水の除熱を実施することにより，炉心損傷に至らないことを確認し

ている。 
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（3） 設備概要

a. 設置場所

第44-9-1図 ＡＴＷＳ緩和設備（プロセス計装盤）設置場所 
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b. 回路構成

第44-9-2図 原子炉緊急停止系及びＡＴＷＳ緩和設備論理回路図 
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参考資料1 

ＡＴＷＳ緩和設備の信頼性評価 

1. 誤動作率評価

プラント運転中にＡＴＷＳ緩和設備が誤動作した場合，プラントの出

力運転に外乱を与えることとなる。ここでは，ＡＴＷＳ緩和設備の設計

情報を基に，フォールトツリーを用いてＡＴＷＳ緩和設備の誤動作率を

評価する。ＡＴＷＳ緩和設備の誤動作率の評価に係る回路の概略図を第

1図及び第2図に示す。また，フォールトツリーの概略図を第3図に示す。 

フォールトツリーを構築する際の考え方は，基本的に東海第二発電所

における確率論的リスク評価と同じ考え方とした。評価に関して適用し

た仮定及びデータ等は以下の通り。 

・回路の構成部品等，機器の故障率は，日本原子力技術協会「故障件

数の不確実さを考慮した国内一般機器故障率の推定（2009年5月）（国

内一般故障率21ヵ年データ）時間故障率」に記載の値を参照した。

パラメータを第1表に示す。

これらの考え方を元に評価した各回路の誤動作確率を第2表に示す。

また，第2表より，ＡＴＷＳ緩和設備の誤動作確率は ／h（

／炉年）という評価結果となった。 
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第1表 各構成部品の故障率 

※1 日本原子力技術協会「故障件数の不確実さを考慮した国内一般

機器故障率の推定（2009年5月）（国内一般故障率21ヵ年データ）

時間故障率」に記載の値を参照した。 

第2表 誤動作確率評価結果一覧 

※2 年間当たりの誤動作確率を 8760 時間で割ることにより，単位時間

当たりの誤動作確率を算出した。 

構成部品 故障率（誤動作率（／h））※ １

検出器（圧力） 3.5×10－８

検出器（水位） 2.2×10－８

リレー 3.0×10－９

警報設定器 9.5×10－９

圧力スイッチ 2.0×10－８

手動スイッチ 1.1×10－９

評価範囲又は共通原因 誤動作確率

①原子炉水位異常低(A1)誤動作 ／炉年 

②原子炉圧力高(A1)誤動作 ／炉年 

③論理回路A誤動作 ／炉年 

④RPT論理回路AC誤動作 ／炉年 

⑤代替原子炉再循環ポンプトリップ誤動作 ／炉年 

⑥ARI論理回路A誤動作 ／炉年 

⑦ARI論理回路AB誤動作 ／炉年 

⑧ARI作動回路誤動作 ／炉年 

⑨代替制御棒挿入誤動作 ／炉年 

⑩ＡＴＷＳ緩和設備誤動作
／炉年 

／h※２
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第1図 誤動作率評価モデル（その１） 
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第2図 誤動作率評価モデル（その２） 
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第 3 図 誤動作率評価フォールトツリー



44-9-16

2. 不動作の発生頻度

ＡＴＷＳ緩和設備が動作を要求されるプラント状態に至った際に過

渡時自動減圧機能が動作しない確率（誤不動作確率）を，フォールトツ

リーにより評価した。ＡＴＷＳ緩和設備の誤不動作確率の評価に係る回

路の概略図を第4図及び第5図に示す。また，フォールトツリーの概要図

を第6図に示す。 

フォールトツリーを構築する際の考え方は，基本的に東海第二発電所

における確率論的リスク評価と同じ考え方とした。評価に関して適用し

た仮定及びデータ等は以下のとおり。 

・回路の構成部品等，機器の故障率は，日本原子力技術協会「故障件

数の不確実さを考慮した国内一般機器故障率の推定（2009年5月）（国

内一般故障率21ヵ年データ）時間故障率」に記載の値を参照した。

パラメータを第3表に示す。

・共通要因故障（ＣＣＦ）のモデル化にはＭＧＬ法を用いた。

・故障確率P=1/2λTで評価した。（λ：故障率，T：健全性確認間隔） 

・健全性確認間隔は8760hとした。

また，この非信頼度（誤不動作確率）と，内部事象ＰＲＡにおいてＡ

ＴＷＳ緩和設備に期待する状況の発生頻度※１の積をとることにより，

原子炉スクラムに至る状態であって，安全保護系による原子炉の停止機

能が喪失し，かつＡＴＷＳ緩和設備の故障により緩和機能が動作しない

状態の発生頻度，つまりＡＴＷＳ緩和設備の不動作の頻度を求めた。 

各回路の非信頼度を求めた結果を第4表に示す。その結果，第4表より

ＡＴＷＳ緩和設備の非信頼度（誤不動作確率）は という評価

結果となった。 
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ＡＴＷＳ緩和設備の非信頼性度（誤不動作確率）に，内部事象ＰＲＡ

においてＡＴＷＳ緩和設備に期待する状況の発生頻度（2.5×10－８／炉

年）を乗算することにより，ＡＴＷＳ緩和設備の非信頼度（誤不動作の

発生頻度） ／炉年が求められる。 

※1 ＡＴＷＳ緩和設備によって炉心損傷頻度の低下に期待する状況の発

生頻度は，重大事故等対処設備には期待しない前提でのＰＲＡモデル

から評価した。スクラムに至る各起因事象の発生頻度の和（0.23炉年）

と原子炉保護系の非信頼度（1.1×10－７）の積（2.5×10－８／炉年）

を当該状況の発生頻度とした。 

第3表 各構成部品の故障率 

※1 日本原子力技術協会「故障件数の不確実さを考慮した国内一般機

器故障率の推定（2009年5月）（国内一般故障率21ヵ年データ）時

間故障率」に記載の値を参照した。 

構成部品 故障率（不動作率（／h））※１

検出器（圧力） 2.9×10－９

検出器（水位） 1.4×10－８

リレー 1.5×10－９

警報設定器 2.3×10－９

ヒューズ 5.5×10－９

電源装置 6.6×10－９

圧力スイッチ 5.0×10－９
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第4表 非信頼度の評価結果一覧 

※2 計装品が共通要因によって同時に不動作に至る発生頻度を算出

※3 内部事象ＰＲＡにおいてＡＴＷＳ緩和設備に期待する状況の発生

頻度（2.5×10－８／炉年）を乗じることにより，ＡＴＷＳ緩和設

備の不作動の発生頻度を算出 

評価範囲又は共通原因 非信頼度(1/d)

①原子炉水位異常低(A1)不動作

②原子炉圧力高(A1)不動作

③論理回路A不動作

④RPT論理回路AC不動作

⑤共通要因故障※２

⑥RPT論理回路不動作

⑦RPT作動回路不動作

⑧ARI論理回路A不動作

⑨ARI論理回路不動作

⑩ARI作動回路不動作

⑪代替原子炉再循環ポンプトリップ不動作

⑫代替制御棒挿入不動作

⑬回路電源喪失

⑭ＡＴＷＳ緩和設備不動作
／炉年※３
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第4図 非信頼度評価モデル（その１） 
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第5図 非信頼度評価モデル（その２） 
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第 6 図 非信頼度評価フォールトツリー
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参考資料2 

代替制御棒挿入機能（ＡＲＩ）による原子炉停止機能について 

1. 代替制御棒挿入機能（ＡＲＩ）の設計の基本的考え方

運転時の異常な過渡変化が発生し，電気的な故障により，通常の原子

炉のスクラム機能が喪失した場合に，代替の手段としてＡＲＩを作動さ

せることによって原子炉停止機能を確保する。 

ＡＲＩが作動することで，ＳＬＣによる原子炉停止対応が不要となる

よう，ＳＬＣ起動操作前に制御棒挿入を完了させる必要がある。 

これを踏まえ，以下の作動信号を設定する。 

・原子炉水位異常低下 設定値 1,245cm

（原子炉圧力容器基準点より上） 

（レベル2）

・原子炉圧力高 設定値 7.39MPa[gage] 

・手動起動要求

また，制御棒の挿入時間については，以下の時間で設計している。 

① ＡＲＩによる制御棒の挿入は，原子炉圧力がトリップ設定点に達し

てから15秒以内に開始

②ＡＲＩによる制御棒の挿入は，原子炉圧力がトリップ設定点に達し

てから25秒以内に完了

この設計によって，ＡＲＩによる原子炉停止機能が確保されることを，

評価により確認している。 
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2. ＡＲＩによる原子炉停止機能の評価について 

重大事故等防止対策の有効性評価の原子炉停止機能喪失の評価（以下

「有効性評価」という。）を参考に，ＡＲＩによる原子炉停止機能の評

価を行った。 

評価に際して，以下の解析条件とした。 

一起因事象は，原子炉圧力の上昇が大きく反応度の観点で厳しい主蒸気

隔離弁の誤閉止とする（有効性評価と同じ）。 

－ＡＲＩは，保守的に上記1.②の条件に基づき，原子炉圧力がトリップ

設定点に達してから25秒以内に制御棒の全挿入が完了するものとする。 

－代替原子炉再循環ポンプトリップ（以下「ＲＰＴ」という。）の動作

条件の他，使用する解析コードを含むその他の条件は，有効性評価の

原子炉停止機能喪失と同じとする。 

解析結果のまとめを表1に，燃料被覆管の温度変化を図1に示す。 

この評価では，主蒸気隔離弁の全閉により原子炉圧力が上昇することで

炉心内のボイドが減少し，正の反応度が投入され中性子束が上昇する。こ

れに伴いＭＣＰＲが低下し，事象発生直後に沸騰遷移が発生し，燃料被覆

管温度が上昇する。その後，原子炉圧力高信号発生に伴うＲＰＴに伴う出

力低下によって燃料被覆管はリウェットすることで燃料被覆管の温度は低

下する。これら挙動は，有効性評価と全く同じ挙動となり，燃料被覆管の

最高温度は有効性評価結果と同じとなる。 

その後，原子炉圧力がトリップ設定点に達してから25秒には，ＡＲＩに

よる制御棒挿入が完了することから，出力が低下し，事象は収束する。こ

のため，有効性評価で見られた給水加熱喪失に伴う出力上昇は発生しない。 

なお，この評価では，保守的に原子炉圧力がトリップ設定点に達してか

ら25秒後にＡＲＩによる制御棒挿入が完了するとしたが，約3秒後にはＡＲ
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Ｉ動作設定圧力（原子炉圧力高）に到達することから，燃料被覆管温度は

本評価より低く抑えられる。 

この結果から，ＡＲＩが作動することで，ＳＬＣによる原子炉停止対応

が不要となることが確認できる。 

第1表 解析結果（主蒸気隔離弁誤閉止） 

項目 
解析結果 

（有効性評価結果） 

解析結果 

（ＡＲＩ作動） 
判断基準 

燃料被覆

管温度 

約872℃ 

（第4スペーサ位置）

約872℃ 

（第4スペーサ位置）
1,200℃以下 

燃料被覆

管酸化量 

極めて小さい 

（第3スペーサ位置）

極めて小さい 

（第3スペーサ位置）
15％以下 
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第1図 燃料被覆管温度変化（主蒸気隔離弁誤閉止[ＡＲＩ作動]）
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44-10 ＳＡバウンダリ系統図（参考図）
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45-1 SA設備基準適合性一覧表 
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東海第二発電所 SA設備基準適合性 一覧表（常設） 

第45条:原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時

に発電用原子炉を冷却するための設備 
常設高圧代替注水系ポンプ 類型化区分 

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・環境圧力・湿度

／屋外の天候／放射線／荷

重 

原子炉建屋原子炉棟内 Ｂ 

海水 海水を通水しない 対象外 

周辺機器等からの悪影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれ

がない) 
－ 

電磁的障害 （電磁波の影響を受けない） － 

関連資料 45-3 配置図

第
2
号

操作性 
中央制御室操作 

現場操作（弁操作） 
Ａ,Ｂｆ 

関連資料 45-3 配置図

第
3
号

試験・検査 

(検査性，系統構成・外部入力) 
ポンプ Ａ 

関連資料 45-5 試験検査

第
4
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 45-4 系統図

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常待機時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他(飛散物) 
内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する機器 

高速回転機器 
Ｂａ,Ｂｂ 

関連資料 45-3 配置図,45-4 系統図,45-7 その他設備

第
6
号

設置場所 
現場操作（設置場所） 

中央制御室操作 
Ａａ,Ｂ 

関連資料 － 

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 
重大事故等への対処を本来の目的として設置するも

の 
Ａ 

関連資料 45-6 容量設定根拠

第
2
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 － 

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 
屋内 Ａａ 

サポート系要因 異なる駆動源又は冷却源 Ｂａ 

関連資料 45-4 系統図,45-7 その他設備
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東海第二発電所 SA設備基準適合性 一覧表（常設） 

第45条:原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時

に発電用原子炉を冷却するための設備 
高圧代替注水系タービン止め弁 類型化区分

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・環境圧力・湿度

／屋外の天候／放射線／荷

重 

原子炉建屋原子炉棟内 Ｂ 

海水 海水を通水しない 対象外 

周辺機器等からの悪影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれが

ない) 
－ 

電磁的障害 （電磁波の影響を受けない） － 

関連資料 45-3 配置図

第
2
号

操作性 
中央制御室操作 

現場操作（弁操作） 
Ａ,Ｂｆ 

関連資料 45-3 配置図

第
3
号

試験・検査 

(検査性，系統構成・外部入力) 
弁 Ｂ 

関連資料 45-5 試験検査

第
4
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 45-4 系統図

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常待機時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他(飛散物) その他設備 対象外 

関連資料 45-3 配置図,45-4 系統図,45-7 その他設備

第
6
号

設置場所 
現場操作（設置場所） 

中央制御室操作 
Ａａ,Ｂ 

関連資料 － 

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 流路 対象外 

関連資料 45-6 容量設定根拠

第
2
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 － 

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 
屋内 Ａａ 

サポート系要因 異なる駆動源又は冷却源 Ｂａ 

関連資料 45-4 系統図,45-7 その他設備
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東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設）

第 45 条:原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に

発電用原子炉を冷却するための設備 
ほう酸水注入ポンプ 類型化区分 

第
４
３
条

第
１
項

第
１
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度･環境圧力・湿度／

屋外の天候／放射線／荷重 
原子炉建屋原子炉棟内 Ｂ 

海水 海水を通水しない 対象外 

周辺機器等からの悪影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれ

がない） 
－ 

電磁的障害 （電磁波の影響を受けない） － 

関連資料 45-3 配置図

第
２
号

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 45-3 配置図，45-4 系統図

第
３
号

試験･検査 

（検査性，系統構成･外部入力） 
ポンプ Ａ 

関連資料 45-5 試験検査

第
４
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 45-4 系統図

第
５
号

悪
影
響
防
止

系統設計 DB 施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他（飛散物） その他設備 対象外 

関連資料 45-3 配置図，45-4 系統図

第
６
号

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 45-3 配置図

第
２
項

第
１
号

常設 SA の容量 
設計基準対象施設の系統および機器を使用するもの 

必要な容量等に対して十分であるもの 
Ｂ 

関連資料 45-6 容量設定根拠

第
２
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 － 

第
３
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件,自然現象,外部人

為事象,溢水,火災 
（対象外） － 

サポート系要因 別の手段 Ｂｂ 

関連資料 45-3 配置図，45-4 系統図
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東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設）

第 45 条:原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備 
ほう酸水貯蔵タンク 類型化区分 

第
４
３
条

第
１
項

第
１
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度･環境圧力・湿度／屋外

の天候／放射線／荷重 
原子炉建屋原子炉棟内設備 Ｂ 

海水 海水を通水しない 対象外 

周辺機器等からの悪影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれ

がない 
－ 

電磁的障害 （電磁波の影響を受けない） － 

関連資料 45-3 配置図  

第
２
号

操作性 操作不要 対象外 

関連資料 －  

第
３
号

試験･検査 

（検査性，系統構成･外部入力） 
容器 Ｃ 

関連資料 45-5 試験検査  

第
４
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 45-4 系統図  

第
５
号

悪
影
響
防
止

系統設計 DB 施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他(飛散物) その他設備 対象外 

関連資料 45-3 配置図，45-4 系統図  

第
６
号

設置場所 操作不要 対象外 

関連資料 －  

第
２
項

第
１
号

常設 SA の容量 
設計基準対象施設の系統および機器を使用するもの

必要な容量等に対して十分であるもの 
Ｂ 

関連資料 45-6 容量設定根拠  

第
２
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 －  

第
３
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件,自然現象,外部人為事

象,溢水,火災 
（対象外） － 

サポート系要因 別の手段 Ｂｂ 

関連資料 45-3 配置図，45-4 系統図
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東海第二発電所 SA設備基準適合性 一覧表（常設） 

第45条:原子炉冷却材圧力バウンダ高圧時に

発電用原子炉を冷却するための設備 
原子炉隔離時冷却系ポンプ 類型化区分 

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・環境圧力・湿度

／屋外の天候／放射線／荷

重 

原子炉建屋原子炉棟内 Ｂ 

海水 海水を通水しない 対象外 

周辺機器等からの悪影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれ

がない) 
－ 

電磁的障害 （電磁波の影響を受けない） － 

関連資料 45-3 配置図  

第
2
号

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 －  

第
3
号

試験・検査(検査性，系統構成・

外部入力) 
ポンプ Ａ 

関連資料 －  

第
4
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 －  

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他(飛散物) 
内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する機器 

高速回転機器 
Ｂａ,Ｂｂ 

関連資料 －  

第
6
号

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 －  

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 設計基準対象施設の系統および機器を使用するもの 

必要な容量等に対して十分であるもの 
Ｂ 

関連資料 －  

第
2
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 －  

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 
（対象外） － 

サポート系要因 異なる駆動源又は冷却源 Ｂａ 

関連資料 －  
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東海第二発電所 SA設備基準適合性 一覧表（常設） 

第45条:原子炉冷却材圧力バウンダ高圧時に

発電用原子炉を冷却するための設備 
高圧炉心スプレイ系ポンプ 類型化区分 

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・環境圧力・湿度

／屋外の天候／放射線／荷

重 

原子炉建屋原子炉棟内 Ｂ 

海水 海水を通水しない 対象外 

周辺機器等からの悪影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれ

がない) 
－ 

電磁的障害 （電磁波の影響を受けない） － 

関連資料 45-3 配置図

第
2
号

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 － 

第
3
号

試験・検査 

(検査性，系統構成・外部入力) 
ポンプ Ａ 

関連資料 － 

第
4
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 － 

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他(飛散物) その他設備 対象外 

関連資料 － 

第
6
号

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 － 

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 設計基準対象施設の系統および機器を使用するもの 

必要な容量等に対して十分であるもの 
Ｂ 

関連資料 － 

第
2
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 － 

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 
（対象外） － 

サポート系要因 異なる駆動源又は冷却源 Ｂａ 

関連資料 － 
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45-2 電源構成図
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第 45-2-1 図 電源構成図（交流電源）(1／3) 
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第 45-2-2 図 電源構成図（交流電源）(2／3) 
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第 45-2-3 図 電源構成図（直流電源）(3／3)
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45-3 配置図
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第 45-3-1 図 構内全体配置図 
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第45-3-2図 高圧代替注水系に係る機器配置図
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第 45-3-3 図 高圧代替注水系に関わる機器の配置を明示した図面（原子炉建屋地下 2 階） 
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第 45-3-4 図 高圧代替注水系に係る機器配置図（原子炉建屋地下１階） 
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第 45-3-5 図 高圧代替注水系に係る機器配置図（原子炉建屋４階） 
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45-4 系統図
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第 45-4-1 図 高圧代替注水系 系統概要図
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第 45-4-2 図 原子炉隔離時冷却系 補機系統概要図 
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第 45-4-3 図 ほう酸水注入系 系統概要図 
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45-5 試験検査
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第45-5-1表 高圧代替注水系の試験・検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 

機能・性能検査 
ポンプ運転性能確認，ポンプ及び系統配管・弁の漏

えいの確認，外観の確認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

停止 中 

機能・性能検査 
ポンプ運転性能確認，ポンプ及び系統配管・弁の漏

えいの確認，外観の確認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

分解検査 
ポンプまたは弁の部品の表面状態について，浸透探

傷試験及び目視により確認 

第 45-5-1 図 高圧代替注水系 運転性能検査系統図 
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第 45-5-2 図 常設高圧代替注水系ポンプ外形図 

ケーシングカバーを取り外すことで

分解可能 
タービンカバーを取り外すことで

分解可能 
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45-6 容量設定根拠
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名    称 常設高圧代替注水系ポンプ 

容    量 m３／h 136 以上（注 1），（約 136（注 2）） 

全 揚 程 m 872（注 1），（約 882（注 2）） 

最高使用圧力 MPa[gage] 吸込み側 0.70 

吐出側 10.35 

最高使用温度 ℃ 120 

機器仕様に関する注記 注１：要求値を示す 

注２：公称値を示す 

【設定根拠】 

常設高圧代替注水系ポンプは，全交流電源喪失に加え，原子炉隔離時冷

却系が機能喪失した場合においても，炉心の著しい損傷を防止するため，

原子炉への注水を行うため設置する。 

高圧代替注水系は全交流電源喪失した場合でも，高圧注水が必要な期間

にわたって，運転を継続する機能を有する。 

常設高圧代替注水系ポンプは，重大事故等対処設備として１個設置す

る。 

１．容量 

常設高圧代替注水系ポンプは，原子炉隔離時冷却系による原子炉への注

水に必要な容量をもとに設定した設計確認値（136.7m３／h：原子炉停止

15分後に注水を確立した場合に炉心損傷を防止するために必要な流量）を

満足する流量を確保可能なポンプとし，公称値は約136m３／hとする。 
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２．全揚程 

常設高圧代替注水系ポンプは，原子炉圧力が7.86MPaのときに原子炉圧

力容器に136m３／hの注水が可能な設計とする。 

① 原子炉とサプレッション・プールの圧力差：801m

7.86MPa[gage]×101.97-0.005MPa[gage]×101.97

＝801.48m-0.51m＝800.97m≒801m

② 静水頭：45.9m

ポンプ吸込みレベル EL.-2.639m ～ 原子炉への注水ライン最高点

EL.+ 43.1806m

43.1806m-(-2.639m)＝45.8196m≒45.9m

③ 配管・機器圧力損失：24.5m

系統損失を系統の基本設計仕様である 100psi 以内（0.6895MPa 以

内）とする。

70.310m - 45.8196m＝24.4904m≒24.5m

④ ①～③の合計：871.4≒872m

以上より，常設高圧代替注水系ポンプの揚程を872m以上確保することと

し，公称値を約882mとする。 

３．最高使用圧力 

(1)ポンプ吸込側

ポンプ吸込側の最高使用圧力は，接続する高圧炉心スプレイポンプ吸込

管の最高使用圧力に合わせ，0.70MPa[gage]とする。 

(2)ポンプ吐出側

常設高圧代替注水系ポンプの吐出側の最高使用圧力は，以下を考慮す
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る。 

② サプレッション・プール：0.100MPa[gage] 

③静水頭：5.714m×0.00980665＝0.056MPa[gage] 

  5.714m：サプレッション・プール HWL EL.3.075m～常設高圧代替注水系

ポンプ吸込みレベル EL.-2.639m 

④ 締切揚程：1,036m×0.00980665＝10.159MPa[gage]≒10.16MPa[gage] 

     1,036m：常設高圧代替注水系ポンプの締切揚程 

⑤ ①～④の合計：10.316MPa[gage] 

以上より，常設高圧代替注水ポンプの吐出側の最高使用圧力は，原子炉隔

離時冷却系ポンプ吐出側配管に合わせ10.35MPa[gage]とする。 

４．最高使用温度 

常設高圧代替注水系ポンプは，サプレッション・プール水温度100℃で

停止することを考慮し，120℃とする。 
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45-7 その他の原子炉冷却時圧力バウンダリ高圧時に

発電用原子炉を冷却するための設備について
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設備概要（自主対策設備を含む。） 

 以下に，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設計基準事故対処設備，並びにその機能を代替可能な重大事故等対処設備及

び自主対策設備の設備概要を示す。 

(1) 高圧代替注水系【重大事故等対処設備】

高圧代替注水系の系統概要を第 45-4-1 図，電源構成図を第 45-2-2～45-

2-4 図に示す。高圧代替注水系は，設計基準事故対処設備である原子炉隔離

時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が機能喪失した場合でも，高圧状態の原子

炉に注水できる設計とする。高圧代替注水系は，蒸気駆動タービン，タービ

ン駆動ポンプ，配管・弁等からなり，タービン駆動用の蒸気供給ラインは，

原子炉隔離時冷却系のタービン駆動用蒸気供給ラインから分岐し，排気ライ

ンは，原子炉隔離時冷却系のタービン駆動用蒸気排気ラインに合流する設計

とする。 

ポンプ吸込みラインは，高圧炉心スプレイ系ポンプの吸込みラインから分

岐し，ポンプ吐出ラインは原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出ラインへ合流する

設計とする。 

また，高圧代替注水系は原子炉隔離時冷却系と位置的分散を考慮し，異な

った区画にポンプ，電源を設置する。 

全交流動力電源が喪失し，設計基準事故対処設備である所内常設直流電源

が喪失した場合でも，常設代替直流電源設備からの給電により中央制御室か

ら遠隔手動操作によって，サプレッション・プール又は復水貯蔵タンクを水

源として，原子炉隔離時冷却系を経由して原子炉へ注水する。仮に，常設代

替直流電源設備が機能しない場合でも，現場での手動操作により，高圧注水

が必要な期間にわたって運転を継続できる設計とする。 
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 なお，電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条

に対する設計方針を示す章）」，現場手動操作については，「実用発電用原

子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措

置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況につい

ての 1.2 に示す。 

  常設高圧代替注水系ポンプの概略構造を第 45-7-1 図に示す。常設高圧代替

注水系ポンプはタービン及びポンプが１つのケーシングに収まる一体型ケー

シング構造であり，第 45-4-3 図に示すとおり軸封部の無い設計である。よ

って，原子炉隔離時冷却系と比較しグランドシール装置が不要となり，必要

電源容量が少ない。また，常設高圧代替注水系ポンプは機械式ガバナであ

り，ポンプ吐出のベンチュリの圧力差により圧力ガバナピストンが作動し，

リンク機構を通じて蒸気加減弁を調整し，ポンプから吐出する流量を一定に

制御する設計となっており，電源を必要としないガバナである。また，軸受

は自給水により潤滑する方式であるため，潤滑油装置も不要な設計となって

いる。以上のことから，常設高圧代替注水系ポンプは系統の弁操作のみで起

動停止が可能であり，起動時に高圧代替注水系注入弁を開操作した後は，高

圧代替注水系蒸気供給弁の開閉操作でポンプの起動停止操作が可能な設計と

する。 



45-7-4

第 45-7-1 図 常設高圧代替注水系ポンプ 構造概要 
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＜常設高圧代替注水系ポンプの動翼構造について＞ 

 常設高圧代替注水系ポンプ駆動用タービンは，単段式のタービンであり，タ

ービン翼は一体鍛造品の円盤から放電加工により翼型を削り出す方法で製造さ

れているものを適用することで，タービンが破損により飛散することがない設

計とする。第 45-7-2 図にタービン構造を示す。 

第 45-7-2 図 常設高圧代替注水系ポンプ駆動用タービンの構造
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第 45-4-3 図 常設代替高圧注水系ポンプ概要図 

＜通常待機時（ポンプ停止状態）＞ 

・圧力ガバナのピストン（①）は，ピストンロッドに取り付けられたスプリン

グにより上昇した状態であり，②のリンク機構を介して接続されるトリップ/

スロットル弁（③）は最下方に下降した状態となっている。この状態において

は，駆動用高圧蒸気入口ポート（④）が全開状態にある。ここに高圧蒸気が供

給されればタービンは起動するが，通常待機状態では高圧代替注水系蒸気供給

弁（⑤）が「全閉」であることから蒸気は供給されずポンプは待機停止状態に

ある。 

＜ポンプ起動～定格流量＞ 

・通常待機時の状態で，高圧代替注水系蒸気供給弁（⑤）を「開」（中央制御

室スイッチ操作または現場人力操作）とすると，トリップ装置（⑭）のピスト
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ン内を通り高圧蒸気がピストン左側に通気され，蒸気力によりピストンが右方

向へ移動し，全開状態の駆動用高圧蒸気入口ポート（④）を通り蒸気がタービ

ンに供給され，タービン駆動のポンプが起動する。

・起動後，タービンは速やかに定格回転数に到達し，ポンプが水を吐き出し始

め，ポンプ吐出部のベンチュリノズルから低圧側ライン（⑥）及び高圧側ライ

ン（⑦）を通じて高/低圧水が圧力ガバナに供給される。

・ポンプ定格流量状態では，低圧側ライン（⑥）圧力，高圧側ライン（⑦）圧

力及び圧力ガバナのスプリング力がバランスし，トリップ/スロットル弁のピ

ストン（③）は駆動用高圧蒸気入口ポート（④）の中間位置で定格流量一定制

御状態となる。 

＜流量変動時の制御動作＞ 

・定格流量状態での運転中に流量が上昇すると，ベンチュリ効果により低圧側

ライン（⑥）の圧力と高圧側ライン（⑦）の圧力のバランスが崩れ，圧力ガバ

ナのピストン（①）は下降し，②のリンクを介してトリップ/スロットル弁の

ピストン（③）を上方に押し上げる。 

・これにより駆動用高圧蒸気入口ポート（④）のポートが閉じ始め，タービン

への駆動蒸気量が減少することでタービン回転数が低下しポンプ吐出量を減少

させる。 

・定格流量状態での運転中に流量が低下した場合は，上記と逆の動きにより流

量を増加させる。 

＜過速度トリップ＞ 

・何らかの原因でタービン回転数が異常に上昇すると，定格状態ではシャフト

内にスプリングで保持されているトリップボルト（⑧）（＊）が遠心力により

飛び出し，レバー（⑨）を押し上げ，リンクを介してトリップ排気弁のピスト

ンロッド（⑩）を上昇させる。
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・トリップ排気弁のピストンロッド（⑩）に接続しているピストンは，通常，

高圧蒸気検出ライン（⑪）と低圧（背圧側）蒸気検出ライン（⑫）を分断して

いるが，ピストンが上昇することにより高圧蒸気検出ライン（⑪）と低圧（背

圧側）蒸気検出ライン（⑫）が通じ，高圧蒸気検出ライン（⑪）の圧力が低圧

（背圧側）蒸気検出ライン（⑫）を通し，タービン排気室に抜ける。 

・高圧蒸気検出ラインはトリップ装置の空間（⑬）につながっており，通常時

は高圧蒸気によりトリップ装置のピストン（⑭）を右側に押し付け，トリップ

/スロットル弁が「開」状態となり蒸気をタービンに供給しているが，上記の

動作により高圧蒸気検出ライン（⑪）の圧力が低下すると，トリップ装置のピ

ストン（⑭）は蒸気力により左側に移動し蒸気が遮断されポンプが停止する。

（＊）水環境における腐食の影響及びメンテナンス性を考慮し，トリップボル

トはケーシング内包型から外付け型となる可能性があるが，トリップ動作

の概念は同じである。 

以上のとおり，常設高圧代替注水系ポンプは，直流電源の電動弁を中央制御

室から「開」とすることで起動可能であり，その後の定格運転の流量制御はポ

ンプ吐出水によるベンチュリ効果で自己制御される。また，ポンプの構造上，

類似ポンプである原子炉隔離時冷却系ポンプで必要とされていた以下の補機類

が不要な設計としている（第 45-4-2 原子炉隔離時冷却系補機系統概略図参

照）。 

・潤滑油系統（タービン直結主油ポンプ，潤滑油冷却器，配管，弁）

軸受等の潤滑は，ケーシング内の水による水潤滑式であり，潤滑油系統は

不要である。 

・冷却水系統（冷却水配管，弁）

潤滑油系統がないため潤滑油冷却器冷却のための冷却水系統が不要であ
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る。 

 ・グランド蒸気系統（バロメトリックコンデンサ，真空ポンプ，復水ポン

プ，配管，弁） 

  グランド蒸気の発生源であるタービングランド部がケーシングに内包され

ており，グランド蒸気が外部に漏えいしないため，これを処理する補機類

が不要である。 

 ・上記補機類への電源供給 

  補機類がないため電源供給不要。タービンへの蒸気供給弁を中央制御室か

ら遠隔操作するときのみ直流電源系統を必要とするが，当該弁は現場での

人力操作も可能であり，直流電源系統が喪失した場合でもポンプの起動/運

転が可能である。 
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(2) 原子炉隔離時冷却系【設計基準事故対処設備を用いた重大事故等対処設

備】

 原子炉隔離時冷却系の設備概要を第 45-7-4 図に示す。原子炉隔離時冷却系

は，原子炉停止後，何らかの原因で給水が停止した場合等に，原子炉蒸気の一

部を用いてタービン駆動ポンプを作動させサプレッション・プールの水又は復

水貯蔵タンクの水を原子炉に注水する施設であり，設計基準事故対処設備とし

て既に設置済みの設備であるが，想定される重大事故等時において健全であれ

ば，重大事故等対処設備として使用する。原子炉隔離時冷却系は，蒸気駆動タ

ービン，タービン駆動ポンプ，配管・弁類及び計測制御装置からなり，主蒸気

ラインからの主蒸気を用いて蒸気駆動タービンを駆動し，タービン直結のポン

プによりサプレッション・プールの水又は自主設備である復水貯蔵タンクの水

を原子炉圧力容器へ注水する。 

第 45-7-4 図 原子炉隔離時冷却系設備概要 
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(3) 高圧炉心スプレイ系【設計基準事故対処設備を用いた重大事故等対処設

備】 

 高圧炉心スプレイ系の設備概要を第 45-7-5 図に示す。高圧炉心スプレイ系

は非常用炉心冷却設備の１つであり，設計基準事故対処設備として既に設置済

みの設備であるが，想定される重大事故時等において健全であれば，重大事故

等対処設備として使用する。電動機駆動ポンプ 1 個，スパージャ，配管・弁及

び計測制御装置からなり，サプレッション・プールの水又は復水貯蔵タンクの

水を炉心上部に取付けられたスパージャのノズルから燃料集合体上に注水す

る。 

第 45-7-5 図 高圧炉心スプレイ系設備概要 
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(4) ほう酸水注入系による進展抑制【技術的能力審査基準への対応】

 ほう酸水注水系による原子炉注水時の設備概要を第 45-7-6 図に示す。ほう

酸水注入系による原子炉注水は，高圧炉心スプレイ系，原子炉隔離時冷却系及

び高圧代替注水系による原子炉水位維持ができない場合，ほう酸水貯蔵タンク

を水源とし，炉心底部から原子炉へ水を注入し，事象の進展を抑制する。ポン

プ吐出圧力は約 8.5MPa[gage]であるため，原子炉冷却材圧力バウンダリが高

圧の状態であっても，原子炉への注水が可能である。 

第 45-7-6 図 ほう酸水注入系ポンプ設備概要（原子炉注水時） 
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(5) 制御棒駆動水系による原子炉注水【技術的能力審査基準要求への対応】 

 制御棒駆動水系による原子炉注水時の設備概要を第 45-7-7 図に示す。制御

棒駆動水系は通常，復水タンクの水を駆動水ポンプにより加圧し，水圧制御ユ

ニットのアキュムレータ充てん水及び制御棒駆動機構のパージ水として供給す

る。通常運転時のポンプ吐出圧力が約 8.1MPa[gage]であるため，原子炉冷却

材圧力バウンダリが高圧の状態であっても，原子炉への注水が可能である。 

 重大事故等発生時に使用可能である場合は，復水貯蔵タンクの水を制御棒駆

動機構の冷却水ラインを通じて原子炉へ注水する。 

第 45-7-7 図 制御棒駆動系ポンプ設備概要（原子炉注水時）  
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(6) 原子炉隔離時冷却系の復旧手段の整備【技術的能力審査基準への対応】

 第 45-7-8 図に電源構成図を示す。全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時

冷却系の起動又は運転継続に必要な直流電源を所内常設直流電源設備により給

電している場合は，所内常設直流電源設備の蓄電池が枯渇する前に常設代替交

流電源設備又は可搬型代替交流電源設備により充電器を充電し，原子炉隔離時

冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保する手段を整備する。 

第 45-7-7 図 可搬型代替交流電源設備による充電器の充電 

第 45-7-8 図 電源構成図（交流電源）
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45-8 原子炉隔離時冷却系蒸気加減弁（HO弁）に関する説明書
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原子炉隔離時冷却系蒸気加減弁の動作原理 

原子炉隔離時冷却系蒸気加減弁廻り制御油系の設備概要を第45-8-1図に示

す。 

原子炉隔離時冷却系蒸気加減弁は，制御装置からの開度指令信号を受けて，

油圧制御により開度調整され，原子炉圧力，タービン入口蒸気圧力に関わりな

く，ポンプ流量が所定の流量となるようにタービン回転数を制御する役割を担

う。 

蒸気加減弁廻り制御油系の系統概要を下図に示す。蒸気加減弁の弁棒がレバ

ーリンク機構を介して，油圧式アクチュエータに接続されており，開度指令信

号が電油変換器を介して油圧式アクチュエータを動作させることで，蒸気加減

弁を開閉動作させる。 

第 45-8-1 図 原子炉隔離時冷却系蒸気加減弁廻り制御油系設備概要 
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蒸気加減弁の電源喪失時の挙動 

油圧式アクチュエータの作動油は，タービン軸直結の主油ポンプから供給さ

れるため，電源喪失した場合においても油圧が喪失することはない。なお，タ

ービンが回転しておらず，油圧がかかっていない場合には弁棒に取り付けられ

たバネにより，蒸気加減弁は全開状態となる。また，電油変換器内にもバネが

内蔵されており，開度指令信号断の場合，蒸気加減弁の開方向に油圧がかかる

構造となっている。 

したがって，電源喪失時は蒸気加減弁が全開状態となり，蒸気加減弁による

タービン回転数の制御は不可能となる。このため，原子炉隔離時冷却系の現場

手動起動操作では，可搬型回転計にてタービン回転数を確認するとともに，原

子炉隔離時冷却系トリップ／スロットル弁を調整開とすることで，タービン回

転数の調整を行うことが可能である。
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45-9 ＥＣＣＳ系ポンプの高温耐性評価について 
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ＳＢＯ時におけるＥＣＣＳ系ポンプ等の継続運転への影響評価につ

いて 

１．原子炉隔離時冷却系ポンプの継続運転への影響評価 

(1)サプレッション・プール水温上昇時の NPSH 評価

原子炉隔離時冷却系ポンプについては，過去，サプレッション・プール

水温 100℃，150℃，200℃における NPSH 評価を行っており，いずれのケー

スも必要 NPSH に対し，有効 NPSH が上回ることを確認している（第 1 表の

とおり）。 

第１表 原子炉隔離時冷却系ポンプ NPSH 評価 

S/P 水温［℃］ 100 150 200 

必要 NPSH［m］ 5.8 5.8 5.8 

有効 NPSH［m］ 6.41 6.46 6.53 

(2)高温耐性

原子炉隔離時冷却系ポンプについては，過去，高温耐性評価を行ってお

り，サプレッション・プール水温度 116℃まで送水継続可能と評価してい

る。また，原子炉隔離時冷却系ポンプ室及び中央制御室の室温上昇によっ

て，原子炉隔離時冷却系の 8 時間継続運転は阻害されない（第 2 表のとお

り）。 
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第２表 原子炉隔離時冷却系ポンプ高温耐性評価 

評価項目 影響概要 評価 

サ プ レ ッ

ション・  

プ ー ル 水

温度上昇 

潤滑油系統 

潤滑油冷却器はポンプ吐出水

により冷却することから，サ

プレッション・プール水温度

上昇に伴い，軸受機能が潤滑

油温度上昇の影響を受ける可

能性がある。 

サプレッション・プールの温度上昇による原子炉

隔離時冷却系の 8 時間運転継続への影響はない。 

原子炉隔離時冷却系ポンプの第一水源であるサプ

レッション・プールを水源とした場合，事象発生

後 8時間での水温は約 100℃となる。ポンプ軸受の

潤滑油温度は，冷却器の設計上，潤滑油の冷却に

使用しているサプレッション・プール水温より約

6℃高くなるが，潤滑油の許容温度である 120℃未

満となるため，軸受の冷却が阻害されることはな

い。  

復水器 

サプレッション・プール水温

度約 98℃にて機能停止に至る

可能性がある。 

原子炉隔離時冷却系ポンプの運転継続に直接影響

することはない。 

タービングランド部からの蒸気の微少漏えいによ

り室内環境が悪化するが，制御系は原子炉隔離時

冷却系ポンプとは別区画に設置しており，運転継

続に影響することはない。なお，現場での運転継

続に係る操作については影響が懸念されることか

ら，現場操作による運転継続には期待していな

い。 

ガバナ制御 

制御油の温度上昇に伴い，粘

性低下が速度制御に影響を及

ぼす可能性がある。 

原子炉隔離時冷却系ポンプの運転継続に影響はな

い。 

制御油の粘性低下により制御器からの指示信号と

実速度に差異が生じる可能性があるが，差は極わ

ずかであること及び速度制御は実際のポンプ吐出

量によって決定されることから，ガバナ機能は維

持される。 

サ プ レ ッ

ション・  

チ ェ ン バ

圧力上昇 

原子炉隔離時冷却系タービン

保護のため，サプレッショ

ン ・ チ ェ ン バ 圧 力

0.172MPa[gage]にて，原子炉

隔離時冷却系タービン排気圧

高トリップインターロックが

動作し，原子炉隔離時冷却系

の運転が停止する可能性が考

えられる。 

サプレッション・チェンバ圧力上昇によって原子

炉隔離時冷却系の 8 時間継続運転は阻害されな

い。 

全交流動力電源喪失（長期ＴＢ）時のサプレッシ

ョン・チェンバ圧力を評価した結果，事象発生か

ら 8時間後の圧力は約 0.07MPa[gage]であり，原子

炉隔離時冷却系タービン排気圧高トリップインタ

ーロック設定圧力を下回る。  

原 子 炉 隔

離 時 冷 却

系 ポ ン プ

室 温 度 上

昇 

原子炉隔離時冷却系のポン

プ，電気制御系統，弁，ター

ビン等の設計で想定している

環境の最高温度は 66℃を想定

している。全交流動力電源喪

失時は換気空調系が停止して

いるため，原子炉隔離時冷却

系ポンプ室温が 66℃を超える

可能性が考えられる。 

原子炉隔離時冷却系ポンプ室温度上昇によって原

子炉隔離時冷却系の 8 時間継続運転は阻害されな

い。 

全交流動力電源喪失（長期ＴＢ）時の原子炉隔離

時冷却系ポンプ室温度を評価した結果，事象発生

から 8 時間後の室温は約 63.6℃（初期温度 40℃）

であり，原子炉隔離時冷却系の設計で想定してい

る 66℃を下回る。 

中 央 制 御

室 温 度 上

昇 

中央制御室の環境条件として

想定している最高温度は 40℃

である。全交流動力電源喪失

では換気空調系が停止するた

め，中央制御室温度が最高温

度を超える可能性が考えられ

る。 

中央制御室温度上昇によって原子炉隔離時冷却系

の 8 時間継続運転は阻害されない。全交流動力電

源喪失（長期ＴＢ）時の中央制御室温度を評価し

た結果，事象発生から 8 時間後の室温は約 37.3℃

であり，制御盤の設計で想定している環境の最高

温度 40℃を下回る。 
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２．常設高圧代替注水系ポンプの継続運転への影響評価 

(1)サプレッション・プール水温上昇時の NPSH 評価

常設高圧代替注水系ポンプについては，系統の詳細設計中であり，NPSH

評価結果は得られていないが，類似システムである原子炉隔離時冷却系ポン

プと比較評価し，NPSH 評価条件である静水頭（S/P LWL～ポンプ吸込みレベ

ル）及び配管設計が類似となり，静水頭及び配管圧損に大きな差異が生じな

いことから，サプレッション・プール水温上昇時においても，原子炉隔離時

冷却系ポンプ同様，必要 NPSH に対し有効 NPSH が上回ると評価する。 

(2)高温耐性

常設高圧代替注水系ポンプは，120℃の高温耐性を有する設計である。ま

た，構造上，軸封部が露出せず，内包水によリメカニカルシールを冷却し，

軸受を潤滑する構造であることから，サプレッション・プール水温上昇時へ

の高温耐性を有すると評価する。 

３．ＥＣＣＳ系ポンプの継続運転への影響評価 

(1)サプレッション・プール水温上昇時の NPSH 評価

ECCS 系ポンプについては，過去，サプレッション・プール水温 100℃にお

ける NPSH 評価を行い，いずれのケースも必要 NPSH に対し，有効 NPSH が上

回ることを確認している。 

ポンプ RHR HPCS LPCS 

必要 NPSH［m］ 0.61 0.98 -0.18

有効 NPSH［m］ 5.82 5.89 6.01 

(2)高温耐性
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 ECCS 系ポンプは，下表に示す最高使用温度で設計されており，サプレッシ

ョン・プール水温上昇時の高温耐性を有する設計である。なお，ＨＰＣＳポン

プ及びＬＰＣＳポンプについては，有効性評価で期待する温度が吸込み配管で

148℃であることから，当該温度にて再評価のうえ必要により対策を講じるこ

ととする。 

最高使用温度 RHR HPCS LPCS 

ポンプ 

（既工認） 
［℃］ 

182.2 100 100 

吸込配管 

（既工認） 
100/174 100 100 

以上 
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45-10 ＳＡバウンダリ系統図（参考図） 
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46-1 SA設備基準適合性 一覧表 
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東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第46条:原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧

するための設備 
主蒸気逃がし安全弁 類型化区分 

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・湿度・圧力/屋

外の天候/放射線 
格納容器内 Ａ 

荷重 (有効に機能を発揮する) ― 

海水 (海水を通水しない) 対象外 

他設備からの影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれが

ない) 
― 

関連資料 46-3 配置図

第
2
号

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 46-3 配置図

第
3
号

試験・検査(検査性，系統構

成・外部入力) 
弁(手動弁)(電動弁)(空気作動弁)(安全弁) Ｂ 

関連資料 46-5 試験・検査説明資料

第
4
号

切り替え性 当該系統の使用にあたり切替操作が不要 Ｂｂ 

関連資料 46-4 系統図

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他(飛散物) 対象外 対象外 

関連資料 46-3 配置図,46-4 系統図

第
6
号

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 46-3 配置図

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 
ＤＢ施設の系統及び機器の容量が十分 

（ＤＢ施設と同仕様の吹出能力で設計） 
Ｂ 

関連資料 ― 

第
2
号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外 

関連資料 ― 

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 
(共通要因の考慮対象設備なし) 対象外 

サポート系故障 対象(サポート系有り)―異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ 

関連資料 46-4 系統図
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東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第46条:原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧

するための設備 
過渡時自動減圧機能 

類型化 

区分 

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・湿度・圧力/屋

外の天候/放射線 

原子炉建屋原子炉棟 

その他の建屋内 
Ｂ，Ｃ 

荷重 (有効に機能を発揮する) ― 

海水 (海水を通水しない) 対象外 

他設備からの影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれが

ない) 
― 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） ― 

関連資料 46-3 配置図

第
2
号

操作性 （操作不要） 対象外 

関連資料 ― 

第
3
号

試験・検査(検査性，系統構

成・外部入力) 
計測制御設備 Ｊ 

関連資料 46-5 試験及び検査

第
4
号

切り替え性 当該設備の使用に当たり系統の切替操作が不要 Ｂｂ 

関連資料 ― 

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 その他 Ａｅ 

その他(飛散物) 対象外 対象外 

関連資料 
46-11 過渡時自動減圧機能について

46-12 過渡時自動減圧機能に関する健全性について

第
6
号

設置場所 （操作不要） 対象外 

関連資料 ― 

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 
重大事故等への対処を本来の目的として設置するも

の 
Ａ 

関連資料 46-6 容量設定根拠

第
2
号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外 

関連資料 ― 

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 
防止設備―対象(代替対象ＤＢ設備有り)―屋内 Ａａ 

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外 

関連資料 46-11 過渡時自動減圧機能について
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東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（可搬） 

第46条:原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧

するための設備 
逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

類型化 

区分 

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・湿度・圧力/屋

外の天候/放射線 
その他の建屋内 Ｃ 

荷重 (有効に機能を発揮する) ― 

海水 (海水を通水しない) 対象外 

他設備からの影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれが

ない) 
― 

電磁波による影響 （電磁波により機能は損なわれない） ― 

関連資料 46-3 配置図

第
2
号

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 46-3 配置図，46-4 系統図

第
3
号

試験・検査(検査性，系統構

成・外部入力) 
その他の電源設備 Ｉ 

関連資料 46-5 試験及び検査

第
4
号

切り替え性 当該設備の使用に当たり系統の切替操作が必要 Ｂａ 

関連資料 46-4 系統図，46-7 接続図

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他(飛散物) 対象外 対象外 

関連資料 46-4 系統図

第
6
号

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 ― 

第
3
項

第
1
号

可搬SAの容量 負荷に直接接続する可搬型設備 Ｂ 

関連資料 46-6 容量設定根拠

第
2
号

可搬SAの接続性 ボルト・ネジ接続 Ａ 

関連資料 46-4 系統図，46-7 接続図

第
3
号

異なる複数の接続箇所の確保 対象外 対象外 

関連資料 ― 

第
4
号

設置場所 (放射線量の高くなるおそれの少ない場所を選定) ― 

関連資料 46-3 配置図

第
5
号

保管場所 屋内(共通要因の考慮対象設備なし) Ａｂ 

関連資料 46-3 配置図

第
6
号

アクセスルート 屋内（中央制御室） Ａ 

関連資料 46-9 アクセスルート図

第
７
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，外

部人為事象，溢水，火災 
防止設備―対象(代替対象ＤＢ設備有り)―屋内 Ａａ 

サポート系要因 （サポート系なし） 対象外 

関連資料 46-3 配置図，46-4 系統図，46-8 保管場所
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東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（可搬） 

第46条:原子炉冷却材圧カバウンダリを減圧す

るための設備 
高圧窒素ガスボンベ 

類型化 

区分 

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・湿度・圧力/

屋外の天候/放射線 
原子炉建屋原子炉棟 Ｂ 

荷重 (有効に機能を発揮する) ― 

海水 (海水を通水しない) 対象外 

他設備からの影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれ

がない) 
― 

関連資料 46-3 配置図

第
2
号

操作性 現場操作 
Ｂｂ，Ｂｃ，

Ｂｆ，Ｂｇ 

関連資料 46-3 配置図，46-4 系統図

第
3
号

試験・検査(検査性，系統構

成・外部入力) 
容器(タンク類) Ｃ 

関連資料 46-5 試験・検査説明資料

第
4
号

切り替え性 
当該系統の使用に当たり切替操作が不要 

当該系統の使用に当たり切替操作が必要 

Ｂｂ 

Ｂａ 

関連資料 46-4 系統図，46-7 接続図

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 弁等の操作で系統構成 Ａａ 

その他(飛散物) ― 対象外 

関連資料 46-3 配置図，46-4 系統図

第
6
号

設置場所 
現場（設置場所）で操作可能 

中央制御室で操作可能 
Ａａ，Ｂ 

関連資料 46-3 配置図

第
3
項

第
1
号

可搬SAの容量 負荷に直接接続する可搬型設備 Ｂ 

関連資料 46-6 容量設定根拠

第
2
号

可搬SAの接続性 専用の接続 Ｄ 

関連資料 46-4 系統図

第
3
号

異なる複数の接続箇所の確保 対象外 対象外 

関連資料 ― 

第
4
号

設置場所 
現場（設置場所）で操作可能 

中央制御室で操作可能 
Ａａ，Ｂ 

関連資料 46-3 配置図

第
5
号

保管場所 屋内(共通要因の考慮対象設備あり) Ａａ 

関連資料 46-3 配置図

第
6
号

アクセスルート 屋内アクセスルートの確保 Ａ 

関連資料 46-9 アクセスルート図

第
7
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，外

部人為事象，溢水，火災 
防止設備―対象(代替対象ＤＢ設備有り)―屋内 Ａａ 

サポート系要因 サポート系なし 対象外 

関連資料 46-3 配置図,46-4 系統図,46-8 保管場所,46-10 その他設備
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46-2 単線結線図 
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第 46-2-1 図 単線結線図 
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第 46-2-2 図 単線結線図 
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46-3 配置図

：設計基準対象施設を示す。 

：重大事故等対処設備を示す。
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第 46-3-1 図 過渡時自動減圧機能（計器）の配置図 
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第 46-3-2 図 過渡時自動減圧機能に係る中央制御室操作盤の配置図 

(原子炉建屋付属棟 3階) 
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第 46-3-3 図 逃がし安全弁用可搬型蓄電池の配置図 

(原子炉建屋付属棟 3階) 
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第 46-3-4 図 高圧窒素ガス供給系に係る機器（ボンベ・弁） 

の配置図(原子炉建屋原子炉棟 3 階) 
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第 46-3-5 図 主蒸気逃がし安全弁の配置図 

（格納容器内） 
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46-4 系統図



46-4-2

第 46-4-1 図 過渡時自動減圧機能の概略回路構成 
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図 46-4-2 高圧窒素ガス供給系（非常用） 系統概要図 
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図 46-4-3 可搬型代替直流電源設備による主蒸気逃がし安全弁(自動減圧機能)開放 概略図
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図 46-4-4 逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁(自動減圧機能付)開放 概要図 
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図 46-4-5 高圧窒素ガス供給系窒素供給圧力検出概要図 
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46-5 試験及び検査 



46-5-2 



46-5-3 



46-5-4 



46-5-5 
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第 46-5-1 図 過渡時自動減圧機能の試験及び検査 
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過渡時自動減圧機能の試験に対する考え方について 

1．概要 

重大事故等対処設備の試験・検査については，第 43 条（重大事故等対

処設備）第 1 項第三号に要求されており，解釈には，第 12 条（安全施設）

第 4 項の解釈に準ずるものと規定されている。 

このうち，過渡時自動減圧機能については，主蒸気逃がし安全弁の作動

信号を発信する設備であり，運転中に試験又は検査を実施する場合には，

誤操作等によりプラントに外乱を与える可能性があり，かつ，試験中又は

検査中は機能自体が維持できない状態となるため，原子炉の停止中（施設

定期検査時）に試験又は検査を行う設計とする。 

2．第 12 条第 4 項の要求に対する適合性の整理 

第 12 条第 4 項の要求 

「安全施設は，その健全性及び能力を確認するため，その安全機能の重

要度に応じ，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるも

のでなければならない。」 

表 46-5-1 第 12 条第 4 項の解釈の要求事項 

第 12 条

解釈 
要求事項 適合性の整理 

7 第 4 項に規定する「発電用原子炉の

運転又は停止中に試験又は検査がで

きる」とは，実系統を用いた試験又

は検査が不適当な場合には，試験用

のバイパス系を用いること等を許容

することを意味する。 

使用前検査及び停止中（施設定期検

査時）は，実系統を用いた試験又は

検査を実施する。 
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8-一 

発電用原子炉の運転中に待機状態に

ある安全施設は，運転中に定期的に

試験又は検査ができること。 

ただし，運転中の試験又は検査によ

って発電用原子炉の運転に大きな影

響を及ぼす場合は，この限りでな

い。また，多重性又は多様性を備え

た系統及び機器に当たっては，各々

が独立して試験又は検査ができるこ

と。 

過渡時自動減圧機能は，原子炉減圧

信号を発信するため，誤操作等によ

りプラントに外乱を与える可能性が

あるため，停止中（施設定期検査

時）に試験又は検査を行う設計とす

る。 

8-二 

運転中における安全保護系の各チャ

ンネルの機能確認試験にあたって

は，その実施中においても，その機

能自体が維持されていると同時に，

原子炉停止系及び非常用炉心冷却系

等の不必要な動作が発生しないこ

と。 

過渡時自動減圧機能は多重性を有し

ており，その試験の実施中において

も，機能自体は維持される設計とす

る。 

但し，誤操作等によりプラントに外

乱を与える可能性があり，運転中に

試験又は検査を行わないため，原子

炉緊急停止系及び非常用炉心冷却系

等の不必要な動作は発生しない。 

8-三 

発電用原子炉の停止中に定期的に行

う試験又は検査は，原子炉等規制法

及び技術基準規則に規定される試験

又は検査を含む。 

停止中（施設定期検査時）に，定期

事業者検査にて試験又は検査を実施

する。 

9 

第 4 項について，下表の左欄に掲げ

る施設に対しては右欄に示す要求事

項を満たさなければならない。 

「安全保護系」 

原則として原子炉の運転中に定期的

に試験ができるとともに，その健全

性及び多重性の維持を確認するた

め，各チャンネルが独立に試験でき

る設計であること。 

過渡時自動減圧機能は，多重性を有

しており，各チャンネルが独立に試

験できる設計とする。 

但し，誤操作等によりプラントに外

乱を与える可能性があるため，運転

中に試験又は検査を行わない。 

3．過渡時自動減圧機能の試験間隔の検討 

過渡時自動減圧機能は，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合であ

って，設計基準事故対処設備の原子炉の有する減圧機能が喪失した場合に

期待される設備である。過渡時自動減圧機能に関する信頼性評価において

は，試験頻度を施設定期検査毎として評価し，自動減圧機能による減圧機

能が喪失し，かつ過渡時自動減圧機能の故障により減圧機能が動作しない
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状態が発生する頻度※は誤動作確率 ／炉年又は不動作発生頻度

／炉年と十分に低いことを確認しており，施設定期検査毎の試

験頻度としても信頼性は十分確保できる。 

※46-12 参考資料参照

以上のことから，過渡時自動減圧機能は停止中（施設定期検査時）に試

験を実施することをもって対応するものとする。 
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第 46-5-2 図 高圧窒素ガス供給系（非常用）の試験及び検査 
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電圧確認が可能である。 

第 46-5-3 図 逃がし安全弁用可搬型蓄電池構造図 
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46-6 容量設定根拠
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逃がし安全弁 

名称 逃がし安全弁（安全弁機能） 

吹出量 t/h/個 【設定根拠】記載 表 1 参照 

【設定根拠】 

逃がし安全弁は，原子炉冷却材圧力バウンダリの過度の圧力上昇を

防止するため，格納容器内の主蒸気配管に設置された重大事故等対処

設備であり，原子炉の蒸気を，排気管によりサプレッション・プール

水面下に導き凝縮する設計としている。 

逃がし安全弁（安全弁機能）は設計基準事故対処設備としての安全

機能を兼ね備えた設備であり，逃がし安全弁（安全弁機能）を必要と

する重大事故シーケンスにおいて，設計基準と同等の容量で原子炉冷

却材圧力バウンダリを減圧できることを確認している。 

以上のことから，逃がし安全弁（安全弁機能）の吹出し量は，設計

基準事故対処設備としての吹出し量と同仕様とする。 

逃がし安全弁（安全弁機能）の吹出し量を表1に示す。 

表1 逃がし安全弁の安全弁機能における吹出し量 

吹出し圧力 弁個数 
吹出量／個 

（吹出し圧力×1.03において） 

7.79MPa[gage] 2個 385.2t/h 

8.10MPa[gage] 4個 400.5t/h 

8.17MPa[gage] 4個 403.9t/h 

8.24MPa[gage] 4個 407.2t/h 

8.31MPa[gage] 4個 410.6t/h 
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過渡時自動減圧機能 

名 称 原子炉水位異常低下（レベル 1） 

保護目的／機能 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合であって設

計基準事故対処設備の原子炉の有する減圧機能が喪失

した場合において，炉心の著しい損傷及び格納容器破

損（炉心の著しい損傷後に発生するものに限る。）を

防止するため，原子炉水位異常低下（レベル 1）及び

残留熱除去系ポンプ又は低圧炉心スプレイ系ポンプ運

転状態で主蒸気逃がし安全弁を作動させる。 

設定値 原子炉圧力容器ゼロレベル＊より 960cm 以上 

【設定根拠】 

過渡事象時に高圧注水機能が喪失し，原子炉水位のみ低下していく事

象では，格納容器圧力高が発生せず，自動減圧系が自動起動しない。そ

のため，自動減圧系の代替として，原子炉を減圧させるため，残留熱除

去系ポンプ又は低圧炉心スプレイ系ポンプ運転中のみ，自動減圧系と同

様の原子炉水位異常低下（レベル1）を設定する。 

注記＊：原子炉圧力容器ゼロレベルは，原子炉圧力容器基準点を示

す。 

＜補足＞ 

・炉心の著しい損傷を防止するためのシステムであることを考慮し，

炉心が露出しないように燃料有効長頂部より高い設定として，原子

炉水位異常低下（レベル1）とする。

・主蒸気逃がし安全弁の作動は冷却材の放出となり，その補給に残留

熱除去系，低圧炉心スプレイ系により注水が必要であることを考慮

して，残留熱除去系，低圧炉心スプレイ系が自動起動する原子炉水
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位異常低下（レベル1）の設定とする。 

＜参考＞ 

第44-6-2図 自動減圧系，過渡時自動減圧機能作動と原子炉水位 

異常低下（レベル1）設定値の概要図 

967.93cm 

964.00cm 

960.07cm 

原子炉水位異常低下 

(レベル 1)設定値

(自動減圧系，過渡時

自動減圧機能作動)

セット値

(過渡時ＡＤＳ)

計器誤差 3.93cm 

ＡＤＳ  ：自動減圧系 

過渡時ＡＤＳ：過渡時自動減圧機能 

セット値 ：実機の計装設備にセットする値

計器誤差 ：検出器などの計器誤差に余裕を

加算したもの 

計器誤差 3.93cm 

計器誤差 3.93cm 

計器誤差 3.93cm 

セット値

(ＡＤＳ)
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逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

名 称 逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

個数 個 2（予備 1） 

容量 Wh／個 2,400 

【設定根拠】 

常設直流電源が喪失した場合，主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機

能）（2 個）の作動が可能なように逃がし安全弁用可搬型蓄電池を設置

する。 

1．容量

逃がし安全弁用可搬型蓄電池の容量は，主蒸気逃がし安全弁（自動

減圧機能）を作動させるために必要な容量を基に設定する。 

主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）を動作させるために必要な容

量は，直流電源設備に要求している 24 時間の容量とし以下のとおり。 

Ｃ=Ｐ×ｔ×２ 

=30×24×2 

=1,440Wh 

Ｃ：24 時間給電での必要な容量(Wh) 

Ｐ：主蒸気逃がし安全弁自動減圧系用電磁弁（1 個）の消費 

電力【Wh】=30 

ｔ：主蒸気逃がし安全弁自動減圧系用用電磁弁への給電 

時間【h】=24 

以上より，逃がし安全弁用可搬型蓄電池の容量は，1,440Wh に対し

十分余裕を有する 2,400Wh とする。 
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高圧窒素ボンベ 

名称 高圧窒素ボンベ 

容量 L/本 約 47 

最高使用圧力 MPa［gage］ 約 15 注１

【設定根拠】 

高圧窒素ボンベは，可搬型重大事故等対処設備として設置する。 

高圧窒素ボンベは，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であっ

て，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した

場合においても炉心の著しい損傷及び格納容器の破損を防止するため，

逃がし安全弁（自動減圧機能）を作動させ，原子炉冷却材圧力バウンダ

リを減圧するために設置する。

1．容量

高圧窒素ボンベの容量は，逃がし安全弁（自動減圧機能）を7日間開

保持するために必要な窒素ガス量を確保している。確保量の根拠は以

下のとおり。 

1.1 窒素ガス消費量＊

非常用窒素供給系1系列を重大事故等 

の供給圧力まで加圧するための消費量  ： 

非常用窒素供給系1系列4弁を開動作 

するための消費量  ： 

注 1 最高充填圧力を示す。 
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非常用窒素供給1系列4弁を7日間 

開保持するための消費量   ： ］ 

 合計： ］ 

＊：非常用窒素供給系は，独立した2系列の系統としており。A系：4

台，B系：3台の逃がし安全弁（自動減圧機能）へ窒素を供給し

ている。ここでは，窒素消費量が多くなるA系について算出す

る。 

1.2 高圧窒素ボンベによる供給量 

S ＝
�P �MPa�abs�� P �MPa�abs���

P �MPa�abs�� � V L/本 �M	本

＝
� �MPa�abs�� �MPa�abs���

0.1013�MPa�abs�� � 46.7	 L/本 �M	本

＝ 	 NL/本 �M	本

Sb：ボンベによる供給量［NL］ 

P1：ボンベ初期充填圧力＝ ［MPa（abs）］ 

P2：ボンベ交換圧力＝ ［MPa（abs）］ 

PN：大気圧＝0.1013［MPa（abs）］ 

Vb：ボンベ容量＝46.7［L/本］ 

M：必要ボンベ本数［本］ 
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開保持するために必要な窒素ガス消費量より多い供給量（Sb）が

必要であり， 

Sb ＞  

上記の関係式より 

×M ＞ 

M ＞ 

よって，非常用窒素供給系（A系）の必要ボンベ本数は，5本であ

り。非常用窒素供給系（B系）についても，同数のボンベを配備する

ため，必要ボンベ本数は，10本（約47L／本）／セットとする。 

高圧窒素ボンベは，負荷に直接接続する可搬型重大事故等対処設備

であるため，保有数は１セットに，故障時のバックアップ及び保守点

検による待機除外時のバックアップとして10本を加え，20本（予備10

本）を保有する。 

2．最高使用圧力 

高圧窒素ボンベの最高使用圧力は，ボンベの最高充填圧力である約

15MPa［gage］とする。 
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非常用窒素供給系 

名称 非常用窒素供給系 

供給圧力 MPa［gage］ 以上 

【設定根拠】 

非常用窒素供給系は，常設重大事故等対処設備として設置する。 

非常用窒素供給系，格納容器圧力が上昇した場合，これによる背圧の

影響を受け，逃がし安全弁（自動減圧機能）エアシリンダで発生する作

動力が減少するため，背圧対策として，格納容器圧力が設計圧力の2倍

（2Pd）となった場合においても主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能

付）を問題なく動作させることを考慮し，供給圧力を「 1.06 MPa

［gage］以上」とする。 

1．主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）の開動作条件

主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）の開条件は次式で表される。

F ＋
F
n F ＋F ＋F ＋

F
n ＋F ・・・①

ここに， 

FN：高圧窒素ガス供給系（非常用）圧力によるピストン押上げ力 

FN ＝ PN × S2

PN：高圧窒素ガス供給系（非常用）圧力 

S2：ピストン受圧面積[mm2] 
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FR：原子炉圧力による弁体の揚力 

FR ＝  [N] 

※安全側の仮定として，原子炉圧力は大気圧としている。

n：レバー比 

n ＝ 

FS2：シリンダスプリング荷重 

FS2 ＝  ［N］ 

FV：可動部重力

FV ＝ ［N］ 

FP：格納容器圧力によるピストン押下げ力 

FP ＝ PP × S2

PP：格納容器圧力（2Pd ＝ 0.62 MPa［gage］を想定する） 

FS1：弁本体のスプリング荷重 

FS1 ＝  ［N］ 

FF：ピストンＯリング摩擦力 

FF ＝  ［N］

上記に基づき評価を行った結果，PN  ≧ MPa［gage］のとき，

①式の主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）開条件が成立する。

したがって，非常用窒素供給系圧力が  MPa［gage］以上のと

き，格納容器圧力が最高使用圧力の2倍の圧力であっても，逃がし安全

弁（自動減圧機能）は開可能である。 
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図１ 逃がし安全弁 機構概要図 

ＦＳ１

ＦＶＦＦ

レバー比：ｎ

ＦＲ

ＦＮ

ＦＰ

ＦＳ２
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46-7 接続図



46-7-2

第 46-7-1 図 逃がし安全弁用可搬型蓄電池の接続図 
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46-8 保管場所図
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第 46-8-1 図 高圧窒素ガス供給系(非常用)に係る機器(ボンベ)の配置図 

（原子炉建屋付属棟 3 階） 
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第 46-8-2 図 逃がし安全弁用可搬型蓄電池の配置図 

（原子炉建屋付属棟 3 階） 
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46-9 アクセスルート図

「東海第二発電所 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて」

より抜粋 
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第 46-9-1 図 東海第二発電所の重大事故発生時の屋内アクセスルート 

（1／4） 
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第 46-9-2 図 東海第二発電所の重大事故発生時の屋内アクセスルート 

（2／4） 
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第 46-9-3 図 東海第二発電所の重大事故発生時の屋内アクセスルート 

（3／4） 
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第 46-9-4 図 東海第二発電所の重大事故発生時の屋内アクセスルート 

（4／4） 
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46-10 その他設備
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 以下に，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための自主対策設備の概要

を示す。 

(1) タービンバイパス系

主蒸気隔離弁が全開状態であり，かつ，常用電源が健全で，タービン制

御系の圧力制御装置及び復水器が使用できる場合に，タービンバイパス弁

を開操作することで原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧を実施する。 

第 46-10-1 図 タービン制御系 概要図 

(2) 可搬型窒素供給装置（小型）

主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能付）開保持期間中に，主蒸気逃がし

安全弁駆動用の高圧窒素ガス供給系（非常用）が予備の高圧窒素ガスボン

ベから供給している場合において，高圧窒素ガスボンベ圧力低警報が発生

した場合は，可搬型窒素発生装置（小型）からの供給に切り替えることに

より，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する。 

発電機高圧
タービン

低圧
タービン原子炉

ＭＳＩＶ

タービン
バイパス弁

復水器

発電機
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(3) 代替逃がし安全弁駆動装置

代替逃がし安全弁駆動装置は，高圧窒素ガス供給系が機能喪失した場合

においても，主蒸気逃がし安全弁の開操作を可能とし，原子炉冷却材圧力

バウンダリの減圧操作が行えるよう，窒素ガス供給を行うことができる。 

本系統は，高圧窒素ガスボンベ，減圧弁等により構成する。また，高圧

窒素ガスは，主蒸気逃がし安全弁のうち自動減圧機能なしの 4 個へ供給さ

れる。 

なお，本系統は，既設の高圧窒素ガス供給系とは別に，高圧窒素ガスボ

ンベを配備する。

本系統は，電磁弁操作を必要とせず，高圧窒素ガス供給系が機能喪失し

た場合に，自動減圧機能なしの 4 個へ高圧窒素ガスボンベの窒素ガスを減

圧し，供給を行う。また，設置する設備はすべて現場手動操作を行うもの

とし，電源に依存しないものとする。 
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第 46-10-2 図 可搬型窒素供給装置及び代替逃がし安全弁駆動装置 
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（参考） 

主蒸気逃がし安全弁の機能 

a．逃がし弁機能 

本機能における主蒸気逃がし安全弁は，原子炉冷却材圧力バウンダリの過

度の圧力上昇を抑えるため，原子炉圧力高の信号によりアクチュエータのピ

ストンを駆動して強制的に開放する。18 個の主蒸気逃がし安全弁は，すべて

この機能を有している。 

b．安全弁機能 

本機能における主蒸気逃がし安全弁は，原子炉冷却材圧力バウンダリの過

度の圧力上昇を抑えるため，逃がし弁機能のバックアップとして，圧力の上

昇に伴いスプリングに打ち勝って自動解放されることにより，原子炉冷却材

圧力バウンダリの最も過酷な圧力変化の場合にも原子炉圧力が最高使用圧力

の 1.1 倍を超えないように設計されている。18 個の主蒸気逃がし安全弁は，

すべてこの機能を有している。 

c．自動減圧機能 

自動減圧機能は，非常用炉心冷却系の一部であり，原子炉水位異常低とド

ライウェル圧力高の同時信号により，ピストンを駆動して主蒸気逃がし安全

弁（自動減圧機能付）を強制的に開放し，LOCA 時等に原子炉圧力を速やかに

低下させて，低圧注水系の早期の注水を促す。18 個の主蒸気逃がし安全弁の

うち，7 個がこの機能を有している。 
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第 46-10-3 図 主蒸気逃がし安全弁 設備概要図 

窒素 

主蒸気入口 

主蒸気出口 
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主蒸気逃がし安全弁作動時の機構 

ADS 作動信号 

ADS 機能用電磁弁励磁 

（直列 2 重化） 

逃がし弁作動信号（原

子炉圧力高） 

逃がし弁機能用 

電磁弁励磁 

アキュムレータの窒素圧力がシリンダ内のピストンに供給される

ピストンとピストンロッドが上昇し，レバーが作動する 

安全弁のスプリング力に打ち勝ち，弁棒をリフトする 

弁体が蒸気圧力に（原子炉圧力）によって持ち上げられる 

（自動減圧機能） （逃がし弁機能） 

（安全弁機能） 

逃がし弁機能のバックアップとして，圧力の上昇に伴いスプリング

に打ち勝って自動解放される。 
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46-11 過渡時自動減圧機能について
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1．概要

本資料は，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合であって，自動減圧

機能が有する原子炉の減圧機能喪失（以下「原子炉減圧機能喪失」という。）

が喪失した場合においても，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧し，炉心の

著しい損傷及び格納容器の破損を防止するために必要な設備について説明す

る。 

2．基本方針 

原子炉減圧機能喪失が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した

場合において，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧し，炉心の著しい損傷及

び格納容器の破損を防止するための設備（以下「過渡時自動減圧機能」とい

う。）を設置する。 

3．過渡時自動減圧機能の設計方針 

過渡時自動減圧機能の設計方針を以下に示す。 

(1) 環境条件

過渡時自動減圧機能は，中央制御室，原子炉建屋付属棟及び原子炉建

屋原子炉棟内に設置する設備であることから，その機能を期待される重

大事故等が発生した場合における，中央制御室，原子炉建屋付属棟及び

原子炉建屋原子炉棟内の環境条件（温度・圧力・湿度・放射線，屋外の

天候による影響，海水通水の影響，地震，竜巻，風（台風），積雪，火

山及び電磁的障害）を考慮し，その機能を有効に発揮できる設計とする。 
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(2) 操作性

過渡時自動減圧機能は，原子炉水位が設定値に達すること及び残留熱

除去系ポンプ（低圧注水系）又は低圧炉心スプレイ系ポンプ（以下「残

留熱除去系ポンプ（低圧注水系）等」という。）が運転中で自動的に論

理回路が作動する設計とし，操作性に関する設計上の考慮は不要である。 

(3) 悪影響防止

自動減圧系と過渡時自動減圧機能の論理回路は第46-11-1図のとおり

であり，過渡時自動減圧機能の論理回路は，自動減圧系とは別の制御盤

に収納することで，自動減圧系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

過渡時自動減圧機能は，第46-11-2図のとおり原子炉水位異常低下

（レベル1）及び残留熱除去系ポンプ又は低圧炉心スプレイ系ポンプ吐

出圧力高の検出器からの入力信号並びに論理回路からの逃がし安全弁

（自動減圧機能）作動用電磁弁制御信号は，自動減圧系と共有するが自

動減圧系と検出器信号についてリレーにより分離し，論理回路電源は，

配線用遮断器及びヒューズにより分離することで，自動減圧系に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

過渡時自動減圧機能は，他の設備と電気的に分離することで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

(4) 耐震性

過渡時自動減圧機能は，基準地震動Ｓｓによる地震動に対して，必要

な機能を維持する設計とする。 
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(5) 多様性 

過渡時自動減圧機能の論理回路は，格納容器圧力高の信号がなく，格

納容器圧力高の信号成立により動作する自動減圧系論理回路に対して多

様性を有する設計とする。 

過渡時自動減圧機能は，自動減圧系と共通要因によって同時に機能が

損なわれないよう，自動減圧系の制御盤と位置的分散を図ることで，地

震，火災，溢水等の主要な共通要因故障によって同時に機能を損なわれ

ない設計とする。 

過渡時自動減圧機能は，他の設備と電気的に分離することで，共通要

因によって同時に機能を損なわない設計とする。 

4．共通要因による影響防止対策 

過渡時自動減圧機能論理回路は，共通要因によって自動減圧機能と同時に

機能が損なわれないよう以下の措置を講じる設計とする。 

・過渡時自動減圧機能及び自動減圧機能の論理回路は，金属製筐体の異な

る制御盤に収納するとともに，位置的分散を図り，火災により同時に機

能が損なわれることがない設計とする。 

   なお，確実に位置的分散するため，過渡時自動減圧機能と自動減圧機能

は別々の制御盤に分ける設計とする。

・過渡時自動減圧機能及び自動減圧機能の制御盤は，耐震性を有した設計

とし，地震により同時に機能が損なわれることがない設計とする。 

・過渡時自動減圧機能及び自動減圧機能の制御盤は，溢水源のない中央制

御室に設置し，溢水により同時に機能が損なわれることがない設計とす

る。 
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第 46-11-1 図 自動減圧系及び過渡時自動減圧機能の論理回路 
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第 46-11-2 図 信号の分離について 
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第 44-11-3 図 過渡時自動減圧機能及び自動減圧系の設置場所 
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46-12 過渡時自動減圧機能に関する健全性について 
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1．設計方針

(1) 設置目的

過渡時自動減圧機能は，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合で

あって，自動減圧機能が有する原子炉の減圧機能喪失（以下「原子炉減

圧機能喪失」という。）が喪失した場合においても，原子炉冷却材圧力

バウンダリを減圧し，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防

止することを目的とする。 

(2) 原子炉減圧機能喪失の発生要因

原子炉減圧機能喪失は，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合で

あって，自動減圧機能が有する原子炉の減圧機能喪失を想定する。 

(3) 過渡時自動減圧機能に要求される機能

過渡時自動減圧機能には，原子炉を減圧することが求められており，

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関

する規則の解釈」の第四十六条１（１）ａ）に従い，以下の機能を設け

ている。 

・過渡時自動減圧機能

原子炉水位異常低下（レベル１）及び残留熱除去系ポンプ又は低圧

炉心スプレイ系ポンプ運転状態で主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）

を作動させる過渡時自動減圧論理回路を設ける。 

(4) 過渡時自動減圧機能の作動論理回路

原子炉減圧機能喪失の要因のひとつとして，高圧注水機能が喪失し，

原子炉水位のみ低下し，ドライウェル圧力高が発生しない場合があるた
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め，原子炉水位の低下を検知することにより過渡時自動減圧機能を作動

させるものとする。 

過渡時自動減圧機能の作動論理回路は，原子炉水位異常低下（レベル

1），残留熱除去系ポンプ又は低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力確立

の条件成立時，2 out of 2 論理により自動で動作し，操作を行わない設

計とする。 

(5) 過渡時自動減圧機能の不具合による自動減圧機能への影響防止対策 

過渡時自動減圧機能故障による自動減圧機能の誤作動を防止するため，

以下の対策を考慮した設計としている。 

ａ．過渡時減圧機能の内部構成を多重化（検出信号の多重化）し，単一

故障により誤作動しない設計とする。 

ｂ．過渡時自動減圧機能は論理回路成立時に作動信号を励磁出力する設

計とし，駆動源である電源の喪失が生じた場合に誤信号を発信しな

い設計とする。また，過渡時自動減圧機能が電源喪失した場合は，

中央制御室に警報を発信することから，故障を早期に把握し，復旧

対応を行うことが可能である。 

ｃ．過渡時自動減圧機能の論理回路は，自動減圧系制御盤とは電源区分

毎に分離することで位置的分散を図り，地震，火災，溢水等の主要

な共通要因故障によって同時に機能を損なわれない設計とすること

で基準に適合させる。 

なお，確実に位置的分散するため，過渡時自動減圧機能と自動減

圧系は別々の制御盤に分ける設計とする。 
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(6) 過渡時自動減圧機能の信頼性評価

過渡時自動減圧機能の信頼性評価結果として，プラント稼働性に影響

を与えるような誤動作率，及び不動作となる発生頻度を第 46-12-1 表に

示す。第 46-12-1 表より，本設備の誤動作によりプラント外乱が発生す

る頻度及び不動作の発生頻度も十分小さいことから，高い信頼性を有し

ている。 

なお，誤動作率，不動作の発生頻度の評価の詳細は，参考資料に示す。 

第 46-12-1 表 過渡時自動減圧機能の信頼性評価結果 

過渡時自動減圧機能 

誤動作率 ／炉年 ※1

不動作の発生頻度 ／炉年 ※2

※1：過渡時自動減圧機能が誤動作する頻度

※2：原子炉減圧機能喪失が発生し，かつ過渡時自動減圧機能

が不動作である事象が発生する頻度 

2．設備概要 

(1) 機器仕様

a．過渡時自動減圧機能 

取付箇所：中央制御室 

設備概要：原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合であって，設計

基準事故対処設備の原子炉の有する減圧機能が喪失した場

合に，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器破損を防止す

るため，原子炉水位異常低下（レベル１）及び残留熱除去
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系ポンプ又は低圧炉心スプレイ系ポンプ運転状態で主蒸気

逃がし安全弁 2 個を作動させる 

過渡時自動減圧機能の主な機能・設備 

・原子炉水位異常低下（レベル 1）及び残留熱除去系ポンプ又は低圧

炉心スプレイ系ポンプ運転状態で過渡時自動減圧信号を発信する回

路である。

b．過渡時自動減圧機能作動信号 

作動に関する信号：残留熱除去系ポンプ又は低圧炉心スプレイ系ポン

プ運転中における原子炉水位異常低下（レベル 1）

信号 

設定値：原子炉水位異常低下（レベル 1）：原子炉圧力容器ゼロレベ

ル*より 960cm 以上

* 原子炉圧力容器ゼロレベルは，原子炉圧力容器基準点示す。

作動信号：過渡時自動減圧信号 

作動信号を発信させない条件：自動減圧起動の阻止スイッチ 

(2) 設定根拠

過渡時自動減圧機能作動信号の設定値は以下の事項を考慮して決定する。

過渡事象時に高圧注水機能が喪失し，原子炉水位のみ低下していく事象

では，格納容器圧力高が発生せず，自動減圧機能が自動起動しない。その

ため，自動減圧機能の代替として，原子炉を減圧させるため，残留熱除去
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系ポンプ（低圧注水系）等が運転中のみ，自動減圧機能と同様の原子炉水

位異常低下（レベル 1）を設定する。 

なお，重大事故時等の有効性評価「高圧注水・減圧機能喪失」において，

上記の設定値（レベル 1）が作動してから 10 分後に主蒸気逃がし安全弁 2

弁が開くことで，残留熱除去系ポンプ（低圧注水系）等を用いた原子炉注

水及び除熱を実施することにより，炉心損傷しないことを確認している。 

(3) 設備概要

a．設置場所 

第 46-12-1 図 過渡時自動減圧機能（盤）設置箇所 
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b．回路構成 

(a) 自動減圧系と過渡時自動減圧機能の回路構成概略及び設計上の考

慮

過渡時自動減圧機能の論理回路は，自動減圧系とは別の制御盤に

収納することで，自動減圧系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

過渡時自動減圧機能は，第46-11-2図のとおり原子炉水位異常低

下（レベル1）及び残留熱除去系ポンプ又は低圧炉心スプレイ系ポ

ンプ吐出圧力高の検出器からの入力信号並びに論理回路からの逃が

し安全弁（自動減圧機能）作動用電磁弁制御信号は，自動減圧系と

共有するが自動減圧系と検出器信号についてリレーにより分離し，

論理回路電源は，配線用遮断器及びヒューズにより分離することで，

自動減圧系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

過渡時自動減圧機能は，他の設備と電気的に分離することで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

(b) 原子炉圧力を減圧する設備の作動信号のタイマー設定根拠

第 46-12-2 図 タイマー設定根拠 
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過渡時自動減圧機能は，自動減圧機能が不動作時に期待される機

能であるため，不要な動作を回避する観点から，作動信号の発信に

対してタイマーを設置している。 

自動減圧機能本来の安全機能と干渉しないように，自動減圧機能

の原子炉水位異常低下（レベル 1）後 120 秒で成立する減圧信号よ

り遅く起動する必要がある。また，過渡時自動減圧機能には，設備

誤作動時に原子炉の運転を阻害しないように起動阻止スイッチの判

断操作の時間的余裕を考慮し，設備作動までに 10 分の時間遅れを

設ける。これにより，過渡時自動減圧機能論理回路タイマー設定値

は 10 分とする。なお，事象発生から 10 分後に過渡時自動減圧機能

論理による減圧で低圧注水系等により十分な炉心冷却が可能である。 

第 46-12-2 表 過渡時自動減圧機能の作動遅れ時間 

 ADS 起動遅延 

自動減圧機能自動起動信号 120 秒 

過渡時自動減圧機能自動起動信号 10 分 
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参考資料 

過渡時自動減圧機能の信頼性評価 

1．誤動作率評価

プラント運転中に過渡時自動減圧機能が誤動作した場合，プラントの出力

運転に外乱を与えることとなる。ここでは，過渡時自動減圧機能の設計情報

を基に，フォールトツリーを用いて過渡時自動減圧機能の誤動作率を評価す

る。過渡時自動減圧機能の誤動作率の評価に係る回路の概略図を第 1 図に示

す。また，フォールトツリーの概略図を第 2 図に示す。 

フォールトツリーを構築する際の考え方は，基本的に東海第二発電所にお

ける確率論的リスク評価と同じ考え方とした。評価に関して適用した仮定及

びデータ等は以下のとおり。 

・回路の構成部品等，機器の故障率は，日本原子力技術協会「故障件数の

不確実さを考慮した国内一般機器故障率の推定（2009 年 5 月）（国内一

般故障率 21 ヶ年データ）時間故障率」に記載の値を参照した。パラメ

ータを第 1 表に示す。

これらの考え方を元に評価した各回路の誤動作確率を第 2 表に示す。また，

論理回路のみの誤動作確率を第 3 表に示す。その結果，第 2 表より，過渡時

自動減圧機能の誤動作確率は ／h（ ／炉年），第 3 表よ

り，過渡時自動減圧機能の誤動作確率（共用部を含めない範囲）は

／h（ ／炉年）という評価結果となった。 



46-12-10

第 1 表 各構成部品の故障率 

構成部品 故障率（誤動作率（／h））※１

検出器（水位） 2.2×10－８

検出器（圧力） 3.5×10－８

設定器 9.5×10－９

リレー 3.0×10－９

遅延リレー 4.7×10－９

※1 日本原子力技術協会「故障件数の不確実さを考慮した国内一般機器故

障率の推定（2009 年 5 月）（国内一般故障率 21 ヶ年データ）時間故障

率」に記載の値を参照した。 

第 2 表 誤動作確率評価結果一覧 

評価範囲又は共通原因 誤動作確率 

①原子炉水位異常低下(ﾚﾍﾞﾙ 1)論理回路

（Ａ１）

／炉年 

②ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出圧力確立論理回路（Ａ１） ／炉年 

③過渡時自動減圧論理回路（Ａ１）

（①，②論理回路を含む）
／炉年 

④過渡時自動減圧論理回路（Ａ）

（Ａ１（③），Ａ２論理回路を含む）

／炉年 

過渡時自動減圧機能の誤動作確率 

（①～④及び（Ｂ）論理回路含む）

／炉年

／ｈ※２

※2 年間当たりの誤動作確率を 8760 時間で割ることにより，単位時間当た

りの誤動作確率を算出した。 

第 3 表 誤動作確率評価結果一覧（共用部を含めない範囲） 

評価範囲又は共通原因 誤動作確率 

①原子炉水位異常低下(ﾚﾍﾞﾙ 1)論理回路

（Ａ１）

／炉年 

②ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出圧力確立論理回路（Ａ１） ／炉年 

③過渡時自動減圧論理回路（Ａ１）

（①，②論理回路を含む）
／炉年 

④過渡時自動減圧論理回路（Ａ）

（Ａ１（③），Ａ２論理回路を含む）

／炉年 

過渡時自動減圧機能の誤動作確率 

（①～④及び（Ｂ）論理回路含む）

／炉年

／ｈ※３

※3 年間当たりの誤動作確率を 8760 時間で割ることにより，単位時間当た

りの誤動作確率を算出した。 
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第 1 図 誤動作率評価モデル 

第 2 図 誤動作率評価フォールトツリー 
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2．不動作の発生頻度 

過渡時自動減圧機能が動作を要求されるプラント状態に至った際に過渡時

自動減圧機能が動作しない確率（誤不動作確率）を，フォールトツリーによ

り評価した。過渡時自動減圧機能の誤不動作確率の評価に係る回路の概略図

を第 3 図に示す。また，フォールトツリーの概要図を第 4 図に示す。 

フォールトツリーを構築する際の考え方は，基本的に東海第二発電所にお

ける確率論的リスク評価と同じ考え方とした。評価に関して適用した仮定及

びデータ等は以下のとおり。 

・回路の構成部品等，機器の故障率は，日本原子力技術協会「故障件数の

不確実さを考慮した国内一般機器故障率の推定（2009 年 5 月）(国内一

般故障率 21 ヵ年データ）時間故障率」に記載の値を参照した。パラメ

ータを第 3 表に示す。

・共通要因故障（ＣＣＦ）のモデル化にはＭＧＬ法を用いた

・故障確率 P は P=1/2λT で評価した。（λ：故障率，T：健全性確認間隔）

・健全性確認間隔は 8760h とした。

また，この非信頼性と，内部事象ＰＲＡにおいて過渡時自動減圧に期待す

る状況の発生頻度※１の積をとることにより，原子炉冷却材圧力バウンダリが

高圧の状態であって，自動減圧機能による原子炉の減圧機能が喪失し，かつ

過渡時自動減圧機能の故障により緩和機能が動作しない状態の発生頻度，つ

まり，過渡時自動減圧機能不動作の頻度を求めた。 

各回路の非信頼度を求めた結果を第 5 表に示す。また，共用部を含めない

範囲の非信頼度を第 6 表に示す。その結果，第 5 表より，過渡時自動減圧機

能の非信頼度（誤不動作確率）は ，第 6 表より，過渡時自動減圧
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機能の非信頼度（誤不動作確率）（共用部を含めない範囲）は とい

う評価結果となった。 

過渡時自動減圧機能の非信頼性度（誤不動作確率）に，内部事象ＰＲＡに

おいて過渡時自動減圧に期待する状況の発生頻度（2.0×10-８／炉年）を乗算

することにより，過渡時自動減圧機能の非信頼度（誤不動作の発生頻度）

／炉年，共用部を含めない範囲の非信頼度（誤不動作の発生頻度）

／炉年が求められる。 

※1 過渡時自動減圧機能によって炉心損傷頻度の低下に期待できる状況は，

重大事故等対処設備には期待しない前提でのＰＲＡモデルから評価し

た。これに該当する事故シーケンスグループはＴＱＵＸ（2.0×10-８／

炉年）であることから，これらのＣＤＦの和が当該状況の発生頻度と

なる。なお，他の重大事故等対処設備（高圧代替注水系等）を期待す

ると当該状況の発生頻度はより小さな値となる。 
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第 4 表 各構成部品の故障率 

構成部品 故障率（不動作率（／h））※１

検出器（水位） 1.4×10－８

検出器（圧力） 2.9×10－９

設定器 2.3×10－９

リレー 1.5×10－９

遅延リレー 4.7×10－９

ヒューズ 5.5×10－９

手動スイッチ 1.1×10－９

電源装置 6.6×10－９

※1 日本原子力技術協会「故障件数の不確実さを考慮した国内一般機器

故障率の推定（2009年5月）(国内一般故障率21ヵ年データ）時間故

障率」に記載の値を参照した。 

第 5 表 非信頼度の評価結果一覧

評価範囲又は共通原因 非信頼度(1/d) 

① 原子炉水位異常低下(ﾚﾍﾞﾙ 1)論理回路

（Ａ１）

② ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出圧力確立論理回路（Ａ１）

③ 過渡時自動減圧論理回路（Ａ１）

（①，②論理回路を含む）

④ 過渡時自動減圧論理回路（Ａ）

（Ａ１（③），Ａ２論理回路を含む）

⑤ 過渡時自動減圧回路

（Ａ（④），Ｂ論理回路を含む）

⑥ 検出器共通原因故障

過渡時自動減圧機能の非信頼度（①～⑥） 
／炉年※２

※2 内部事象ＰＲＡにおいて過渡時自動減圧回路に期待する状況（高圧

注水・減圧機能喪失）の発生頻度(2.0×10-８／炉年)を乗じ，過渡時

自動減圧機能の不作動の発生頻度を算出 
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第 6 表 非信頼度の評価結果一覧（共用部を含めない範囲）

評価範囲又は共通原因 非信頼度 

①原子炉水位異常低下(ﾚﾍﾞﾙ 1)論理回路

（Ａ１）

②ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出圧力確立論理回路（Ａ１）

③過渡時自動減圧論理回路（Ａ１）

（①，②論理回路を含む）

④過渡時自動減圧論理回路（Ａ）

（Ａ１（③），Ａ２論理回路を含む）

⑤過渡時自動減圧回路

（Ａ（④），Ｂ論理回路を含む）

⑥検出器共通原因故障

過渡時自動減圧機能の非信頼度（①～⑥） 

※3 検出器等の共用部の故障を考慮しないため

※4 ポンプ吐出圧力は２要素（Ａ系： LPCI-A，LPCS Ｂ系： LPCI-B，C）

のため共用部の故障の寄与が小さいため 

※5 ①論理回路の共用部の非信頼度低下の寄与

※6 内部事象ＰＲＡにおいて過渡時自動減圧機能論理回路に期待する状

況（高圧注水・減圧機能喪失）の発生頻度(2.0×10
-８
／炉年)を乗じ，

過渡時自動減圧機能の不作動の発生頻度を算出 
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第 3 図 非信頼度評価モデル 

第 4 図 非信頼度評価フォールトツリー 
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47-1 SA設備基準適合性 一覧表 
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東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第47条:原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時

に発電用原子炉を冷却するための設備 
常設低圧代替注水系ポンプ 類型化区分

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・環境圧力・

湿度／屋外の天候／放

射線／荷重 

その他の建屋内 Ｃ 

海水 
使用時に海水を通水又は淡水だけでなく海水も使用可

能 
Ⅱ 

周辺機器等からの悪影

響 

(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがな

い) 
－ 

電磁的障害 （電磁波の影響を受けない） － 

関連資料 47-3 配置図  

第
2
号

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 47-4 系統図，47-7 接続図  

第
3
号

試験・検査(検査性，系統構

成・外部入力) 
ポンプ Ａ 

関連資料 47-5 試験検査  

第
4
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 47-4 系統図  

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常待機時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他(飛散物) その他設備 対象外 

関連資料 47-4 系統図  

第
6
号

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 47-3 配置図  

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 重大事故等への対処を本来の目的として設置するもの Ａ 

関連資料 47-6 容量設定根拠  

第
2
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 －  

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，

外部人為事象，溢水，

火災 

屋内 Ａａ 

サポート系要因 異なる駆動源又は冷却源 Ｂａ 

関連資料 本文  
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東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（可搬型） 

第47条: 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時に発電用原子炉を冷却するための設備 
可搬型代替注水大型ポンプ 類型化区分

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・環境圧力・

湿度/屋外の天候/放射

線／荷重 

屋外 Ｄ 

海水 淡水だけでなく海水も使用 Ⅱ 

周辺機器等からの悪影

響 

(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがな

い) 
－ 

電磁的障害 （電磁波の影響を受けない） － 

関連資料 47-3 配置図，47-8 保管場所図

第
2
号

操作性 
工具の使用，設備の運搬・設置， 

スイッチ操作，弁及び接続操作

Ｂｂ，Ｂ

ｃ，Ｂｄ，

Ｂｆ，Ｂｇ

関連資料 47-4 系統図，47-7 接続図

第
3
号

試験・検査 

(検査性，系統構成・外部

入力) 

ポンプ Ａ 

関連資料 47-5 試験検査

第
4
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 47-4 系統図

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常待機時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他(飛散物) その他設備 対象外 

関連資料 47-4 系統図

第
6
号

設置場所 現場操作（設置場所） Ａａ 

関連資料 47-3 配置図

第
3
項

第
1
号

可搬SAの容量 原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型設備 Ａ 

関連資料 47-6 容量設定根拠

第
2
号

可搬SAの接続性 フランジ接続 Ｂ 

関連資料 47-7 接続図

第
3
号

異なる複数の接続箇所の確

保 
屋外 Ａｂ 

関連資料 47-3 配置図

第
4
号

設置場所 (放射線量の高くなるおそれの少ない場所を選定) － 

関連資料 47-3 配置図

第
5
号

保管場所 屋外 Ａｂ 

関連資料 47-8 保管場所図

第
6
号

アクセスルート 屋外 Ｂ 

関連資料 47-9 アクセスルート図

第
7
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，

外部人為事象，溢水，

火災 

屋外 Ａｂ 

サポート系要因 異なる駆動源又は冷却源 Ｂａ 

関連資料 本文 
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東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設）

第47条:原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に

発電用原子炉を冷却するための設備 
残留熱除去系ポンプ 

類型化 

区分 

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・環境温度・湿

度／屋外の天候／放射線

／荷重 

原子炉建屋原子炉棟内 Ｂ 

海水 海水を通水しない 対象外 

周辺機器等からの悪影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれ

がない) 
－ 

電磁的障害 （電磁波の影響を受けない） － 

関連資料 ― 

第
2
号

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 ― 

第
3
号

試験・検査(検査性，系統構

成・外部入力) 
ポンプ Ａ 

関連資料 ― 

第
4
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 ― 

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他(飛散物) その他設備 対象外 

関連資料 ― 

第
6
号

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 ― 

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 
設計基準対象施設の系統及び機器を使用するもの 

必要な容量等に対して十分であるもの 
Ｂ 

関連資料 ― 

第
2
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 ― 

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，外

部人為事象，溢水，火災 
位置的分散を考慮すべきＤＢ設備等がない 対象外 

サポート系要因 多様性を考慮すべきＤＢ設備等がない 対象外 

関連資料 本文 



47-1-5

東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第47条:原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に

発電用原子炉を冷却するための設備 
低圧炉心スプレイ系ポンプ 

類型化 

区分 

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・環境圧力・湿

度／屋外の天候／放射線

／荷重 

原子炉建屋原子炉棟内 Ｂ 

海水 海水を通水しない 対象外 

周辺機器等からの悪影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれ

がない) 
－ 

電磁的障害 （電磁波の影響を受けない） － 

関連資料 － 

第
2
号

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 － 

第
3
号

試験・検査(検査性，系統構

成・外部入力) 
ポンプ Ａ 

関連資料 － 

第
4
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 － 

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他(飛散物) その他設備 対象外 

関連資料 － 

第
6
号

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 － 

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 
設計基準対象施設の系統及び機器を使用するもの 

必要な容量等に対して十分であるもの 
Ｂ 

関連資料 － 

第
2
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 － 

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，外

部人為事象，溢水，火災 
位置的分散を考慮すべきＤＢ設備がない 対象外 

サポート系要因 多様性を考慮すべきＤＢ設備がない 対象外 

関連資料 本文 



47-1-6

東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第47条:原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に

発電用原子炉を冷却するための設備 
残留熱除去系海水ポンプ 

類型化 

区分 

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・環境圧力・湿

度／屋外の天候／放射線

／荷重 

屋外 Ｄ 

海水 海水を通水 Ⅰ 

周辺機器等からの悪影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれ

がない) 
－ 

電磁的障害 （電磁波の影響を受けない） － 

関連資料 － 

第
2
号

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 － 

第
3
号

試験・検査(検査性，系統構

成・外部入力) 
ポンプ Ａ 

関連資料 － 

第
4
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 － 

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他(飛散物) その他設備 対象外 

関連資料 － 

第
6
号

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 － 

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 
設計基準対象施設の系統及び機器を使用するもの 

必要な容量等に対して十分であるもの 
Ｂ 

関連資料 － 

第
2
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 － 

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，外

部人為事象，溢水，火災 
位置的分散を考慮すべきＤＢ設備がない 対象外 

サポート系要因 多様性を考慮すべきＤＢ設備がない 対象外 

関連資料 本文 



47-1-7

東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第47条:原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に

発電用原子炉を冷却するための設備 
残留熱除去系海水ストレーナ 

類型化 

区分 

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・環境圧力・湿

度／屋外の天候／放射線

／荷重 

屋外 Ｄ 

海水 
使用時に海水を通水又は淡水だけでなく海水も使用

可能 
Ⅱ 

周辺機器等からの悪影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれ

がない) 
－ 

電磁的障害 （電磁波の影響を受けない） － 

関連資料 － 

第
2
号

操作性 操作不要 対象外 

関連資料 － 

第
3
号

試験・検査(検査性，系統構

成・外部入力) 
その他 Ｍ 

関連資料 － 

第
4
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 － 

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他(飛散物) その他設備 対象外 

関連資料 － 

第
6
号

設置場所 操作不要 対象外 

関連資料 － 

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 流路 対象外 

関連資料 － 

第
2
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 － 

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，外

部人為事象，溢水，火災 
位置的分散を考慮すべきＤＢ設備がない 対象外 

サポート系要因 多様性を考慮すべきＤＢ設備がない 対象外 

関連資料 本文 



47-1-8

東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第47条:原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時

に発電用原子炉を冷却するための設備 
代替循環冷却系ポンプ 類型化区分

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・環境圧力・

湿度／屋外の天候／放

射線／荷重 

原子炉建屋原子炉棟内 Ｂ 

海水 海水は通水しない 対象外 

周辺機器等からの悪影

響 

(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがな

い) 
－ 

電磁的障害 （電磁波の影響を受けない） － 

関連資料 47-3配置図，47-10 その他設備

第
2
号

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 47-4 系統図，47-7 接続図

第
3
号

試験・検査(検査性，系統構

成・外部入力) 
ポンプ Ａ 

関連資料 47-5 試験検査

第
4
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 47-7 系統図

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常待機時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他(飛散物) その他設備 対象外 

関連資料 47-4 系統図

第
6
号

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 47-3 配置図

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 重大事故等への対処を本来の目的として設置するもの Ａ 

関連資料 47-6 容量設定根拠

第
2
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 － 

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，

外部人為事象，溢水，

火災 

屋内 Ａａ 

サポート系要因 異なる駆動源又は冷却源 Ｂａ 

関連資料 本文 



47-1-9 

東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第48条:最終ヒートシンクへ熱を輸送す

るための設備 
緊急用海水ポンプ 類型化区分

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・環境圧力・湿

度/屋外の天候/放射線／

荷重 

その他の建屋内 Ｃ 

海水 常時海水通水又は海で使用 Ⅰ 

周辺機器等からの悪影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがな

い) 
－ 

電磁的障害 （電磁波の影響を受けない） － 

関連資料 －  

第
2
号

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 －  

第
3
号

試験・検査 

(検査性，系統構成・外部入

力) 

ポンプ Ａ 

関連資料 －   

第
4
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 －  

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常待機時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他(飛散物) その他設備 対象外 

関連資料 －  

第
6
号

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 －  

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 重大事故等への対処を本来の目的として設置するもの Ａ 

関連資料 －  

第
2
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 －  

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，外

部人為事象，溢水，火災 
屋内 Ａａ 

サポート系要因 異なる駆動源又は冷却源 Ｂａ 

関連資料 本文  



47-2-1

東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第47条:原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に

発電用原子炉を冷却するための設備 
緊急用海水ストレーナ 

類型化 

区分 

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・環境圧力・湿

度／屋外の天候／放射線

／荷重 

その他の建屋内 Ｃ 

海水 
使用時に海水を通水又は淡水だけでなく海水も使用

可能 
Ⅱ 

周辺機器等からの悪影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれ

がない) 
－ 

電磁的障害 （電磁波の影響を受けない） － 

関連資料 － 

第
2
号

操作性 操作不要 対象外 

関連資料 － 

第
3
号

試験・検査(検査性，系統構

成・外部入力) 
その他 Ｍ 

関連資料 － 

第
4
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 － 

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常待機時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他(飛散物) その他設備 対象外 

関連資料 － 

第
6
号

設置場所 操作不要 対象外 

関連資料 － 

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 流路 対象外 

関連資料 － 

第
2
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 － 

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，外

部人為事象，溢水，火災 
位置的分散を考慮すべきＤＢ設備等がない 対象外 

サポート系要因 多様性を考慮すべきＤＢ設備等がない 対象外 

関連資料 本文 



47-2-2

東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第47条:原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時

に発電用原子炉を冷却するための設備 
代替淡水貯槽 類型化区分 

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・環境圧力・

湿度／屋外の天候／放

射線／荷重 

その他の建屋内 Ｃ 

海水 淡水だけでなく海水も使用 Ⅱ 

周辺機器等からの悪影

響 

(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれが

ない) 
－ 

電磁的障害 （電磁波の影響を受けない） － 

関連資料 47-3配置図，47-10 その他設備

第
2
号

操作性 操作不要 対象外 

関連資料 47-4 系統図，47-7 接続図

第
3
号

試験・検査(検査性，系統構

成・外部入力) 
その他 Ｍ 

関連資料 － 

第
4
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 47-7 系統図

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常待機時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他(飛散物) その他設備 対象外 

関連資料 47-4 系統図

第
6
号

設置場所 操作不要 対象外 

関連資料 47-3 配置図

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 
重大事故等への対処を本来の目的として設置するも

の 
Ａ 

関連資料 47-6 容量設定根拠

第
2
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 － 

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，

外部人為事象，溢水，

火災 

屋内 Ａａ 

サポート系要因 多様性を考慮すべきＤＢ設備等がない 対象外 

関連資料 本文 



47-2-3 

東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第47条:原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時

に発電用原子炉を冷却するための設備 
サプレッション・プール 

類型化区

分 

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・環境圧力・

湿度／屋外の天候／放

射線／荷重 

原子炉建屋原子炉棟内 Ｂ 

海水 淡水だけでなく海水も使用 Ⅱ 

周辺機器等からの悪影

響 

(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがな

い) 
－ 

電磁的障害 （電磁波の影響を受けない） － 

関連資料 47-3配置図，47-8 保管場所図，47-10 その他設備  

第
2
号

操作性 操作不要 対象外 

関連資料 47-4 系統図，47-7 接続図  

第
3
号

試験・検査(検査性，系統構

成・外部入力) 
その他 Ｍ 

関連資料 47-5 試験検査  

第
4
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 47-7 系統図  

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他(飛散物) その他設備 対象外 

関連資料 47-4 系統図  

第
6
号

設置場所 操作不要 対象外 

関連資料 47-3 配置図  

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 
設計基準対象施設の系統及び機器を使用するもの 

必要な容量等に対して十分であるもの 
Ｂ 

関連資料 47-6 容量設定根拠  

第
2
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 －  

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，

外部人為事象，溢水，

火災 

位置的分散を考慮すべきＤＢ設備等がない 対象外 

サポート系要因 多様性を考慮すべきＤＢ設備等がない 対象外 

関連資料 本文  



47-2-4

東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第47条:原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時

に発電用原子炉を冷却するための設備 
残留熱除去系熱交換器 類型化区分

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・環境圧力・

湿度／屋外の天候／放

射線／荷重 

原子炉建屋原子炉棟内 Ｂ 

海水 海水を通水しない 対象外 

周辺機器等からの悪影

響 

(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがな

い) 
－ 

電磁的障害 （電磁波の影響を受けない） － 

関連資料 47-3配置図，47-10 その他設備

第
2
号

操作性 操作不要 対象外 

関連資料 47-4 系統図，47-7 接続図

第
3
号

試験・検査(検査性，系統構

成・外部入力) 
熱交換器 Ｄ 

関連資料 47-5 試験検査

第
4
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 47-7 系統図

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他(飛散物) その他設備 対象外 

関連資料 47-4 系統図

第
6
号

設置場所 操作不要 対象外 

関連資料 47-3 配置図

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 
設計基準対象施設の系統及び機器を使用するもの 

必要な容量等に対して十分であるもの 
Ｂ 

関連資料 － 

第
2
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 － 

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，

外部人為事象，溢水，

火災 

屋内 Ａａ 

サポート系要因 多様性を考慮すべきＤＢ設備等がない 対象外 

関連資料 本文 
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47-2 電源構成図
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第 47-2-1 図 電源構成図（交流電源）(1/2) 
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第 47-2-2 図 電源構成図（交流電源）(2/2) 
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47-3 配置図
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第 47-3-1 図 構内全体配置図
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第47-3-2図 低圧代替注水系（常設）に係る機器配置図（1／2）
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第 47-3-3 図 低圧代替注水系（常設）に係る機器配置図（2／2） 
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第 47-3-4 図 残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系に係る機器配置図 

（原子炉建屋地下２階） 
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第 47-3-5 図 低圧代替注水系に係る機器（弁）配置図 

（原子炉建屋３階） 
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第 47-3-6 図 低圧代替注水系に係る機器（弁）配置図 

（原子炉建屋４階） 
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47-4 系統図
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第 47-4-1 図 低圧代替注水系（常設）系統概要図 
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第 47-4-2 図 低圧代替注水系（可搬型）系統概要図（東側接続口使用時）
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第 47-4-3 図 低圧代替注水系（可搬型）系統概要図（西側接続口使用時） 
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第 47-4-4 図 低圧代替注水系（可搬型）系統概要図（高所東側接続口使用時）
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第 47-4-5 図 低圧代替注水系（可搬型）系統概要図（高所西側接続口使用時
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47-5 試験検査
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第 47-5-1 表 低圧代替注水系（常設）の試験及び検査

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 
機能・性能検査 

ポンプ運転性能，ポンプ及び系統配管・

弁の漏えい確認，外観の確認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

停止中 

機能・性能検査 
ポンプ運転性能，ポンプ及び系統配管・

弁の漏えい確認，外観の確認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

分解検査 
ポンプまたは弁の部品の表面状態につい

て浸透探傷試験及び目視により確認 

第 47-5-1 図 常設低圧代替注水系ポンプ構造図 

ケーシングカバーを取り外すことで，

分解点検が可能である。 
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図

 
運

転
性

能
検

査
系
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図

 

（
常

設
低

圧
代

替
注

水
系

ポ
ン

プ
）

 

PI

PI

PT PI

PT PI

FE

FTFI

FE

FTFI

MO

MO

低圧代替注水系へ

常設低圧代替注水系ポンプ（Ｂ）

常設低圧代替注水系ポンプ（Ａ）

MO

MO

代替淡水貯槽

図は常設低圧代替注水系ポンプ（Ａ）の運転性能検査系統を示す。常設

低圧代替注水系ポンプ（Ｂ）の運転性能検査においても，（Ａ）系と同様

に，代替淡水貯槽への再循環ラインによる系統を使用する。 
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第47-5-2表 低圧代替注水系（可搬型）の試験及び検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 

機能・性能検査 
ポンプ運転性能，ポンプ及びホースの漏え

い確認，外観の確認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

車両検査 車両の走行確認 

停止中 

機能・性能検査 
ポンプ運転性能，ポンプ及びホースの漏え

い確認，外観の確認 

分解検査 
弁の部品の表面状態について浸透探傷試験

及び目視により確認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

車両検査 車両の走行確認 
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運

転
性

能
検

査
系

統
図

 

（
可

搬
型

代
替

注
水

大
型

ポ
ン

プ
）

図は可搬型代替注水大型ポンプ運転性能検査系統を示す。運転性能検査時は，

可搬型代替注水大型ポンプを淡水貯水池近傍に設置し，ホース及び試験設備を

仮設し，淡水貯水池の水を再循環させる系統で運転性能検査を行う。 
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47-6 容量設定根拠
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名称 常設低圧代替注水系ポンプ 

容量 m３／h／個 189（注1），（約200（注2）） 

全揚程 m 144（注1），（約200（注2）） 

最高使用圧力 MPa[gage] 3.14 

最高使用温度 ℃ 66 

原動機出力 kW／個 190 

機器仕様に関する注記 注1：要求値を示す。 

注2：公称値を示す。 

【設定根拠】 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水大型ポンプは，原子炉冷却材

圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準事故対処設備が有する原子

炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び格納容器の破

損を防止するために必要な注水量を有する設計とする。 

なお，重大事故等対処設備の低圧代替注水系（常設）として使用する常設

低圧代替注水系ポンプは2個設置する。 

1.容量

常設低圧代替注水系ポンプを用いて残留熱除去系配管（Ｃ）から原子炉圧

力容器へ注入する場合の注水量としては，炉心の著しい損傷の防止の重要事

故シーケンスのうち，低圧代替注水系（常設）を用いる，高圧・低圧注水機

能喪失，崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合，残留熱除去系が故

障した場合），ＬＯＣＡ時注水機能喪失，格納容器バイパス（インターフェ

イスシステムＬＯＣＡ）及び全交流動力電源喪失（運転停止中の原子炉にお

ける重大事故に至るおそれのある事故）に係る有効性評価解析（原子炉設置
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変更許可申請書添付資料十）において，有効性が確認されている原子炉への

注水流量が，最大378m３／hであることから，ポンプ1個当たり約200m３／hで

注水可能なポンプを2個使用し，約400m３／hで注水可能な設計とする。 

また，低圧代替注水系（常設）は，格納容器スプレイ冷却系と同時に使用

する可能性があるため，同時使用時に各々の必要流量が確保できることを添

付(1)「格納容器下部注水系と代替格納容器スプレイ冷却の同時使用につい

て」で示す。 

2.全揚程

原子炉圧力容器に注水する場合の常設低圧代替注水系ポンプの全揚程は，

上記注水量で注水を実施する場合の圧損（水源（代替淡水貯槽）と注水先

（原子炉圧力容器）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管及び弁類圧損）を考

慮し，約200mの全揚程を確保可能な設計とする。 

＜移送先の圧力は約0.604MPaとする＞ 

水源と移送先の圧力差  約62.9m 

静水頭  約45.9m 

配管及び弁類圧損  約35.0m 

合計  約143.8m ≒144m 
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3.最高使用圧力

常設低圧代替注水系ポンプの最高使用圧力は，ポンプ締切運転時の揚程約

300m （ 約 2.94MPa[gage] ） に 代 替 淡 水 貯 槽 の 静 水 頭 約 20.63m （ 約

0.20MPa[gage] ） を 加 え た 約 320.63m[gage] を 上 回 る 圧 力 と し て

3.14MPa[gage]とする。 

4.最高使用温度

低圧代替注水系（常設）として使用する常設代替注水系ポンプの最高使用

温度は，水源の代替淡水貯槽の最高使用温度に合わせ66℃としている。 

5.電動機出力

低圧代替注水系（常設）として使用する常設低圧代替注水ポンプの容量

200m３／h，全揚程200mの時の必要軸動力は，下記の式より約 kWとなる。 

kWkW

HQgP
100200600,320080665.9000.110

100600,310
3

3

≒

P : 必要軸動力（kW）

WP :水動力（kW）

:流体の密度（kg／m３）=1,000 

g :重力加速度（m／s２）=9.80665 

Q :ポンプ容量（m３／h）=200

H:ポンプ揚程（m）＝200(図１参照)

:ポンプ効率（%）＝約 （図１参照）

（参考文献：「ターボポンプ用語」（JIS B 0131-2002）） 
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第47-6-1図 常設低圧代替注水ポンプ性能曲線 

 以上より，低圧代替注水系ポンプ電動機の必要動力は kW／個であり，

低圧代替注水系（常設）として使用する常設低圧代替注水ポンプの電動機出

力は，190kW／個とする。 
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名称 可搬型代替注水大型ポンプ 

容量 m3／h／個 110（注1）（約1,320（注2）） 

全揚程 m 138（注1）（約140（注2）） 

最高使用圧力 MPa[gage] 1.4 

最高使用温度 ℃ 60 

原動機出力 kW／個 約847 

機器仕様に関する注記 
注1：要求値を示す。 

注 2：設計仕様を示す。 

【設定根拠】 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水大型ポンプは，原子炉冷却材

圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準事故対処設備が有する原子

炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び格納容器の破

損を防止するために必要な注水量を有する設計とする。 

 可搬型代替注水大型ポンプは，重大事故等時において注水等に必要な容量

を有するものを 1 個と水の移送に必要な容量を有するものを 1 個と同時に使

用するために 1 セット 2 個使用する。保有数は 2 セットで 4 個と，故障時及

び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 2 個の合計 6 個を保管

する。予備については，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）と兼用する。 

1.容量

可搬型代替注水大型ポンプを用いて低圧炉心スプレイ系配管又は残留熱除

去系配管から原子炉へ注水する場合の容量は，注水量としては，炉心の著し

い損傷の防止の重要事故シーケンスのうち，低圧代替注水系（可搬型）を用

いる，全交流動力電源喪失（長期ＴＢ）に係る有効性評価解析（原子炉設置

変更許可申請書添付資料十）において，有効性が確認されている原子炉への
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注水流量が，最大110m３／hであることから，ポンプ1個あたり1,320m３／h以

上を注水可能な設計とし，1個使用する設計とする。 

 全交流動力電源喪失時には，低圧代替注水系（可搬型）による原子炉への

注水と，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による格納容器スプレイを

同時に実施することになるため，この場合の流量の組み合わせとして，原子

炉注水が崩壊熱相当の流量（50m３／h以下），格納容器スプレイ130m３／hを

注水可能な設計とする。 

 また，低圧代替注水系（可搬型）は，格納容器スプレイ冷却系等と同時に

使用する可能性があるため，同時使用時に各々の必要流量が確保できること

を添付(1)「常設低圧代替注水系ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプを使

用した同時注水について」で示す。 

2.全揚程

可搬型代替注水大型ポンプを用いた代替格納容器スプレイ時の全揚程は，

有効性が確認されている原子炉への注水流量における圧損（水源（代替淡水

貯槽）と注水先（原子炉圧力容器）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管・ホ

ース及び弁類圧損）を考慮し，以下を考慮した設計とする。 

(1) 東側接続口使用の場合（ホース延長距離が長いケース）

注水先圧力 約 61.6m 

静水頭 約 27.0m 

ホース圧損 約 5.3m

配管及び弁類圧損 約 43.5m

合計 約 137.4m ≒138m 

(2) 高所接続口使用の場合（配管及びホース延長距離が長いケース）
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注水先圧力 約 46.1m 

静水頭 約 11.1m 

ホース圧損 約  7.5m 

配管及び弁類圧損 約 31.4m

合計 約 96.1m ≒97m 

可搬型代替注水大型ポンプ全揚程の公称値は，ポンプ特性からエンジン最

大回転数時の容量の公称値である約1,320m３／hにおける吐出圧力の約140m

とする。 

3.最高使用圧力

可搬型代替注水大型ポンプの供給ライン（ホースの最高使用圧力）を考慮

し，吐出圧力を制限していることから1.4MPa[gage]とする。 

4.最高使用温度

可搬型代替注水大型ポンプの最高使用温度は，供給ラインを考慮し接続す

るホースの最高使用温度である60℃とする。 

5.原動機出力

低圧代替注水系（可搬型）として使用する可搬型代替注水ポンプの原動機

出力については，メーカー設計値である847kWとする。 
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6.可搬型代替注水大型ポンプの性能曲線

可搬型代替注水大型ポンプの性能曲線を以下に示す。

第47-6-2図 可搬型代替注水大型ポンプ性能曲線 
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添付(1) 

常設低圧代替注水系ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプを 

使用した複数個所への同時注水について 

常設低圧代替注水系ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを使用した注水に

ついては，原子炉，格納容器スプレイ，ペデスタル（ドライウェル部），格納

容器頂部及び使用済燃料プールを注水先として設計する。このため，重大事故

等対応において，複数の注水先に対して同時に必要流量を注水できるよう設計

する。なお，各注水先への注水は弁の開操作のみで実施可能であるため，必要

箇所への注水を継続しつつ，注水先を追加することが可能である。 

有効性評価で考慮する同時注水パターンを第 1 表及び第 2 表に示す。 

また，有効性評価における事象進展ごとの常設低圧代替注水系ポンプ又は可

搬型代替注水大型ポンプによる注水先の組み合わせケースを第 3 表から第 7 表

に示す。 
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第 1 表 有効性評価で考慮する常設低圧代替注水系ポンプを使用した同時注水

ケース

原
子
炉

格
納
容
器

ペ
デ
ス
タ
ル

（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
部
）

格
納
容
器
頂
部

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル

47 条/1.4 49 条/1.6 51 条/1.8 53 条/1.10 54 条/1.11 

230m３/h 130m３/h － － － 

300m３/h 80m３/h － － 

50m３/h 130m３/h － － 114m３/h 

第 2 表 有効性評価で考慮する可搬型代替注水大型ポンプを使用した同時注水

ケース

原
子
炉

格
納
容
器

ペ
デ
ス
タ
ル

（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
部
）

格
納
容
器
頂
部

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル

47 条/1.4 49 条/1.6 51 条/1.8 53 条/1.10 54 条/1.11 

50m３/h 130m３/h － － － 

50m３/h 130m３/h － － 114m３/h 
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第 3 表 設計基準事故対象設備による原子炉注水失敗時に常設代替低圧注水系ポンプを使用する場合（炉心損傷前） 

47 条/1.4 49 条/1.6 51 条/1.8 53 条/1.10 54 条/1.11 

備考 原
子
炉

格
納
容
器

ペ
デ
ス
タ
ル

（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
部
）

格
納
容
器
頂
部

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル

初期注水段階 378m３/h － － － － 

・QH 特性に従った注水

・原子炉水位回復後は崩壊熱除去相当の注水量で可

（解析上は注水量一定で注水開始／停止操作実施）

格納容器スプレイ段階 230m３/h 130m３/h － － － 

・原子炉注水は崩壊熱除去相当の注水量で可（解析上

は注水量一定で，解析上は注水量一定で注水開始／

停止操作実施）

・格納容器スプレイは格納容器圧力に応じてスプレイ

開始／停止操作

使用済燃料プール冷却 

復旧操作段階 
50m３/h 130m３/h － － 114m３/h 

・有効性評価の解析条件ではないが，使用済燃料プー

ルの冷却機能復旧操作を同時に行うことを想定し，

設定したケース

・使用済燃料プールが 100℃到達まで 1 日以上の余裕

があるため，原子炉水位及び格納容器圧力制御が安

定した状態で実施することを想定

格納容器ベント段階 50m３/h － － － 

・原子炉注水は崩壊熱除去相当の注水量

・使用済燃料プールは代替燃料プール冷却系等による

除熱に期待できることから，同時注水を考慮してい

ていない

対象事象：高圧・低圧注水機能喪失，ＬＯＣＡ時注水機能喪失 

第 4 表 設計基準事故対象設備による原子炉注水成功後に常設代替低圧注水系ポンプを使用する場合 

47 条/1.4 49 条/1.6 51 条/1.8 53 条/1.10 54 条/1.11 

備考 原
子
炉

格
納
容
器

ペ
デ
ス
タ
ル

（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
部
）

格
納
容
器
頂
部

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル

原子炉減圧・低圧注水

移行段階 
378m３/h － － － － 

・QH 特性に従った注水

・原子炉水位回復後は崩壊熱除去相当の注水量で可

（解析上は注水量一定で注水開始／停止操作実施）

格納容器スプレイ段階 230m３/h 130m３/h － － － 

・原子炉注水は崩壊熱除去相当の注水量で可（解析上

は注水量一定で注水開始／停止操作実施）

・格納容器スプレイは格納容器圧力に応じてスプレイ

開始／停止操作

使用済燃料プール冷却 

復旧操作段階 
50m３/h 130m３/h － － 114m３/h 

・有効性評価の解析条件ではないが，使用済燃料プー

ルの冷却機能復旧操作を同時に行うことを想定し，

設定したケース

・使用済燃料プールが 100℃到達まで 1 日以上の余裕

があるため，原子炉水位及び格納容器圧力制御が安

定した状態で実施することを想定

格納容器ベント段階※ 50m３/h － － － － 

・原子炉注水は崩壊熱除去相当の注水量

・使用済燃料プールは代替燃料プール冷却系等による

除熱に期待できることから，同時注水を考慮してい

ていない

※崩壊熱除去機能（残留熱除去系が故障した場合）のケース

対象事象：崩壊熱除去機能喪失，津波浸水による注水機能喪失 
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第 5 表 全交流動力電源喪失（24 時間継続）時に可搬型代替注水大型ポンプを使用する場合 

47 条/1.4 49 条/1.6 51 条/1.8 53 条/1.10 54 条/1.11 

備考 原
子
炉

格
納
容
器

ペ
デ
ス
タ
ル

（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
部
）

格
納
容
器
頂
部

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル

原子炉減圧・低圧注水

移行段階 
≦110m３/h － － － － 

・QH 特性に従った注水

・原子炉水位回復後は崩壊熱除去相当の注水量で可

（解析上は注水量一定で注水開始／停止操作実施）

格納容器スプレイ段階 50m３/h 130m３/h － － － 

・原子炉注水は崩壊熱除去相当の注水量で可（解析上

は注水量一定で注水開始／停止操作実施）

・格納容器スプレイは格納容器圧力に応じてスプレイ

開始／停止操作

使用済燃料プール冷却 

復旧操作段階 
50m３/h 130m３/h － － 114m３/h 

・有効性評価の解析条件ではないが，使用済燃料プー

ルの冷却機能復旧操作を同時に行うことを想定し，

設定したケース

・使用済燃料プールが 100℃到達まで 1 日以上の余裕

があるため，原子炉水位及び格納容器圧力制御が安

定した状態で実施することを想定

対象事象：全交流動力電源喪失 

第 6 表 設計基準事故対象設備による原子炉注水失敗時に常設代替低圧注水系ポンプを使用する場合（ＬＯＣＡ起因によ

る炉心損傷事象） 

47 条/1.4 49 条/1.6 51 条/1.8 53 条/1.10 54 条/1.11 

備考 原
子
炉

格
納
容
器

ペ
デ
ス
タ
ル

（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
部
）

格
納
容
器
頂
部

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル

初期注水段階 230m３/h 130m３/h － － － 

・ＬＯＣＡが発生し設計基準事故対処設備による注水

に失敗し，炉心損傷に至った場合に，炉心の再冠水

並びに格納容器内温度及び圧力を抑制するためのケ

ース

再冠水後制御段階※ 50m３/h 130m３/h － － － 

・原子炉注水は崩壊熱除去相当の注水量

・格納容器スプレイは格納容器圧力に応じてスプレイ

開始／停止操作

使用済燃料プール冷却 

復旧操作段階※ 50m３/h 130m３/h － － 114m３/h 

・有効性評価の解析条件ではないが，使用済燃料プー

ルの冷却機能復旧操作を同時に行うことを想定し，

設定したケース

・使用済燃料プールが 100℃到達まで 1 日以上の余裕

があるため，原子炉水位及び格納容器圧力制御が安

定した状態で実施することを想定

格納容器ベント段階※ 50m３/h － － － － ・原子炉注水は崩壊熱除去相当の注水量

※代替循環冷却系を使用しない場合のケース

対象事象：雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損），水素燃焼 
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第 7 表 原子炉圧力容器破損時に常設代替低圧注水系ポンプを使用する場合 

47 条/1.4 49 条/1.6 51 条/1.8 53 条/1.10 54 条/1.11 

備考 原
子
炉

格
納
容
器

ペ
デ
ス
タ
ル

（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
部
）

格
納
容
器
頂
部

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル

原子炉圧力容器破損段

階 
－ 300m３/h 80m３/h － － 

・ＬＯＣＡが発生し設計基準事故対処設備による注水

に失敗し，炉心損傷に至った場合に，炉心の再冠水

並びに格納容器内温度及び圧力を抑制するためのケ

ース

原子炉圧力容器破損時

対応後段階※ － － 50m３/h － － 

・原子炉注水は崩壊熱除去相当の注水量

・格納容器スプレイは格納容器圧力に応じてスプレイ

開始／停止操作

使用済燃料プール冷却 

復旧操作段階 
－ － 50m３/h － 114m３/h 

・有効性評価の解析条件ではないが，使用済燃料プー

ルの冷却機能復旧操作を同時に行うことを想定し，

設定したケース

・使用済燃料プールが 100℃到達まで 1 日以上の余裕

があるため，原子炉水位及び格納容器圧力制御が安

定した状態で実施することを想定

対象事象：高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱，原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用，溶融炉心・コン

クリート相互作用

第 8 表 全交流動力電源喪失（24 時間継続）時に可搬型代替注水大型ポンプ（高所接続）を使用する場合 

47 条/1.4 49 条/1.6 51 条/1.8 53 条/1.10 54 条/1.11 

備考 原
子
炉

格
納
容
器

ペ
デ
ス
タ
ル

（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
部
）

格
納
容
器
頂
部

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル

原子炉減圧・低圧注水

移行段階 
≦110m３/h － － － － 

・QH 特性に従った注水

・原子炉水位回復後は崩壊熱除去相当の注水量で可

（解析上は注水量一定で注水開始／停止操作実施）

格納容器スプレイ段階 50m３/h 130m３/h － － － 

・原子炉注水は崩壊熱除去相当の注水量で可（解析上

は注水量一定で注水開始／停止操作実施）

・格納容器スプレイは格納容器圧力に応じてスプレイ

開始／停止操作

使用済燃料プール冷却 

復旧操作段階 
50m３/h 130m３/h － － 16m３/h 

・有効性評価の解析条件ではないが，使用済燃料プー

ルの冷却機能復旧操作を同時に行うことを想定し，

設定したケース

・使用済燃料プールが 100℃到達まで 1 日以上の余裕

があるため，原子炉水位及び格納容器圧力制御が安

定した状態で実施することを想定

対象事象：津波による注水機能喪失 
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47-7 接続図
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第47-7-1図 低圧代替注水系接続図
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47-8 保管場所図
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第 47-8-1 図 保管場所図（位置的分散）
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47-9 アクセスルート図
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第 47-9-1 図 保管場所からのアクセスルート図 



47-9-3

第 47-9-2 図 緊急時対策所～高所淡水池～高所接続口 

 及び緊急時対策所～代替淡水貯槽～西側接続口までのアクセスルート 
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第 47-9-3 図 緊急時対策所～代替淡水貯槽～東側接続口，西側接続口までの
アクセスルート

第 47-9-4 緊急時対策所～北側淡水池～東側接続口，西側接続口までの 
アクセスルート
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47-10 その他設備
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 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための自主対

策設備として，以下を整備する。 

①代替循環冷却系による炉心損傷前の原子炉への注水

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水系及び原子炉停止時冷

却系）及び低圧炉心スプレイ系が有する原子炉の冷却機能が喪失した場合にお

いても，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，炉心損

傷前の原子炉への注水が可能となるよう，自主対策設備として代替循環冷却系

を設ける。 

 本系統は，サプレッション・プールを水源とし，原子炉建屋原子炉棟に設置

された代替循環冷却系ポンプを用い，残留熱除去系熱交換器で冷却されたサプ

レッション・プール水を原子炉圧力容器に注水する設計とする。

残留熱除去系熱交換器の冷却用海水は，緊急用海水ポンプ又は残留熱除去系

海水ポンプにより送水するものとし，緊急用海水ポンプは，水源である海か

ら，非常用取水設備であるＳＡ用海水ピット取水塔，海水引込み管及びＳＡ用

海水ピットを通じて引き込む海水を使用する設計とする。残留熱除去系海水ポ

ンプは，水源である海から，取水路を通じて海水を取水するものとし，津波時

の引き波を考慮し貯留堰を設ける。 

上記主要設備については，技術的能力審査基準への適合のため，溶融炉心が

原子炉圧力容器内に残存する場合の対応設備として整備する代替循環冷却系と

同じ設計とする。
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第 47-10-1 図 代替循環冷却系 系統概要図
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②消火系を用いた低圧注水の実施

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水系及び原子炉停

止時冷却系）及び低圧炉心スプレイ系が機能喪失し，残留熱除去系注入

ライン（Ａ），（Ｃ）又は低圧炉心スプレイ系注入ラインの機能が喪失

した場合においても低圧注水可能とするために，自主対策設備として消

火系及び残留熱除去系（Ｂ）配管を用いた原子炉注水手段を整備してい

る。 

消火系を用いた原子炉注水手段については，ディーゼル駆動消火ポ

ンプ又は電動駆動消火ポンプを用い，残留熱除去系（低圧注水系及び原

子炉停止時冷却系）及び低圧炉心スプレイ系，並びに低圧代替注水系

（常設）及び低圧代替注水系（可搬型）とは異なる淡水タンク（ろ過水

タンク及び多目的タンク）を水源とし，消火系及び残留熱除去系（Ｂ）

を通じて原子炉圧力容器へ注水する。 

第 47-10-2 図 消火系による原子炉注水手順の概要図 
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③補給水系を用いた低圧注水の実施 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポンプ（低圧注水系及び原

子炉停止時冷却系）及び低圧炉心スプレイ系が喪失し，残留熱除去系注

入ライン（Ａ），（Ｃ）又は低圧炉心スプレイ系注入ラインの機能が喪

失した場合においても低圧注水可能とするために，自主対策設備として

復水移送ポンプ及び消火系配管及び残留熱除去系（Ｂ）配管を用いた原

子炉注水手段を整備している。 

補給水系を用いた原子炉注水手段については，復水移送ポンプを用い，

残留熱除去系（低圧注水系及び原子炉停止時冷却系），並びに低圧代替

注水系（常設）及び低圧代替注水系（可搬型）とは異なる復水貯蔵タン

クを水源として，補給水系，消火系及び残留熱除去系を通じて原子炉圧

力容器へ注水する。 
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第 47-10-3 図 補給水系による原子炉注水手順の概要図 
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47-11 その他



47-11-2

【ポンプサポート系（冷却水）の記載方針について】 

常設代替注水系ポンプ、可搬型代替注水大型ポンプのサポート系（冷却水）

の類型化については，設置許可基準規則第 43 条第 2 項第 3 号（常設），第

3 項第 7 号（可搬型）への対応の基本方針「2.3.1 多様性，位置的分散，

悪影響防止等について」の考え方に従い類型化しており，本体資料の設置許

可基準規則第 43 条への適合性説明において，それぞれ次の通り説明してい

ることから，考え方を整理する。 

常設低圧代替注水系ポンプ 不要（自然冷却） 

可搬型代替注水大型ポンプ   自己冷却 

 常設低圧代替注水系ポンプは，通常の横置き遠心式ポンプで，冷却水とし

て外部サポートは不要とする設計である。また，ポンプケーシングと軸受は

分離されており，ケーシング内の流水による冷却や，冷却水として吐出水の

一部を取り出す等の設計ではないことから，冷却水としては不要と整理する。

また，常設低圧代替注水系ポンプは，常設低圧代替注水系格納槽内に設置さ

れており，当該格納槽内の環境条件で運転することから、自然冷却を付記す

る。 

 可搬型代替注水大型ポンプは，冷却水として他の冷却水系等から外部サポ

ートを受けないが，取水ポンプで汲み上げた海水の一部をブースターポンプ

の冷却水として使用する。このように，冷却水により強制冷却を行うが，自

己完結型の冷却方式の場合は，自己冷却と整理する。



47-12-1

47-12 ＳＡバウンダリ系統図（参考図） 
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48-1-1

48-1 SA設備基準適合性一覧表 



48-1-2

東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第48条:最終ヒートシンクへ熱を輸送す

るための設備 
緊急用海水ポンプ 類型化区分

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・環境圧力・湿

度/屋外の天候/放射線／

荷重 

その他の建屋内 Ｃ 

海水 常時海水通水又は海で使用 Ⅰ 

周辺機器等からの悪影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがな

い) 
－ 

電磁的障害 （電磁波の影響を受けない） － 

関連資料 48-5 系統図

第
2
号

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 48-5 系統図

第
3
号

試験・検査 

(検査性，系統構成・外部入

力) 

ポンプ Ａ 

関連資料 48-6 試験検査

第
4
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 － 

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常待機時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他(飛散物) その他設備 対象外 

関連資料 48-5 系統図

第
6
号

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 48-5 系統図

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 重大事故等への対処を本来の目的として設置するもの Ａ 

関連資料 48-6 容量設定根拠

第
2
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 － 

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，外

部人為事象，溢水，火災 
屋内 Ａａ 

サポート系要因 異なる駆動源又は冷却源 Ｂａ 

関連資料 本文 



48-1-3

東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第48条:最終ヒートシンクへ熱を輸送す

るための設備 
緊急用海水ストレーナ 類型化区分

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・環境圧力・湿

度/屋外の天候/放射線／

荷重 

その他の建屋内 Ｃ 

海水 使用時に海水を通水又は淡水だけでなく海水も使用可能 Ⅱ 

周辺機器等からの悪影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがな

い) 
－ 

電磁的障害 （電磁波の影響を受けない） － 

関連資料 48-4 配置図

第
2
号

操作性 操作不要 対象外 

関連資料 48-4 配置図

第
3
号

試験・検査 

(検査性，系統構成・外部入

力) 

その他 Ｍ 

関連資料 48-6 試験検査

第
4
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 － 

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常待機時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他(飛散物) その他設備 対象外 

関連資料 48-5 系統図

第
6
号

設置場所 操作不要 対象外 

関連資料 48-4 配置図

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 流路 対象外 

関連資料 48-6 容量設定根拠

第
2
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 － 

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，外

部人為事象，溢水，火災 
屋内 Ａａ 

サポート系要因 多様性を考慮すべきＤＢ設備がない 対象外 

関連資料 本文 



48-1-4

東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第48条:最終ヒートシンクへ熱を輸送する

ための設備 
第一弁（Ｓ／Ｃ側） 類型化区分

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・環境圧力・湿

度/屋外の天候/放射線／

荷重 

原子炉建屋原子炉棟内 Ｂ 

海水 海水を通水しない 対象外 

周辺機器等からの悪影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがな

い) 
－ 

電磁的障害 （電磁波の影響を受けない） － 

関連資料 48-4 配置図

第
2
号

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 48-4 配置図

第
3
号

試験・検査 

(検査性，系統構成・外部入

力) 

弁 Ｂ 

関連資料 48-6 試験検査

第
4
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 48-5 系統図

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常待機時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他(飛散物) その他設備 対象外 

関連資料 48-5 系統図

第
6
号

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 48-4 配置図

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 流路 対象外 

関連資料 48-7 容量設定根拠

第
2
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 － 

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，外

部人為事象，溢水，火災 
屋内 Ａa 

サポート系要因 異なる駆動源又は冷却源 Ｂａ 

関連資料 本文 



48-1-5 

東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第48条:最終ヒートシンクへ熱を輸送するた

めの設備 
第一弁（Ｄ／Ｗ側） 類型化区分

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・環境圧力・湿度

/屋外の天候/放射線/荷重 
原子炉建屋原子炉棟内 Ｂ 

海水 海水を通水しない 対象外 

周辺機器等からの悪影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがな

い) 
－ 

電磁的障害 （電磁波の影響を受けない） － 

関連資料 48-4 配置図  

第
2
号

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 48-4 配置図  

第
3
号

試験・検査 

(検査性，系統構成・外部入力)
弁 Ｂ 

関連資料 48-6 試験検査  

第
4
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 48-5 系統図  

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常待機時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他(飛散物) その他設備 対象外 

関連資料 48-5 系統図  

第
6
号

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 48-4 配置図  

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 流路 対象外 

関連資料 －  

第
2
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 －  

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 
屋内 Ａa 

サポート系要因 異なる駆動源又は冷却源 Ｂａ 

関連資料 本文  



48-1-6

東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第48条:最終ヒートシンクへ熱を輸送するた

めの設備 
耐圧強化ベント系一次隔離弁 類型化区分 

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・環境圧力・湿度

/屋外の天候/放射線/荷重 
原子炉建屋原子炉棟内 Ｂ 

海水 海水を通水しない 対象外 

周辺機器等からの悪影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれが

ない) 
－ 

電磁的障害 （電磁波の影響を受けない） － 

関連資料 48-4 配置図

第
2
号

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 48-4 配置図

第
3
号

試験・検査 

(検査性，系統構成・外部入力)
弁 Ｂ 

関連資料 48-6 試験検査

第
4
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 48-5 系統図

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常待機時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他(飛散物) その他設備 対象外 

関連資料 48-5 系統図

第
6
号

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 48-4 配置図

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 流路 対象外 

関連資料 － 

第
2
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 － 

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 
屋内 Ａa 

サポート系要因 異なる駆動源又は冷却源 Ｂａ 

関連資料 本文 



48-1-7 

東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第48条:最終ヒートシンクへ熱を輸送するた

めの設備 
耐圧強化ベント系二次隔離弁 類型化区分

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・環境圧力・湿度

/屋外の天候/放射線/荷重 
原子炉建屋原子炉棟内 Ｂ 

海水 海水を通水しない 対象外 

周辺機器等からの悪影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがな

い) 
－ 

電磁的障害 （電磁波の影響を受けない） － 

関連資料 48-4 配置図  

第
2
号

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 48-4 配置図  

第
3
号

試験・検査 

(検査性，系統構成・外部入力)
弁 Ｂ 

関連資料 48-6 試験検査  

第
4
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 48-5 系統図  

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常待機時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他(飛散物) その他設備 対象外 

関連資料 48-5 系統図  

第
6
号

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 48-4 配置図  

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 流路 対象外 

関連資料 －  

第
2
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 －  

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 
屋内 Ａa 

サポート系要因 異なる駆動源又は冷却源 Ｂａ 

関連資料 本文  



48-1-8

東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第48条:最終ヒートシンクへ熱を輸送する

ための設備 
残留熱除去系海水系ポンプ 

類型化区

分 

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・環境圧力・湿

度/屋外の天候/放射線/

荷重 

屋外 Ｄ 

海水 常時海水を通水又は海で使用 Ⅰ 

周辺機器等からの悪影響 (周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない) ― 

電磁的障害 （電磁波の影響を受けない） ― 

関連資料 48-4 配置図

第
2
号

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 48-4 配置図

第
3
号

試験・検査 

(検査性，系統構成・外部入

力) 

ポンプ Ａ 

関連資料 48-6 試験検査

第
4
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 － 

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他(飛散物) その他設備 対象外 

関連資料 48-5 系統図

第
6
号

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 － 

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 
設計基準対象施設の系統及び機器を使用するもの 

必要な容量等に対して十分であるもの 
Ｂ 

関連資料 － 

第
2
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 － 

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，外

部人為事象，溢水，火災 
位置的分散を考慮すべきＤＢ設備等がない 対象外 

サポート系要因 異なる駆動源又は冷却源 Ｂａ 

関連資料 － 



48-1-9 

東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第48条:最終ヒートシンクへ熱を輸送す

るための設備 
残留熱除去系海水ストレーナ 類型化区分

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・環境圧力・湿

度/屋外の天候/放射線/

荷重 

屋外 Ｄ 

海水 使用時に海水を通水又は淡水だけでなく海水も使用可能 Ⅱ 

周辺機器等からの悪影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがな

い) 
－ 

電磁的障害 （電磁波の影響を受けない） － 

関連資料 48-4 配置図  

第
2
号

操作性 操作不要 対象外 

関連資料 48-4 配置図  

第
3
号

試験・検査 

(検査性，系統構成・外部入

力) 

その他 Ｍ 

関連資料 48-6 試験検査  

第
4
号

切替性 本来の用途として使用する 対象外 

関連資料 －  

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他(飛散物) その他設備 対象外 

関連資料 48-5 系統図  

第
6
号

設置場所 操作不要 対象外 

関連資料 －  

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 流路 対象外 

関連資料 －  

第
2
号

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 －  

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，外

部人為事象，溢水，火災 
位置的分散を考慮すべきＤＢ設備等がない 対象外 

サポート系要因 多様性を考慮すべきＤＢ設備等がない 対象外 

関連資料 本文  



48-2-1

48-2 電源構成図



48-2-2

第 48-2-1 図 電源構成図（交流電源）（1／2） 



48-2-3

第 48-2-2 図 電源構成図（交流電源）（2／2） 
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48-3 計測制御系統図
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機器名称 機器名称 

① 第一弁(Ｓ／Ｃ側) ⑦ 換気空調系一次隔離弁 

② 第一弁(Ｄ／Ｗ側) ⑧ 換気空調系二次隔離弁 

③ 二次隔離弁 ⑨ 原子炉建屋ガス処理系一次隔離弁 

④ 二次隔離弁バイパス弁 ⑩ 原子炉建屋ガス処理系二次隔離弁 

⑤ 耐圧強化ベント系一次隔離弁 ⑪ 非常用ガス処理系フィルタ装置出口隔離弁Ａ 

⑥ 耐圧強化ベント系二次隔離弁 ⑫ 非常用ガス処理系フィルタ装置出口隔離弁Ｂ 

第 48-3-1 図 耐圧強化ベント系 計測制御系統図 

第 48-3-1 表 耐圧強化ベント系の計測設備主要仕様 

監視パラメータ 計測範囲 個数 

耐圧強化ベント系放射線モニタ＊ 10－３～10４mSv／h 1 

＊上図赤丸で示す。
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48-4 配置図 
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第 48-4-1 図 緊急用海水系に関わる機器の配置を明示した図面（原子炉建屋地下 1 階） 
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第 48-4-2 図 耐圧強化ベント系に関わる機器の配置を明示した図面（原子炉建屋 1 階） 
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第 48-4-3 図 耐圧強化ベント系に関わる機器の配置を明示した図面（原子炉建屋 4 階） 
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第 48-4-4 図 耐圧強化ベント系に関わる機器の配置を明示した図面（原子炉建屋 5 階） 
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第 48-4-5 図 耐圧強化ベント系 格納容器取出し配置図 

ドライウェル 

サプレッション・チェンバ

EL. 11,427 第一弁（Ｓ／Ｃ側）取出高さ（X-79） 

EL. 33,900 第一弁（Ｄ／Ｗ側）取出高さ（X-3） 

EL. －4,000 サプレッション・チェンバ底部 

EL. 13,815 ドライウェル床面 
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48-5 系統図
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機器名称 機器名称 

① 緊急用海水ポンプ(Ａ) ⑦ 緊急用海水系代替ＦＰＣ系隔離弁 

② 緊急用海水ポンプ(Ｂ) ⑧ 緊急用海水系代替ＦＰＣ系出口弁（Ａ）系 

③ 緊急用海水系RHRＡ系熱交換器隔離弁 ⑨ 緊急用海水系代替ＦＰＣ系出口弁（Ｂ）系 

③ 緊急用海水系RHRＢ系熱交換器隔離弁 ⑩ 残留熱除去系－緊急用海水系系統分離弁（Ａ）系

④ 緊急用海水系RHRＡ系補機隔離弁 ⑪ 残留熱除去系－緊急用海水系系統分離弁（Ｂ）系

⑥ 緊急用海水系RHRＢ系補機隔離弁 

第 48-5-1 図 緊急用海水系 系統概要図 

（残留熱除去系海水系Ａ系供給時） 

① 

② 

③⑤

④⑥ ⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪
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第 48-5-2 図 緊急用海水系配置図 
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第 48-5-3 図 耐圧強化ベント系 概略系統図 
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48-6 試験検査
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【耐圧強化ベント系】 

第48-6-1表 耐圧強化ベント系の試験及び検査 

原子炉の状態 項目 内容 

停止中 

分解検査 
弁部品の分解検査（非破壊検査を含む）

又は取替 

機能・性能検査 系統漏えい確認，外観の確認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

（遠隔人力操作機構） 

機能・性能検査 

弁，エクステンションロッド及び減速機

等の動作状況確認 

第 48-6-1 図 耐圧強化ベント系機能・性能検査系統図 
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第 48-6-2 図 電動駆動弁外形図 

第 48-6-3 図 遠隔人力操作機構外形図 

配管よりフランジを切り離す 

ことにより，弁の分解点検が可能 

操作ハンドル 

減速機 

電動駆動弁

第 48-5-3 図に示す動作弁の 
電動弁を示す。 
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【緊急用海水系】 

第48-6-2表 試験・検査内容 

原子炉の状態 項目 内容 

停止中 

機能・性能検査 

ポンプ運転性能，ポンプ，熱交換器及び

系統配管・弁の漏えい確認，外観の確認 

緊急用海水ストレーナの差圧確認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

分解検査 
ポンプまたは弁の部品の表面状態につい

て，浸透探傷試験及び目視により確認 

内部点検 

熱交換器の内部点検，伝熱管の渦流探傷

試験 

緊急用海水ストレーナの内部点検 

第 48-6-4 図 緊急用海水系運転性能検査系統図 

（残留熱除去系海水系Ａ系供給時） 
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第 48-6-5 図 緊急用海水系ポンプ構造図 
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48-7 容量設定根拠
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名称 緊急用海水ポンプ 

容量 m3／h／台 834（注1），（約844（注2）） 

全揚程 m 120（注1），（約130（注2）） 

最高使用圧力 MPa[gage] 2.45 

最高使用温度 ℃ 38 

電動機出力 kW／台 510 

機器仕様に関する注記 注1：要求値を示す 

注2：公称値を示す 

【設定根拠】 

緊急用海水ポンプは，設計基準事故対処設備が有する原子炉の冷却機能が

喪失した場合においても，炉心の著しい損傷及び格納容器の破損を防止する

ために必要な容量を有する設計とする。 

なお，緊急用海水ポンプは重大事故等時に1個使用し，1個を予備とし計2

個を設置する。 

1.容量

緊急用海水ポンプの容量は，残留熱除去系海水系が有する最終ヒートシン

クへ熱を輸送する機能が喪失した場合でも，格納容器ベントを行うことなく

格納容器からの除熱が可能な容量として，ポンプ1個当たり834m３／hが必要

であることから，ポンプ1個当たり約844m３／hを供給可能なポンプを1個使

用する設計とする。 

＜要求値＞ 

①残留熱除去系熱交換器  ：650m３／h 

②補機用冷却器 ： 40m３／h 
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③代替燃料プール冷却系熱交換器：144m３／h

①＋②＋③＝834m３／h

2.全揚程

緊急用海水ポンプの揚程は，ポンプ1個で834m３／hの海水供給時の圧損

（水源である海と供給先（残留熱除去系熱交換器等）の圧力差，静水頭，機

器圧損，配管及び弁類圧損）を考慮し，約130mの揚程を確保可能な設計とす

る。 

3.最高使用圧力

緊急用海水ポンプの最高使用圧力は，ポンプ締切揚程，建屋内配管の静水

頭に裕度を考慮し2.45MPa[gage]とする。 

①ポンプ締切揚程 2.01MPa[gage]

②静水頭     0.05MPa[gage]

合計      2.06MPa[gage]

上記計算結果を満足する 2.45MPa[gage]を公称値とする。

4.最高使用温度 38℃

緊急用海水ポンプの最高使用温度は，既設の残留熱除去系海水ポンプの最

高使用温度に合わせ38℃とする。 

5.電動機出力

電動機出力は，緊急用海水ポンプの容量約844m３／h，全揚程約130m及び

電動機効率70％を考慮し，510kWとする。 
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名称 耐圧強化ベント系（系統容量） 

最高使用圧力 MPa[gage] 

0.31(0.62)（不活性ガス系から二次隔離

弁まで） 

0.014(0.62)（二次隔離弁から非常用ガ

ス処理系まで） 

最高使用温度 ℃ 

171(200)（不活性ガス系から二次隔離弁

まで） 

72(200)（二次隔離弁から非常用ガス処

理系まで） 

設計流量 Kg／h 48,000 

機器仕様に関する注記 
（ ）内の数値は，重大事故等時の値を

示す。 

(1) 最高使用圧力 

①不活性ガス系から二次隔離弁まで 

 不活性ガス系との接続点から圧力境界となる二次隔離弁までは，

不活性ガス系配管の最高使用圧力に合わせ，0.31MPa[gage]とする。 

②二次隔離弁から非常用ガス処理系まで 

 圧力境界となる二次隔離弁から非常用ガス処理系の接続点まで

は，非常用ガス処理系配管の最高使用圧力に合わせ，

0.014MPa[gage]とする。 

③重大事故等時使用圧力 

格納容器の最高使用圧力の2倍である0.62MPa[gage]とする。 

炉心損傷前の格納容器ベントは，格納容器圧力が最高使用圧力で

ある0.31MPa[gage]に到達後，実施することとなる。そのため，実際

にベントが開始できるまでの格納容器の圧力上昇を考慮しても十分

に余裕がある0.62MPa[gage]を，耐圧強化ベント系の最高使用圧力と

する（第1図参照）。 
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第1図 格納容器圧力の推移（ＬＯＣＡ時注水機能喪失＊） 

＊耐圧強化ベント系使用時の最も厳しい条件 

(2) 最高使用温度

①不活性ガス系から二次隔離弁まで

 不活性ガス系との接続点から温度境界となる二次隔離弁までは，

不活性ガス系配管の最高使用温度に合わせ，171℃とする。 

②二次隔離弁から非常用ガス処理系まで

温度境界となる二次隔離弁から非常用ガス処理系の接続点まで

は，非常用ガス処理系配管の最高使用温度に合わせ，72℃とする。 

③重大事故等時使用温度

有効性評価における炉心損傷前ベントシナリオであるＬＯＣＡ時

注水機能喪失において，ベント使用時の格納容器内雰囲気温度は

200℃以下となることを確認している。そのため，格納容器に接続さ

れる耐圧強化ベント系の温度も200℃以下となることから，重大事故
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JOB No.MA47BNT2AE--GG9G000
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最大圧力：約 0.31MPa[gage] 

（約 28 時間） 

格納容器ベントによる圧力低下 
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時等使用温度を200℃とする（第2図参照）。 

第2図 格納容器温度推移（ＬＯＣＡ時注水機能喪失＊） 

       ＊耐圧強化ベント系使用時の最も厳しい条件

(3) 設計流量（ベントガス流量） 

格納容器圧力が最高使用圧力にてベントを実施した際に，原子炉の1％

崩壊熱相当の発生蒸気量48,000kg／hを排出可能な設計とする。 

なお，炉心の崩壊熱が定格熱出力の1％となるのは，原子炉停止から3

時間後であり，その際の格納容器内における発生蒸気量は13.4kg／sとな

る。 

一方，有効性評価シナリオであるＬＯＣＡ時注水機能喪失シナリオに

おけるベント開始時間は，原子炉停止から約28時間後となっている。そ

のため，ベント開始時における格納容器内の発生蒸気量は，耐圧強化ベ

ント系の設計流量よりも小さな値となる。 

格納容器ベントによる温度低下 

格
納
容
器
雰
囲
気
温
度

(℃) 

最高温度：約 143℃ 

（約 28 時間） 
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よって，耐圧強化ベント系を用いて，炉心の崩壊熱を最終ヒートシン

クである大気へ輸送することは可能である。
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48-8 その他の最終ヒートシンクへ熱を輸送する設備について



設備概要（自主対策設備を含む。） 

 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための自主対策設備として，以下を整備す

る。 

(1) 代替残留熱除去系海水系（可搬型）

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能及び緊

急用海水系の機能が喪失した際，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損

を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送する設備として，代替残留熱除

去系海水系（可搬型）を整備する。 

本設備は，可搬型代替注水大型ポンプ，燃料設備である可搬型設備用軽油タ

ンク，タンクローリ，流路であるホース，配管・弁，残留熱除去系熱交換器か

ら構成される。 

 可搬型代替注水大型ポンプ及びホース等の可搬設備は，可搬型設備保管場所

に保管する。 

 可搬型代替注水大型ポンプ外観図を第 48-8-1 図に，本系統全体の概要図を

第 48-8-2 図に示す。 
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第 48-8-1 図 代替残留熱除去系海水系（可搬型）系統概要図 

（残留熱除去系海水系Ａ系及び代替燃料プール冷却系接続例） 

第 48-8-2 図 代替残留熱除去系海水系 

可搬型代替注水大型ポンプ外観図 
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48-9 ＳＡバウンダリ系統図（参考図） 
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